
Ⅱ 各 分野における規制改革

1 健 康 ・医療分理

(1)規 制改革の目的と検討の視点

「病気や介護を予防し、健康を維持 して長生きしたい」という国民のニーズに応え、世界に先駆

けて 「健康長寿社会」を実現するため、健康 。医療分野では、国民の安心 ・安全への配慮を前提に、

「国民の利便性向上」、「医療福祉産業の発展による経済の活性化」、「保険財政の適正化」の 3つ を

規制改革における基本的な考えとして取 り組んできた。

これ らを踏まえて、第 2次 答申の検討にあたつては、「革新的な医薬品や医療機器へのアクセス

改善と国内における開発の促進」、「社会保障制度を持続可能 とするための提供体制の再構築」、「サ
ービスの質の向上と効率化」、「セルフケア領域の拡充」の4つ の視点を定め、ICTの活用を含めて

9つ の検討項目を設定し、これに即 して個別具体的な規制改革項目を取 りまとめた。

①新たな保険外併用の仕組みの創設

現在の健康保険制度では、保険外診療を一緒に受けると原則 として保険診療まで全額自己負

担になる (いわゆる混合診療禁止の原則)。平成 18年 に保険外併用療養費制度 (その前身は昭

和 59年 に倉J設された特定療養費制度)が 導入 され、例外的に保険診療との併用が認められる

ようになったが、医療技術の革新が急速に進むなか、現行制度の下では、必ずしも患者のニー

ズに迅速に応えられない問題がある。

このため、困難な病気 と闘 う患者が、国内未承認の医薬品等の保険外の治療を希望する場合
・

に、安全性 ・有効性の確認を前提に、現在よりも迅速にその治療を受けられるようにする仕組

みとして、保険外併用療養費制度のなかに、患者ひとりひとりの治療を主な目的とする、
“
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者起点
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新たな仕組み (「患者申出療養 (仮称)J)を 創設する。

「患者申出療養 (仮称)」は、医師が治療の内容や安全性 。有効性などを患者に対 して十分

説明し、患者が理解、納得 した うえで申出することを前提 とする。そのうえで、対応医療機関

の安全 ・適切な診療体制が整っていることを確認 し、診療内容に応 じて、できるだけ患者に身

近な医療機関で、迅速に受診できるようにする。

②介護 ・保育事業等における経営管理の強化とイコールフッティング確立

国民が安心 して福祉サービスを受けられるよう、その主要な担い手である社会福祉法人は、

利用者や国民に対 して経営内容やサービスの質を十分に開示する必要がある。

このため、財務諸表のインターネット上での公開、補助金 ・役員報酬の開示、利害関係者と

の取引内容の開示、サービスの第三者評価などを進め、経営の透明性やサービスの質を向上さ

せる。

また、介護 ・保育分野は、営利法人と非営利法人が同種のサービスを提供する特殊な市場で

あり、多様な経営主体がそれぞれの特質を生かしてサービスの質を競い、利用者の利便を高め

る必要がある。

このため、経営主体間のイコールフッティングを確立するよう、地方公共団体の助成 ・補助

制度などにおける経営主体による差異の是正、すべての社会福祉法人に対する社会貢献活動の

義務化や違反 した場合の役員解職勧告などの制度的な措置を行 う。

③革新的な医薬品 ・医療機器の価格に関する制度の改善

医薬品 。医療機器分野における今後の国際競争力を確保するためには、我が国における医薬

.   品 。医療機器の研究開発及び上市を後押しする環境整備が不可欠である。

このため、医薬品等の価格算定ルールにおいて、革新性 。画期性の評価をより充実させると

ともに、価格予見性の向上のため、価格の見通 し等を事前に厚生労働省に相談可能な仕組みを



整備する。また、再生医療等製品の普及促進のため、「条件及び期限付承認」を受けた製品の

保険適用に向けた取扱いについて検討する。
一方で、近年の保険財政の逼迫を考慮し、長期収

載品の価格の適正化を図る。

④最適な地域医療の実現に向けた医療提供体制の構築

地域の限られた医療資源を有効活用し、最適な地域医療を実現するためには、都道府県が医

療計画を通 じてリーダーシップを発揮 し、主体的にこれらの課題に取 り組むことが期待される。

このため、都道府県による医療計画の策定手続に関し、策定時に支払側である保険者の意見

を聴 く仕組みの構築、地域ごとの人口当たり医師数等を公表する仕組みの構築、都道府県によ

るより主体的な医療計画の検討の促進等を行 う。また、あわせて、実力のある医療機関の増床

の妨げとなる非稼働病床の削減方策の検討、医療機関の質を評価する取組の拡充、プライマ

リ。ケアと高度医療の適切な機能分化に向けた措置の検討などを行 う。

⑤生活の場での医療 “介護環境の充実

高齢者人口の増加に伴い、自宅や施設での医療 ・介護を希望する高齢者等に対し、必要な医

療 ・介護が効率的に提供される環境の改善が求められている。

このため、在宅診療を主として行 う診療所の開設要件の明確化、特別養護老人ホームにおけ

る要介護者の医療環境の改善、在宅医療での医療材料 。衛生材料の提供の仕組みの改善などを

行 う。

⑥医療用検査薬から一般用検査薬への転用の仕組みの早期構築

簡単な操作で精度の高い判定が可能な検査薬が数多く開発されているが、現在、一般向けに

承認 されている検査薬は 3検 査項目のみである。国民が一般用検査薬を使用 して日常的にセル

フケアを行える環境の整備が求められている。

このため、医療用検査薬から一
般用検査薬への転用の仕組みを早期に構築し、既に転用要望

のある 49検 査項目について集中的な検討を行 う。あわせて、検査薬の適正使用に関する購入

者への情報提供、受診勧奨等の仕組みを整備 し、早期の生活改善や医療機関の受診につなげる

ことで、国民の健康保持 ・増進や疾病の重症化防止を図る。

⑦保険者機能の充実 ・強化に向けた環境整備

保険者には、加入者の健康増進、レセプ ト点検の強化等、給付と負担の適正化に向けた保険

者機能をよリー層発揮 していくことが求められている。

このため、レセプ トデータ分析の妨げとなる未コー ド化傷病名コー ドの不適切使用の削減、

レセプ トデータを活用 した保健事業の取組への支援、保険者による事前点検制度の導入等を行

うことで、保険者機能の更なる充実、強化を図る。

③医療機関の経営基盤の強化

医療保険制度の持続可能性を高め、国民が将来にわたって最適な医療サービスを享受するた

めには、医療機関の経営基盤を強化 し、質の高い医療を効率的に提供できる体制づくりが求め

らオЪる。

このため、経営経験が豊かな人材の活用の促進、法令遵守体制の構築、医療機関が提供でき

る医療に付随するサービスの範囲の明確化等を行 う。

⑨看護師の 「特定行為」の整備

在宅医療等の更なる推進により、医師の立会いのない環境で業務 (診療の補助)が 行われる



ことが今後ますます増カロすると予想され、看護師が 「チーム医療」の一員としてその能力を最

大限に発揮 し、一層活躍することが期待されている。

このため、医師によりあらかじめ出された手順書による指示に基づき、病状について自ら判

断し、一定の業務 (診療の補助)を 行える看護師を計画的に養成するとともに、医療の安企性

の確保を図るため、看護師の判断能力や技能を高める研修制度等を整備する。

(2)具 体的な規制改革項目

①新たな保険外併用の仕組みの創設 【平成 27年度措置 (次期通常国会に関連法案の提出を目指

す)】

ア 困 難な病気と闘う患者からの申出を起点とする新たな保険外併用の仕組みの創設

いわゆる混合診療禁止の原則のもと、厚生労働省が指定する 「評価療養」「選定療養」に

ついては、「保険外併用療養費制度」として、例外的に保険診療との併用が認められている

が、医療技術の革新が急速に進むなか、必ず しも患者のニーズに迅速に応えられない問題が

ある。

そのため、困難な病気と闘 う患者がこれを克服 しようとして強く希望する場合、安全性 。

有効性の確認等を前提に、保険外診療を併用しても保険給付を幅広く受けられ、保険診療に

かかる経済的負担が治療の妨げにならないように、治療の選択肢を拡大することが必要であ

る。

したがって、困難な病気と闘 う患者からの申出を起点として、国内未承認医薬品等の使用

や国内承認済みの医薬品等の適応外使用などを迅速に保険外併用療養 として使用できるよ

う、保険外併用療養費制度の中に、新たな仕組みとして、「患者申出療養 (仮称)」を創設 し、

患者の治療の選択肢を拡大する。このため、次期通常国会に関連法案の提出を目指す。

イ  「 患者申出療養 (仮称)Jに おける安全性 ・有効性等の迅速な確認及び適切な実施体制の

構築

現行の評価療養では、医療機関が申請 してから実施が承認 されるまでに平均 6～ 7か 月

(先進医療ハイウェイ構想等により期間を短縮 してもおおむね 3か 月)の 期間を要し、一刻

を争 う患者の切実なニーズに十分には応えきれない。

そのため、「患者申出療養 (仮称)」においては、患者からの申出を起点として、国内未承

認薬等を迅速に保険外併用療養 として使用できるようにするとともに、対応医療機関の安

全 。適切な診療体制が整つていることを確認 し、診療内容に応 じて、できるだけ患者に身近

な医療機関で迅速に受診できるようにする必要がある。

したがって、未承認の診療に関する豊富な知見を有する臨床研究中核病院と患者に身近な

地域の医療機関が、診療内容に応じて導携協力を図りながら、患者からの申出に係る診療を

できる体制を構築する。

具体的には、「患者申出療養 (仮称)」としての前例がある診療については、臨床研究中核

病院の他、患者に身近な医療機関 (予定協力医療機関)が 、患者からの申出を受け、前例を

取 り扱った臨床研究中核病院に対して申請 (共同研究の申請)す る。申請から原則 2週 間で

臨床研究中核病院が判断し、受診できるようにする。

前例がない診療については、臨床研究中核病院が患者からの申出を受け、国に対 して申請

する。申請から原則 6週 間で国が判断し、受診できるようにする。このとき、患者に身近な

医療機関を最初から対応医療機関 (協力医療機関)と して申請 (共同研究の申請)す る場合

は、その医療機関で受診できるようにする。

その際、国において、専門家の合議で安全性 。有効性を確認する際の議論や手続きを迅速

かつ効率的に進めるため、運営の在 り方について、新 しい仕組みの施行までに検討する。



ウ  「 患者申出療養 (仮称)」における対応医療機関の充実

現行の評価療養は、保険導入のための評価を行 うことが主な目的であるため、実施計画で

定めた症例数を集めるために、技術ごとに定められた要件を満たし、国の承認を得た医療機

関 (1つ の医療技術に対し平均で 10医療機関程度)で のみ治療が行われることから、全国

の患者が容易にアクセスできない。

そのため、当該患者の治療を適切に実施できる体制が整つていることが確認されれば、診

療内容に応 じて、できる限り患者に身近な医療機関でも治療を受けられるようにする必要が

ある。

したがって、臨床研究中核病院は、15か 所に限定することなく、要件を満たせば追加 し

ていく。

臨床研究中核病院が申請時に対応医療機関 (共同研究の予定協力医療機関)の リス トを添

付 し、患者が身近に受診できる医療機関を周知する。

臨床研究中核病院の承認により、対応医療機関 (協力医療機関)を随時追加する。この旨、

厚生労働省からも要請する。

工  「 患者申出療養 (仮称)」における保険収載に向けた実施計画の対象外の患者への対応

現行の評価療養は、保険導入のための評価が主な目的となるため、評価を行 うための実施

計画 (いわゆるプロトコル)が 求める諸条件を満たすことが必要となる。

その結果、評価療養の対象患者は、年齢制限や他の病気に罹患していないなどの一定の基

準にあてはまる患者に限られる。それ自体は、安全性 。有効性が確認された医療を保険収載

していくうえで必要なプロセスであるが、他方で、基準外の患者にも希望する治療を受けら

れるようにする必要がある。

したがつて、「患者申出療養 (仮称)」においても、保険収載に向け、治験等に進むための

判断ができるよう、実施計画を作成 し、国において確認するとともに、実施に伴 う重篤な有

害事象や実施状況、結果等について報告を求める。

また、実施計画の対象外の患者から申出があつた場合は、臨床研究中核病院において安全

性、倫理性等について検討を行った上で、国において専門家の合議により実施を承認する。

②介護 ・保育事業等における経営管理の強化とイコールフッティング確立

ア 財 務諸表の情報開示 【ホームページ上での開示は措置済み。電子開示システムは平成 26

年度検討 ・結論、結論を得次第、予算措置のうえシステム構築を開始】

社会福祉法人は、事業報告書、財産 目録、貸借対照表、収支計算書及び監事の意見を事務

所に備えて置き、利用希望者その他利害関係人から請求があつた場合には、閲覧に供 しなけ

ればならない。

厚生労働省では、インターネット上での公開等の方法により財務諸表等を自主的に公表す

ることを促 しているが、平成 25年 7月 末時点での自主的公表は全体の4割 程度に留まって

いる。

また、社会福祉法人から所轄庁に財務諸表が提出されているものの、所轄庁において財務

諸表などが体系的に集計されておらず、有効に活用されていないとの指摘がある。

したがって、厚生労働省は、社会福祉法人の財務諸表の公表において、標準的形式を提示

し、各法人が原則 としてホームページ上で開示を行 うように指導する。

また、厚生労働省は、全国の社会福祉法人の財務諸表を集約 し、一覧性及び検索性をもた

せた電子開示システムを構築する。
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イ 補 助金等の情報開示 【開示の義務付けは平成 26年 度措置。国民への分かりやすい開示は

電子開示システムの構築に合わせて措置。地方公共団体への要請は平成 27年度措置】

社会福祉法人は、社会福祉施設の整備や事業の運営に当たつて、国が交付する補助金のほ

か、地方公共団体が交付する補助金を受けている。地方公共団体が交付する補助金も含めて、

国として社会福祉法人に対する補助金の総額を把握する仕組みが構築されておらず、
一部の

有識者からは社会福祉法人に交付されている補助金等の情報が国民に対 して分か りやす く

開示されていないとの指摘がある。

したがつて、厚生労働省は、社会福祉法人が受けている補助金や社会貢献活動に係る支出

額等の状況が利用者や国民に分かるよう、標準的形式を提示 し、各法人にその開示を義務付

ける。

また、厚生労働省は、全国の社会福祉法人が国や地方自治体から受けている補助金等の状

況を一元的に把握 し、国民に分かりやすく開示する。

さらに、厚生労働省は、地方公共団体が独自に実施 している助成 ・補助制度において、経

営主体による差異を設けないよう、地方公共団体に要請する。

ウ 役 員報酬等の開示 【平成 26年度に結論を得て、所要の制度的な措置を講じる。】

社会福祉法人は、公費と社会保険料等により賄われる介護報Wllや国等から交付を受けた措

置費、補助金などを主な収入 としているほか、介護報酬に対する非課税措置など税制上の優

遇措置を受けている。これらを背景に、社会福祉法人に対しては、上場企業に準 じた適切か

つ透明な事業運営が期待されているが、上場企業が開示 している役員に対する報酬や退職金

については、開示義務が課されていない。

したがつて、厚生労働省は、社会福祉法人の役員に対する報酬や退職金などについて、そ

の算定方法の方針や役員区分ごとの報酬等の総額 (役員報酬以外の職員 としての給与等も含

む)の 開示を義務付ける。

工 内 部留保の明確化 【内部留保の活用は平成 26年 度に結論を得て、所要の制度的な措置を

講 じる。目的別の積立の指導は平成 26年 度措置】

特別養護老人ホームなどの福祉施設は、安定的な経営を継続 していくことが求められてい

ることから、総合的な経営判断に基づき、計画的に目的積立金を積み立てる必要がある。

しかしながら、会計検査院からは、特別養護老人ホームの積立金等について、施設の改修

等に備えた目的積立金を貸借対照表に計上していないなどの指摘があるほか、一部の有識者

からも、「社会福祉法人は過大な内部留保を貯め込んでいる」との指摘がある。

したがつて、厚生労働省は、内部留保の位置付けを明確化 し、福祉サービスヘの再投資や

社会貢献での活用を促す。

また、厚生労働省は、社会福祉法人に対して、明確な事業計画に基づく目的別の積立 (退

職給与引当金や修繕積立金等の別途積立金の活用)を 行 うことを指導する。

オ 調 達の公正性 ・妥当性の確保 【平成 27年度決算から措置】

社会福祉法人の事務、事業の中で発生する売買、賃貸借、請負などの契約については、契

約の性質又は目的が競争入札に適さない場合等を除き、基本的に一般競争入札によることが

規定されている。非営利法人として調達の公平性や妥当性を確保するため、一部の有識者か

らは、役員の親族や特別の利害関係を有する者 との取引内容を開示するなど、より透明性を

高めるべきとの指摘がある。

したがつて、厚生労働省は、社会福祉法人とその役員の親族や特別の利害関係を有する者

との取引について、取引相手及び取引内容を開示する等、調達の公正性や妥当性を担保する



仕組みを構築する。

力 経 営管理体制の強化【責任の範囲等の明確化と外部機関による会計監査の義務付けは平成

26年 度に結論を得て、所要の制度的な措置を講じる。第二者評価のガイ ドラインは平成 26

年度措置。介護事業者の第二者評価の受審率の数値目標は平成 27年 度措置。保育所の第三

者評価の受審率の数値目標は子ども ・子育て支援新制度の施行までに措置】

社会福祉法人の経営管理体制 として、理事会や評議員会、理事などの機関で審議すべき事

項などは通知等で定められているが、それぞれの機関の役割や権限等が法令で明確に定めら

れていない。

また、福祉サービスに対する行政機関以外の評価 として、平成 13年に福祉サービス第二

者評価制度が導入されたが、実施件数の大半を東京都の事業者が占めており、東京都以外の

都道府県では制度の普及が遅れているとの指摘がある。

さらに、行政機関以外の監査として、大規模な社会福祉法人は2年 に 1回 、その他は5年

に 1回 の外部機関による会計監査の活用が望ましいとされているが、適正な決算処理が疑わ

れる事例なども指摘されてお り、会計の専門家による監査が求められている。

したがつて、厚生労働省は、社会福祉法人の内部管理を強化するため、理事会や評議員会、

役員等の役割や権限、責任の範囲等を明確に定める。

また、厚生労働省は、社会福祉法人のサービスに対 して質の高い実効性ある評価を行 うた

め、第二者評価のガイ ドラインの見直しを行 うとともに、介護 。保育分野について第二者評

価受審率の数値 目標を定める。

さらに、厚生労働省は、一定の事業規模を超える社会福祉法人に対 して外部機関による会

計監査を義務付ける。

キ 所 轄庁による指導 口監督の強化 【工程表の策定は平成 26年度検討 ・結論、平成 27年度措

置。助言や勧告のための措置は平成 26年度に結論を得て、所要の制度的な措置を講 じる】

平成 25年 4月 の第二次地方分権一括法の施行に伴い、都道府県の中でも主たる事務所が
一般市の区域内にある社会福祉法人であつて、その事業が市を越えないものは、所轄庁が一

般市に権限移譲された。所轄庁において社会福祉法人の経営に対して適切な指導や監査を行

うためには、専門的な知識を有する人材を一定数配置する必要があるが、十分な人材が確保

できていないとの指摘がある。

また、社会福祉法では、社会福祉法人に対する措置命令、業務の全部又は一部の停止命令、

役員の解職勧告及び解散命令を定めているが、措置命令以前の段階で、勧告を行 う規定がな

いため、所轄庁において段階的な指導が困難 との指摘がある。

したがつて、厚生労働省は、所轄庁における指導 ・監督を強化するため、監査のガイ ドラ

インや監査人材の育成プログラムを策定することとし、その工程表を策定する。

また、厚生労働省は、経営の悪化 した社会福祉法人に対 して、所轄庁が措置命令等の行政

処分に先駆けて助言や勧告を行える措置を講 じる。

ク 多 様な経営主体によるサービスの提供 【公的性格の強化は地域における医療及び介護の総

合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案の施行日 (平成 27年 4月 1

日)に 合わせて措置。地方公共団体への通知は平成 26年 度措置】

自宅での生活が困難な要介護高齢者を対象 とする入所施設としては、特別養護老人ホーム

のほか、営利法人を中心に設置されている有料老人ホームなどの類型がある。

入所施設を運営する経営主体がそれぞれの特質を生かしてサービスの質を競 うことで、利

用者の利便を高めることが必要であるが、それぞれの施設が担 う役割が十分に整理されてい
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ないとの指摘がある。

また、地方公共団体では、「介護保険事業計画」や 「介護保険事業支援計画」の策定に当

たって、介護サービス量の見込みを算出しているが、
一

部の地方公共団体においては、有料

老人ホーム等の特定施設のサービス量の増加を見込んでいないとの指摘がある。

したがつて、厚生労働省は、特別養護老人ホームについて、在宅生活が困難でより入所の

必要性の高い中重度の要介護高齢者を支える施設 としての機能への重点化を徹底 し、あわせ

て、低所得者の支援を中心とした公的性格を強める。

また、厚生労働省は、利用者の様々なニーズに応 じた多様なサービスが提供されるよう、

各市町村が要介護者等の実態を踏まえて介護サービスの需要を的確に把握 し、有料老人ホー

ム等の特定施設も含めて、地域の実情に即して適切なサービス量を見込むよう、地方公共団

体に通知する。

ケ 福 祉施設における指定管理者制度等の運用の改善 【平成 26年度上期措置】

地方公共団体が指定管理者制度を活用 して福祉施設の運営を委託する際には、株式会社等

の民間事業者を指定管理者 とすることができる。

しかしながら、一部の地方公共団体では、公募要件で社会福祉法人に限定するなど、社会

福祉法人以外の参入を認めていないとの指摘がある。

したがつて、厚生労働省は、業務委託や指定管理者制度などの公募要件に理由もなく株式

会社を除外 しないよう地方公共団体に対して通知する。

コ 社 会貢献活動の義務化 【社会貢献活動の義務付けと社会貢献活動を行わない法人への対応

は平成 26年 度に結論を得て、所要の制度的な措置を講 じる。一定の事業規模を超える法人

に対する要請は平成 26年度措置】

社会福祉法人は、財政上の優遇措置を受ける背景として、慈善的な福祉サービスや低所得

者への福祉を提供 し、地域のセーフティネットとして機能することが期待されている。

しかしながら、これらのサービスを提供している社会福祉法人は必ず しも多くなく、財政

上の優遇措置の根拠が乏しい実態がみられる。介護保険事業などにおいて株式会社等と同様

のサービスを提供する社会福祉法人においては、同じ競争条件のもとで、利用者のためのサ
ービス提供がなされるよう、条件整備を行 う必要がある。

したがつて、厚生労働省は、すべての社会福祉法人に対 して、社会貢献活動 (生計困難者

に対する無料 。低額の福祉サービスの提供、生活保護世帯の子どもへの教育支援、高齢者の

生活支援、人材育成事業など)の 実施を義務付ける。

そのために、社会貢献活動の定義の明確化や会計区分の整備、社会貢献活動への拠出制度

の創設などの検討を行 う。

また、厚生労働省は、一定の事業規模を超える社会福祉法人に対 して、法令等での義務付

けに先駆けて社会貢献活動の実施を要請する。

さらに、厚生労働省は、社会貢献活動を行わない社会福祉法人に対 し、零細小規模な法人

には配慮しつつ、所轄庁が必要な措置を採るべき旨を命ずるほか、業務の全部若 しくは一部

の停止や役員の解職の勧告、さらには解散を命ずることができることを明確化する。

③革新的な医薬品 ・医療機器の価格に関する制度の改善

ア 医 薬品 ・医療機器そのものが持つ価値の評価とその活用 【平成 28年 度診療報酬改定にお

ける試行的導入を視野に入れて検討 ・導入に合わせて結論】

現行の医薬品 。医療機器の価格算定ルールにおいては、医薬品 。医療機器の価格は、その

原価又は類似品の価格に基づき決定されてお り、医薬品 ・医療機器そのものの持つ価値が必
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ず しも適切に価格に反映される仕組みとなつていないとの指摘がある。

したがって、イノベーシヨンの適切な評価を行 う観点から、例えば、患者の QOLの 向上効

果がどの程度あるかを客観的に評価する指標や、実質的な医療 。介護費用の削減効果の指標

を、イノベーシヨンの評価に活用する仕組み等を検討 し、結論を得る。

日本発の医薬品 ・医療機器の評価の充実 【措置済み】

我が国の医薬品 ・医療機器の開発力が低下している中、メーカーが我が国において研究開

発を行 うためのインセンティブが必要である。しかしながら、現行の医薬品 。医療機器の価

格算定ルールにおいては、世界に先駆けて、日本で承認を取得 した医薬品 。医療機器の評価

が十分に行われていない。

したがつて、医薬品 。医療機器を日本で研究開発又は製造し、海外に先駆けて日本で承認

を取得した場合に、医薬品 ・医療機器の価格算定において、営業利益率の引上げや加算を行

う制度を創設 (医薬品)又 は継続 (医療機器)す る。

ウ 原 価計算方式における革新性評価の充実 【措置済み】

類似品がある医薬品 。医療機器の価格算定方法である類似薬効比較方式 (類似機能区分比

較方式)に おいては、最大で価格の 120パーセン ト (150パーセント)の 加算が措置されて

いるのに対 し、既存の類似品がない医薬品 。医療機器の価格算定方法である原価計算方式に

おいては、営業利益率を±50ノく―セン ト調整するのみであり、革新性 。画期性の評価が十

分に行われていない。

したがつて、イノベーションの適切な評価を行 う等の観点から、原価計算方式において、

営業利益率の調整の上限を+100パーセン トとし、革新性 。画期性の評価を一層充実させる。

工 新 薬創出 ・適応外薬解消等促進加算の継続 【措置済み】

平成 22年度から、新薬創出 ・適応外薬解消等促進カロ算により、
一定の要件を満たす新薬

の価格が一定期間据え置かれる一方、当該力日算の適用を受けた新薬の製造販売業者に対して

は、厚生労働省が、医療上の必要性の高い未承認薬 ・適応外薬の開発を要請することとされ

ている。ただし、当該カロ算は時限措置となつてお り、2年 ごとに継続の是非を検討すること

とされている。

したがって、新薬開発には相当の期間を要するため、新薬創出 ・適応外薬解消等促進加算

が新薬開発のインセンティブとなっているかどうかについての判断は時期尚早であること

から、平成 26年度診療報酬改定において、新薬創出・適応外薬解消等促進加算を継続する。

オ 医 療材料等に対応する手技料の適切な算定 【平成 28年 度診療報酬改定に合わせて検討 ・

結論】

同種の手術であつても、使用する医療材料等によつて難易度が異なる (例えば、再生医療

等製品を使用する手術 と、従来の医療機器を使用する手術 とでは難易度が異なる)が 、手術

の難易度等に応 じた適切な手技料を算定できない場合があるとの指摘がある。

したがって、再生医療等製品を使用する手術において、手術の難易度に応 じた適切な手技

料を算定できるよう検討 し、結論を得る。

力 医 薬品 ・医療機器の価格予見性の向上 【相談可能な仕組みの明確化は平成 26年度措置。

革新性 ・画期性の基準の明確化について、医薬品は平成 26年度検討 ・結論、医療機器は平

成 26年度検討開始 ・平成 27年度結論】

現行の医薬品。医療機器の価格算定ルールは非常に複雑である上、具体的な価格の検討は
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非公開の薬価算定組織等において行われている。このため、
・類似薬効比較方式 (類似機能区分比較方式)と 原価計算方式のいずれが適用されるか

。革新性 。画期性の評価がどのような場合にどの程度なされるか

。原価計算方式における販売費、研究費、流通経費等に、製品ごとの開発経緯や製造の実態、

市場規模等がどの程度反映され得るか

等について、医薬品 `医療機器の製造販売業者が事前に把握することが困難である。

したがって、新たな医薬品 。医療機器の開発に当たり、既存の価格算定ルールの内容や注

意事項、価格の見通し等について、治験前、薬事承認審査前、保険収載前の各段階に応 じて、

随時、厚生労働省に相談可能な仕組みを整備 し、明確化する。

また、医薬品 。医療機器の価格算定における革新性 ・画期性の評価が、どのような場合に

どの程度なされるのかについて、明確な基準を検討 し、結論を得る。

キ  「条件及び期限付承認」を受けた再生医療等製品の普及促進 【薬事法等の一部を改正する

法律の施行 (平成 26年 11月下旬予定)に 合わせて検討 ・結論】

昨年成立した薬事法等の一部を改正する法律により、安全性が認められ、有効性が推定さ

れた再生医療等製品の 「条件及び期限付承認」の制度が設けられ、本年 11月 に施行される

見込みである。現時点では、「条件及び期限付承認」を受けた再生医療等製品が患者に提供

される際の保険適用の有無が明確でないが、再生医療等製品の普及を一層後押 しし、市販後

の有効性や更なる安全性の検証がより進みやすい環境を整えるためには、保険適用すること

が望ましい。

したがって、再生医療等製品への国民のアクセスを確保するため、「条件及び期限付承認」

を受けた再生医療等製品の保険適用に向けた取扱いについて、再生医療の専門家を含めた議

論の場を設けて検討 し、結論を得る。

ク 長 期収載品の薬価の引下げ 【措置済み】

保険財政の適正化を図るため、上市当初の後発医薬品の薬価を長期収載品と比べ低くする

こと等により、後発医薬品の普及が進められてきたが、その目的が十分に達せ られていない。

このため、より直接的に保険財政の適正化を図る仕組みが求められる。

したがって、長期収載品の薬価については、後発医薬品が上市されて一定期間を経過 した

段階で大幅に引き下げる仕組みを構築する。

ケ 患 者が医薬品選択を行う際に薬価が判断材料とならない場合への対応【平成26年度措置】

高額療養費制度等の適用 (長期収載品でも後発医薬品でも患者負担額は同じ)に より、患

者が医薬品選択を行 う際に薬価が判断材料とならない場合があり、後発医薬品の普及が進ま

ない一因となつているとの指摘がある。

したがつて、高額療養費制度の適用下における後発医薬品のシェアを調査する。

その上で、医療用医薬品が保険診療でカバーされていること、及びその価格 (薬価)を 正

しく患者に理解 してもらうことを通じて、後発医薬品の普及を更に推進する。

④最適な地域医療の実現に向けた医療提供体制の構築

ア 医 療計画、介護保険事業支援計画及び医療費適正化計画の連携 【次期医療保険制度改正に

おいて検討 ・結論】

今国会に提出された地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法

律の整備等に関する法律案により、医療計画は6年 に 1度 見直しを行 うこととされ、3年 に

1度 見直しを行 う介護保険事業支援計画と見直し時期が平成 30年 度以降一致することとし
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ている。
一方、医療費適正化計画は5年 に 1度 見直すこととされてお り、他の計画と見直し

時期が一致しておらず、他の計画との関係性も明確になつていない部分がある。

したがって、都道府県が、医療・介護を含めた総合的な取組を行 うことが可能となるよう、

医療計画、介護保険事業支援計画及び医療費適正化計画の見直し時期を一致させるとともに、

相互の関係性をより明確にすることを検討 し、結論を得る。

イ 医 療計画における保険者の視点の導入 【地域における医療及び介護の総合的な確保を推進

するための関係法律の整備等に関する法律案の施行日 (平成 27年 4月 1日 )に 合わせて措

置】

医療計画の策定に当たつては、患者の視点に加え、医療費適正化の視点も重要性を増 して

いる。しかしながら、医療計画を策定する際には、都道府県医療審議会及び市町村の意見を

聴かなければならないこととされ、保険者の意見を聴くことは制度化されていない。

したがつて、医療計画の策定に当たり、保険者の意見を取 り入れる仕組みを構築する。

ウ 医 療計画の内容の充実 【平成 26年度措置】

ICTを活用 した情報共有により、医療機関のネットワーク化、セルフケアの推進、予防活

動の充実等が期待される中、都道府県が策定する医療計画において、医療 ICT化の推進が必

ず しも盛 り込まれていない。また、医療計画において規定される二次医療圏の範囲について

は、都道府県が地域の実情に応 じて主体的に検討すべきであるが、国が示した医療計画作成

指針等の範囲内での検討にとどまっている場合があり、必ず しもすべての都道府県が主体性

を発揮できているとは言えないとの指摘がある。

したがって、平成 26年 3月 に厚生労働省から公表された 「健康 ・医療 ・介護分野におけ

る ICT化の推進について」を踏まえた医療計画となるよう、都道府県に周知する。

また、二次医療圏の範囲については、患者の利便性を第
一に考え、医療機関からの時間距

離のデータを活用 しつつ、者『道府県が地域の実情に応 じてより主体的に検討すべきことを改

めて周知する。

工 医 療資源の適正配置 【平成 26年度措置】

現在、都道府県において、地域における医療資源の状況を的確に把握 し、公表する仕組み

が整備 されておらず、地域ごとの医師 ・看護師の偏在、診療科ごとの医師の偏在、高額医療

機器への過剰投資等の問題の解決が困難との指摘がある。

したがって、地域ごとの人口当たり医師 ・看護師数、医療機器数、診療科ごとの医師数を

把握 し、都道府県が公表する仕組みを構築する。

また、地域ごとの疾病の発生状況、患者の流出入の状況等に応 じて、相対的に医師不足と

判断される地域や診療科への就業インセンティブを充実させる。

オ 医 療機関の質の評価 【aは 平成 27年度早期措置。bは 平成 26年度措置】

医療機関ごとの医療の質の評価に関する情報が公表されれば、患者が医療機関を選択する

際の有益な情報 となり、医療機関間の適切な競争による医療提供体制の充実が期待される。

我が国では、医療機関の評価を推進する事業は始まったが、医療機関間の横比較を可能とし、

医療機関の選択に役立つ評価情報を提供する仕組みが十分整備されていない。

したがつて、医療機関の質の向上を図るため、

a DPCデ ータ等を用いた定量的な指標に基づき、医療機関外の組織等が医療の質の評価 ・

公表等を実施する際、その評価に用いるベンチマークの信頼性を高めるため、実施医療

機関を拡大する措置を講 じる。また、公表する評価指標の範囲の拡大を促す措置を講 じ
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る。

b 特 に、自治体病院等の公設 。公的病院については、公的資金が投入されていること等を

踏まえ、一層の経営 ・サービスの効率化と医療の質の向上が必要であることから、いち

早くこれらの取組を進める。その際、より多くの病院の参加を促す措置を講じる。

力 必 要病床数 ・非稼働病床数の把握及び特例病床制度の活用 【必要病床数の将来推計及び特

例病床制度の活用の周知、病床稼働状況の調査は平成 26年 度措置。非稼働病床の削減方策

は平成 26年 度検討 ・結論】

現行の医療計画においては、計画策定時点の基準病床数に基づき、以降 5年 間にわたり病

床規制が課せ られる仕組みとなつている。今後、急速な高齢化等により、基準病床数が実情

と乖離するおそれがあるとの指摘がある。

また、病床過剰地域における増床は原則 として認められないことから、実力のある医療機

関の増床が妨げられ、医療機関の適正な競争が阻害されるとともに、病床の既得権化を招き、

非稼働病床が温存されているとの指摘がある。

したがって、今後、急速な高齢化が進むと予想される都市部を中心に、必要病床数の将来

推計の重要性を周知するとともに、医療計画の見直 し時期にかかわらず、病床規青1の例外措

置である特例病床制度を、地域の実情に応 じて活用するよう周知する。

また、医療機関ごとの病床の稼働状況について調査するとともに、実効性のある非稼働病

床の削減方策を検討 し、結笛を得る。

キ 病 床規制の柔軟な運用 【措置済み】

病床規制が必要以上に厳格に運用され、利便性に欠く事例があるとの指摘がある。

したがつて、既存の医療機関の建替え 。補修の場合、二次医療圏の境 日においてそれぞれ

別の二次医療圏に属する医療機関が統合する場合、医療機関の経営統合により開設者が変わ

る場合等においては、病床規制の柔軟な運用を徹底する。

ク 7対 1入 院基本料の在 り方の検討 【平成 28年 度診療報酬改定に合わせて検討 口結論】

患者 7人 に対 し看護職員 1人 以上を配置する医療機関に適用される入院基本料の 7対 1

看護基準は、急性期医療を担 う医療機関への医療支援の集中を目的とした制度であり、平成

26年 度診療報酬改定において一定の見直しが行われた。 しかしながら、算定要件が厳格で

ないために、実質的に急性期医療を行っていない医療機関にも適用されているとの指摘があ

る。

したがって、急性期医療を担 う医療機関にのみ 7対 1入 院基本料が適用されるよう、平成

26年 度診療報酬改定の影響を調査 ・検証し、 7対 1入 院基本料の在 り方について検討 し、

結論を得る。

ケ 地 域医療支援センターの実効性向上 【平成 26年 度措置】

医師のキャリア支援等を行 う地域医療支援センターの事業は、その実施主体が明確にされ

ていないが、医師の雇用者である病院が行 うことにより、実効性を高めることが可能 との指

摘がある。

したがって、地域医療支援センターの事業について、都道府県から地域の中核を担 う病院

への委託が可能であることを明確化する。

コ プ ライマリ ・ケア体制の確立 【aは 平成 26年 度措置。 bは aの 検討終了後早期に検討開

始、平成 27年 度結論、平成 28年度措置。 cは 平成 26年度検討開始、平成 27年度結論】
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ヽ

患者の身体的、心理。社会的背景などを踏まえて総合的に診療を行 う、適切な一次医療 (プ

ライマ リ・ケア)体 制の確立は、地域の住民の大きな安心につながる。しかしながら、我が

国では、プライマ リ・ケアを専門に担 う医師の養成が十分ではなく、プライマリ。ケア体制

が確立していない。

また、本来高度医療を担 うべき大規模病院がプライマ リ。ケアも行つており、高度医療に

特化 しにくくなつている。必要な時に必要な医療機関を選択できるという意味でのフリーア

クセスを確保するために、プライマリ・ケアを専門に担 う医師が日常よく遭遇する広範な病

気の診療を行い、その上で、必要に応 じて適切な高次の医療機関を紹介し連携 して問題の解

決に当たるとい う、ゲー トキーパー機能を果たすことが求められる。

したがって、プライマ リ・ケアを専門に担 う医師が地域住民の身近な存在としての診療を

担い、高度な医療を行 う病院との適切な機能分化を進めるため、

a プ ライマ リ・ケアを専門に担 う医師の育成に向けて、当該専門性に係る卒後の教育 。研

修制度 (疾病や傷害の予防、介護、保健、福祉等、地域医療に必要な知識を広 く習得す

る仕組み)や 、当該専門性に係る資格の更新制度、診療の質を維持するための継続的な

研修の検討に対 し、必要な支援を行 う。

b プ ライマ リ・ケアを専門に担 う医師について、その専門性に係る資格等の在 り方を踏ま

え、医療広告制度の見直しを行 う。

c プ ライマ リ・ケアと高度医療の適切な機能分化に向けて、プライマリ・ケアを専門に担

う複数の医師が連携 して 24時 間の対応を行 う取組を支援する等、プライマ リ・ケアの提

供体制を整える措置を検討 し、結論を得る。

⑤生活の場での医療 ・介護環境の充実

ア 在 宅診療を主として行う診療所の開設要件の明確化 【平成 26年 度検討 ・結論、結論を得

次第措置】

健康保険法第 63条 第 3項 では、療養の給付を受けようとする者は 「自己の選定する」医

療機関から受けることが規定されている。その解釈から、管轄地方厚生局長による保険医療

機関指定時において、外来応需体制 (外来患者を受け入れる体制)を 有していることを求め

る運用が行われている。

また、医療法における診療所開設許可に当たり、都道府県により審査基準に違いがあり、

診療所開設の制約 となっている。

したがって、在宅診療を主として行 う保険医療機関に対 し、外来応需体制を求める運用の

在 り方を検討 し、結論を得た上で、必要な措置を取る。

また、診療所開設において、例えば必ず しもエックス線装置を設けなくともよい等、開設

要件を明確化 し、都道府県に周知する。

イ 特 別養護老人ホームにおける要介護者の医療環境の改善 【平成 26年度検討 ・結論】

特別養護老人ホームには、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」により、

「入所者に対 し健康管理及び療養上の指導を行 うため」医師を配置することとされているが

非常勤の嘱託医が多く、入所者が必要とする際に医師が不在であることが多いとの指摘があ

る。 さらに、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」において、末

期の悪性腫瘍や緊急の場合等を除き、他の医師は 「みだりに診療を行つてはならない」こと

とされている。

したがつて、平成 27年 度から入所基準が原則要介護度 3以 上となる制度見直しが行われ

ること等を踏まえると、今後、医療ニーズの高い入居者の増加が見込まれるため、特別養護

老人ホームでの適切な医療提供の在 り方について検討 し、結論を得る。
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ウ 在 宅医療での医療材料 ・衛生材料の提供の仕組みの改善 【措置済み】

在宅医療においては、医療機関は患者又は患者の看護に当たる者に対して医療材料及び衛

生材料を提供 しなければならないが、十分に提供される仕組みになつていないのではないか

との指摘がある。

したがって、平成 26年度診療報酬改定において、訪問看護ステーションが在宅療養中の

患者に対して使用する衛生材料等の見込み量や実績量を報告し、医療機関が報告に基づき適

時必要な量を提供できる仕組み等を整備する。

⑥医療用検査薬から一般用検査薬への転用の仕組みの早期構築 ※ 国際先端テス ト実施事項

一般用検査薬は、平成 3年 までに3検 査項目が認められて以降、20年 以上にわたり新規項

目が認められていない。かつ、医療用検査薬からの転用の仕組みも設けられていない。

したがって、疾病の重症化を防ぎ国民の健康保持 。増進に寄与する観点から、医療用検査薬

から一般用検査薬への転用の仕組みについて、医学及び薬学の専門家に加え、製造者及び多様

な販売者等からの意見を聴 く公開の場で検討を行い構築する。その際、海外における購入者ヘ

の情報提供の在 り方等についても参考とする。

ア 転 用の体制の構築 【平成 26年 措置】

検査項目及びその判定方法等をあらかじめ定め、合致する製品を製造販売業者が申請する

ことで審査の効率を高め、既に転用要望のある 49検 査項目について集中的な検討を行い、

新たな検査項目の要望についても遅滞なく検討を行 う体制を構築し運用を開始する。

イ 標 準審査時間の提示と事前相談制度の明確化 【平成 26年 措置】

個別製品の申請から審査終了までの標準審査時間について通知 し、さらに、製造販売業者

が医薬品医療機器総合機構に事前に相談できる制度を明確化する。

ウ 添 付文書等への記載事項 【平成 26年検討 J結論、随時措置】

各検査項目の特性を踏まえ、医療機関受診の目安となる測定結果、留意事項、検査薬によ

っては正しく判定されない可能性及び定期健康診断等の受診推奨等について、パッケージ及

び添付文書等への分かりやすい記載を製造販売業者に求める。

工 販 売時説明 【平成 26年検討 ・結論、随時措置】
一般用検査薬の販売時に、

一般用医薬品の分類に応 じて薬剤師等が購入者へ情報提供 し、

必要に応 じて検査結果のフォローアップを行い受診勧奨する仕組みを構築する。

⑦保険者機能の充実 ・強化に向けた体制整備

ア 未 コー ド化傷病名の不適切な使用の削減 【平成 26年度検討 ・結論】

診療報酬明細書において傷病名マスターに収載されていない病名を使用する場合、未コー

ド化傷病名コー ドを使用して病名をワープロ入力することとなつているが、本来の目的では

ない理由で未コー ド化傷病名を使用 して請求を行 う実態がある。そのため、保険者がデータ

を分析する際の妨げになっている場合がある。

したがって、未コー ド化傷病名が使われている原因を分析 し、原因に即した対策を行 うこ

とや未コー ド化傷病名の使用が多い医療機関に対 して改善を促すなど、未コー ド化傷病名の

不適切な使用の削減に向けた検討を行い、結論を得る。
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診療報酬明細書データの分析可能な環境整備 【平成 26年度措置】

診療報酬明細書は、治癒 した傷病も含め同一医療機関において過去に患つた全ての傷病名

が記載されている。治癒 した傷病名については、転帰欄にその旨を記載することとされてい

るが、転帰欄が適切に使用されていない実態がある。

そのため、複数の傷病名が記載されている診療報酬明細書について、保険者は、診療報酬

明細書を見ても医療機関がどの病気だと判断して処置等を行ったのかが分からず、効果的に

データを分析することができない場合がある。

したがつて、転帰の記載等、診療報酬明細書へ適切に記入、入力するよう指導を行 うと同

時に、保険者が診療行為や医薬品等から傷病名を把握できるようなシステムを利用 し、レセ

プ ト情報等を活用 した保健事業に積極的に取 り組むよう支援する。

ウ 保 険者がまず全ての診療報酬明細書の点検を可能とする仕組みの導入 【平成 26年度検討 ・

結論、結論を得次第措置】

診療報酬明細書の審査については、まず審査支払機関が行い、その審査 したものについて

保険者も請求内容の点検を行っている。

そのため、同じ診療報酬明細書について、審査支払機関が審査を行つた後、保険者が同様

の点検を行つてお り、効率的な運営となっていないとの指摘がある。

したがって、現行法において、審査支払機関の審査の前に点検することを希望する保険者

は、希望どお りに支払基金又は国保連が審査する前に請求内容の点検を行い、疑義がある診

療報酬明細書のみを支払基金又は国保連に審査依頼を行 うことが選択可能である。このこと

を前提 として、審査支払業務の効率化を図るべきとの指摘を踏まえ、必要となるシステムの

改修、保険者に周知すべき手続内容、審査手数料の在 り方等について検討を行い、結論を得

る。

工 診 療報酬明細書の審査体制の強化 【平成 26年度措置】

社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会は診療報酬明細書の審査を行つ

ているが、審査支払機関間、同一機関であつても各地域の支部等との間において、診療報酬

明細書の審査ノウハウが十分に共有されていない。そのため、同一の請求内容であっても審

査する主体により、査定にバラつきが大きいとの指摘がある。

したがつて、診療報酬明細書の審査の適正化及び審査支払機関、支部等の間での査定のバ

ラつきを解消するため、将来的には審査の判断基準の統一化を目指 し、コンピューターを使

ったチェックの更なる拡充を図るとともに、審査委員会における審査ルール及び査定結果の

共有化を図る。

オ 歯 科診療報酬明細書の電子化の推進 【準備状況の公表は平成 26年 度措置。普及状況及び

電子化対応が困難な理由の調査結果の公表は平成 27年度上期措置】

平成 26年 3月 請求分における診療報酬明細書の電子化の普及状況は、医科 。調剤の請求

件数での割合はそれぞれ96.6パーセン ト、99.9パーセン ト、施設数での割合はそれぞれ87.2

パーセン ト、95.3パ ーセン トであり、共に電子化の普及は着実に進んでいる。一方、歯科

では、請求件数での割合が 66.2パーセン ト、施設数での割合が 55。9パ ーセン トとなってお

り、歯科において診療報酬明細書の電子化が遅れている。

そのため、保険者は、容易に歯科診療報酬明細書を分析することができず、また、紙レセ

プ トに掛かる追加コス トを保険者全体で負担 している。

したがつて、保険者による診療報酬明細書データの分析等を推進する観点から、診療報酬

明細書の電子化の猶予を受けている医療機関については、猶予期限である平成 27年 3月 末



までに着実に診療報酬明細書システムの導入が促進されるよう、歯科診療報酬明細書の電子

化にかかる準備状況を公表する。なお、電子化対応の時期が明確でない医療機関については、

引き続き電子化への勧奨を行 う。

また、歯科のみならず医科。調斉Jも含めて診療報酬明細書の電子化をより促進するために、
一定件数以上の請求件数があり電子化対応が行われていない医療機関の状況について、電子

化対応が困難な理由を調査 し、平成 27年 4月 時点の電子化の普及状況と併せて公表を行 う。

③医療機関の経営基盤の強化

ア 経 営経験豊かな人材の活用による医療法人経営の効率化 【平成 26年度措置】

医療法人の理事長については、原則、医師又は歯科医師とされているが、候補者の経歴、

理事会構成等を総合的に勘案 し、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、都道府県知事の

認可を受けた場合には、医師又は歯科医師ではない理事からも選出することができるとされ

ている。
一方、一部の自治体では、理事としての経験年数等、医師又は歯科医師以外の者が理事長

になる際の要件を設けるなど、医師又は歯科医師以外の者が理事長になることを困難にし、

門前払いをしている実態がある。

そのため、将来的に医療費抑制の流れが予想 され、医療法人に更なる効率化が求められる

中、企業等で実績を残 した経営経験豊かな人材を医療法人の経営に活かすことができていな

い 。

したがつて、医師又は歯科医師以外の者が理事長候補者 となる場合、一定の要件に該当す

る場合を除き、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で判断するよう自治体への周知が行わ

れたが、各自治体における認可要件の適正化状況、当該申請件数、医療審議会の意見を聴い

た件数等を調査 し、医師又は歯科医師以外の者が不当に門前払いされる事態があれば当該自

治体へ改善を促す。

イ 医 療法人の経営の透明化 ・適正化 【平成 26年 度検討 “結論】

医療法人の会計監査は監事が行 うこととされているが、社会医療法人債を発行 している社

会医療法人以外は、公認会計士又は監査法人による外部監査は義務付けられていない。また、

医療法人の理事長 ・理事には、忠実義務や損害賠償責任等が定められていない。

結果、医療法人は株式会社等と比較 して経営の透明化が低く、法令等遵守体制の構築が十

分に担保されていないことから、法令等遵守の観′点から問題がある事例が発生している。

したがつて、医療法人が、法令等を厳格に遵守 し、健全かつ適切な業務運営を行 うために

以下の点について検討を行 う。
・社会的に影響が大きい一定規模以上の医療法人について、外部監査を義務付けること
。一般社団法人及び一般財団法人と同様に、医療法人の理事長及び理事について、忠実義務、

損害賠償責任等を課 し、責任範囲等を明確化すること
。メディカルサービス法人と医療法人との関係の適正化など医療法人が法令等遵守体制を構

築するための方策

ウ 医 療機関における業務範囲の明確化 【平成 26年度上期措置】

病院や診療所などの医療機関において、患者のために、医療提供又は療養の向上の一環と

して食品等を販売することは可能である。しかし、
一

部の自治体等による指導がその旨を踏

まえたものとなつていないため、医療機関が患者のニーズに合ったサービスを適切に提供す

ることができない現状がある。

したがつて、医療機関において、患者のために、医療提供又は療養の向上の一環としてコ
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ンタク トレンズ等の医療機器やサプリメン ト等の食品の販売が可能であることを明確化 し、

周知を行 う。

⑨看護師の 「特定行為」の整備

ア 看 護師の 「特定行為」に関する研修プログラムの検討 【平成 26年度検討 。結論、地域に

おける医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案の

施行日 (平成 27年 10月 1日 )に 合わせて措置】

今国会に提出された地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法

律の整備等に関する法律案で倉1設される 「特定行為に係る看護師の研修制度」において、「特

定行為」は総合的な医療上の判断が必要であることに鑑み、看護師の判断能力を高める方向

で研修制度を充実させる必要がある。

したがつて、新たな研修制度における研修プログラムは、看護師が、患者の病態に応じ、

「特定行為」の実施の可否や医師への連絡のタイミングを適切に判断できるよう、フィジカ

ルアセスメン ト、病態生理、解剖学、薬理学、医療安全に関する知識等を総合的に習得でき

る研修内容を含むものとするよう検討 し、結論を得た上で、関係法令を整備する。

イ 看 護師の 「特定行為」における手順書の検討 【平成 26年度検討 ・結論、地域における医

療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案の施行日 (平

成 27年 10月 1日 )に 合わせて措置】

研修を受けた看護師は、手順書に基づき 「特定行為」を行 うことができるとされている。

これは、医師があらかじめ出した指示の下で、医師の不在時であつても、看護師が自らの判

断で 「特定行為」を行 うことが可能となる趣旨であり、特に医師が常駐 していない介護施設

や患者宅等において活用が期待される。

したがつて、医師が看護師に示す手)贋書の項 目については、研修を受けた看護師が、患者

の病態に応 じ、「特定行為」の実施の可否や医師への連絡のタイミングを適切に判断できる

内容とし、実施すべき 「特定行為」を明示 しつつも過度に細かく規定するような硬直的なも

のとならないように留意 しつつ検討 し、結論を得た上で、関係法令を整備する。

ウ 看 護師の 「特定行為」の対象の検討 【看護師が行うことが可能な行為であると整理された

ものについての周知は平成 28年度までに随時措置。「特定行為」の対象を見直す枠組みは平

成 26年度検討 ・結論】

研修を受けた看護師は、手順書に基づき 「特定行為」を行 うことができることとされ、現

在、厚生労働省から示されている 「特定行為」案は41行為である。

こうしたなか、「特定行為」案から除外された行為について、看護師が行 うのは禁止され

たと認識されているのではないかとの指摘や、研修を受けた看護師がその判断能力を十分に

生かすには 「特定行為」の対象が狭いのではないかとの指摘がある。

したがって、制度の創設に当たつて検討されたにもかかわらず、「特定行為」に該当しな

いとされた行為の うち看護師が行 うことが可能な行為であると整理 されたものについて分

かりやすく周知する。その際、医療機関に対し、看護師等がその行為を安全に実施できるよ

う研修を実施するなどの対応についても周知する。

また、「特定行為」の対象について制度の普及状況や関係者の意見等を踏まえ、見直す枠

組みについて検討 し、結論を得る。

工 看 護師の 「特定行為」に関する研修修了者情報の管理 【地域における医療及び介護の総合

的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案の施行日(平成27年 10月 1日 )



に合わせて措置】

現在、厚生労働省が指定研修機関からの名簿の提出によって研修修了者の把握を行 うこと

や、指定研修機関が研修修了者に対 して修了証の交付や再発行を行 うことが検討されてお り、

今後、省令等にて規定される見込みである。

しかし、指定研修機関が指定取消となつた場合や存続 しなくなつた場合に、修了証の再発

行の申請が行えないとの指摘がある。

したがつて、制度の円滑な運用を図るため、厚生労働省は、研修を修了した看護師ごとに、

どの特定行為の区分に係る研修を修了したかの情報を管理する。また、指定研修機関の指定

取消時等の場合、速やかに修了に係る証明を行 う体制を構築する。
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2 雇 用分野

(1)規 制改革の目的と検討の視点

多様な働き手が社会に貢献できる環境を作 り、
一人ひとりの40Jく価値を高めることが、経済成

長の源泉となる。

このため、多様な働き方やキャリア形成を可能とすることや、労働者が活躍できる職場を円滑

に見出せる環境の整備が重要課題である。また、これまで意欲やスキルがあつても働くことが難

しかつた女性や高齢者なども含め、個人のライフスタイルや価値観に応 じて多様で柔軟な働き方

が選択できる雇用制度を整える必要がある。

昨年 (平成 25年 6月 )の 答申において、雇用改革の全体像を示して具体的な規制改革の提言

を行つた。その後、意見書として関係省庁に一段の提案を行い、その結果、労働者派遣法改正案

の国会提出、またジョブ型正社員の雇用ルール検討の前倒 しなどが行われ、改革に向けた取組が

着実に進んでいる。

本年 (平成 26年 6月 )の 答申では、残された重要項 目や、継続 して議論を深めているものも

含め、総合的に審議を行つた結果をまとめた。

具体的には、 「多様な働き方の拡大」と、 「円滑な労働移動を支えるシステムの整備」の観点

から、 5項 目の提言をまとめた。

これらの項 目については、労使双方に様々な意見が見られるが、立場の相違を超えて、多様な

働き方の実現、成長分野での雇用機会の創出等のために、抜本的な検討がなされることを強く望

え」P。

当会議 としても、更なる改革の進展を図るべく、今後、関係省庁の取組状況を注視し、必要に

応 じて意見を示すなど、積極的に審議を進めることとする。

(2)具 体的な規制改革項目

① 多 様な働き方の拡大

ア 労 働時間規制の見直し一労働時間の新たな適用除外制度の創設―

一律の労働時間管理になじまない働き方や、労働時間の長さで成果を測ることが難 しい仕

事分野が目立って増えてきている。労働者の側にも、短時間で成果を上げても評価されずに

不満を持つ労働者など、その成果を労働時間で測ることを希望しない層が多様に存在する。

グローバル化や子育て 。介護に対応するためなど、働く時間帯を柔軟に選択 したいとい うニ

ーズもある。
一方、長時間労働を余儀なくされ、健康不安を抱える労働者が少なくない。仕事に適合 し

ない一律の労働時間規制のために生産性向上が阻まれる場合も多い。こうした新しい環境の

中、現在の正社員の無限定的な働き方を改善するためにも心身ともに健康で生産性の高い働

き方ができ、希望するライフスタイルを実現するための選択肢として、労働時間の長さや時

間帯と賃金のリンクを切 り離 した新しい労働時間制度が必要である。

他方、我が国ではフルタイム労働者の総実労働時間は過去 20年 ほど変わつておらず、長

時間労働がいまだに大きな社会問題である。年次有給休暇消化率、長期連続休暇の取得率が

国際的に見ても際立って低い。この背景には、時間外労働に対する割増賃金率以外に有効な

長時間労働の抑制策がないとい う労働時間制度の不備があると考えられる。健康を徹底して

守るため、労働時間の量的上限規制、休 日・休暇取得促進に向けた強制的取組など、長時間

労働を直接的に規制する制度の導入が必要である。

上記の 「新 しい労働時間制度」、 「労働時間の量的上限規制」、 「休 日・体暇取得の強制

的取組」の 3つ の改革は、個別に議論されると、使用者側 ・労fOJ者側いずれかの反対を受け、

議論が進まないことが懸念される。このため、三位一体で改革を進める必要がある。
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三位
一体の新 しい労働時間制度は、労使双方が納得する仕組みとするため、 「労働時間規

制の見直しに関する意見」 (規制改革会議意見 (平成 25年 12月 5日 ))を 踏まえ、国が示

す対象や規制内容に係る枠組みの下で労使合意により現場の実態に合つた選択を可能 とす

ること、当初は過半数組合がある企業が選択できるものとすること、労働基準監督署長への

届出を要件 とすること、新たな働き方にふさわしい適切な処遇を確保することなどが必要で

ある。

なお、制度が機能するために、労働時間の長さによらない評価基準の明確化、職務範囲 ・

責務の明確化、職務限定型の働き方の促進などにより、長時間労働が是正されるよう工夫が

必要である。

以上の観点を踏まえ、今後、三位一体の新しい労働時間制度の実現に向けて、規制改革会

議において議論を深めるとともに、労使双方への更なる働きかけなどを通じて、引き続き粘

り強く議論 と検討を重ねていくこととする。

ジョブ型正社員の雇用ルールの整備

ジョブ型正社員 (職務、勤務地、労働時間いずれかが限定される正社員)は 、専門性に特

化 したプロフェッショナルな働き方、子育てや介護 と両立する働き方、正社員への転換を望

むが職務等を限定 したい働き方などの受け皿 として重要である。

ジョブ型正社員は多くの企業で既に導入されているが、その特性に沿つた雇用管理につい

て書面で明示されていない、又は、明示されていても実際の運用において徹底されていない

ことが多い。

ジョブ型正社員が広く普及 ・定着 し、活躍できる環境整備のためには、その雇用管理が適

切に行われ、社会全体がその価値を広く認めていくことが必要である。

このため、まずジョブ型正社員の形態 。内容について労働契約や就業規貝Jで明示的に定め

ることが必要である。

さらに、従来の 「無限定契約」と 「ジョブ型 (限定)契 約」との相互転換を円滑化し、ラ

イフスタイルやライフサイクルに合わせた多様な就労形態の選択を可能にすること、また、

両契約類型間の均衡処遇を図ることが必要である。

これ ら労働条件明示、相互転換制度及び均衡処遇について、将来的な労働契約法や労働基

準法等の法律改正を視野に入れつつ、適切な雇用管理が広く定着していくよう、指針となる

ものを示すなど実効性ある取組が必要である。

以上の観点から、次に取 り組む。

a 職 務等に着日した 「多様な正社員」モデルの普及 。促進を図るため、労働条件の明示な

どの雇用管理上の留意点、好事例及びそれらを踏まえた就業規則の規定例等を取 りまと

め、周知を図る。 【平成 26年 7月 までに取 りまとめ、速やかに実施】

b 労 働契約の締結 ・変更時の労働条件明示、無限定正社員 との相互転換 ・均衡処遇につい

て、当面、労働契約法 (平成 19年法律第 128号)の 解釈を通知 し周知を図る。 【平成 26

年中に実施】

c 労 働契約の締結 。変更時の労働条件明示、無限定正社員 との相互転換及び均衡処遇に関

する政策的支援の制度的枠組みについて検討する。 【平成 26年度検討 ・結論、結論を得

次第措置】

ウ 労 働者派遣制度の合理化 【平成 26年度開始】

労働者派遣制度については、派遣労働者の保護のため派遣先労働者 と派遣労働者の均衡処

遇等により派遣労働の濫用防止を図る必要がある。また、 「労働者派遣制度に関する規制改
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②

革会議の意見」 (平成 25年 10月 4日 )に 示すとおり、平成 24年改正法の規定について、

働き方の選択肢を増やす等の観′点から見直すべきである。

したがって、労働者派遣制度について、平成 24年改正法の規定については、施行状況に

ついての情報の蓄積を図りつつ、見直しについて引き続き労働政策審議会において検討を行

う。

円滑な労働移動を支えるシステムの整備

ア 有 料職業紹介事業等の規制の再構築 【平成 26年度検討開始】

職業紹介、求人広告、委託募集、労働者派遣等の民間人材サービスは、重要な社会インフ

ラであり、国際条約 (IL0181号条約、我が国は平成 11年に批准)に おいても、雇用仲介事

業の果たし得る役割を明確に認めている。

しかし、我が国においては、雇用仲介事業の原則禁止を前提とする労働基準法等の枠組み

の下、職業安定法などにおいて、人身売買 。強制労働の危険防止、中間搾取の危険防止、雇

用保護の要請といつた観点から、例外的に認められているにとどまっている。

時代の変化に伴い人材サービスが多様化 ・複合化する中、現行の関連法制は旧来の事業形

態ごとの縦害1りの制度となつてお り、各種サービスの一元的な提供や新たなビジネスモデル

の発展の阻害要因となっている。

また、ITを活用 して次々と登場する新たなサービスと現行法制との関係が明確でないこ

とも、今後の人材サービス発展の妨げとなるおそれが強い。

さらに、旧来型のサービスを前提に規定された諸規制が、事業者の業務運営に過剰な負担

を課 し、効率的なマッチングサービスの提供を困難にしている面もある。

各種の人材サービスを俯厳し、雇用仲介事業を原則禁止とした現行の縦害Jりの制度を本来

の規制 目的に沿つて整合性のとれたものに見直すことが必要である。

したがつて、健全な就労マッチングサービスの発展の観点から、下記の事項を含め、職業

紹介、求人広告、委託募集、労働者派遣等の有料職業紹介事業等に関する制度の整理 ・統一

を含めた必要な見直しを行 う。

①多様な求職 。求人ニーズに対 し業態の垣根を越えて迅速かつ柔軟にサービスを提供す

ることを可能とする制度の在 り方

②IT化等による新 しい事業モデル ・サービスに対応 した制度の在 り方

③その他有料職業紹介事業等をより適正かつ効率的に運営するための制度の在 り方

イ 労 使双方が納得する雇用終了の在 り方

働き手のニーズや産業構造の変化等の環境変化に即 して、円滑な労働移動を実現する必要

がある。このため、いわゆる日本型雇用から変容する雇用システムとの整合性を踏まえ、労

使双方が納得する紛争防止 ・解決制度の多様化を図る必要がある。

適切な雇用終了の手続を明確化することで紛争の未然防止を図る必要がある。あわせて、

新たな職場の確保に努力する事業者や労働者への支援策を組み合わせ、労使双方にとつて望

ましい制度の整備が必要である。従来、国や地方では経済政策や雇用政策等も踏まえ様々な

就労支援を行つている。このような就労支援を十三分に活用 し、円滑な労働移動を可能とす

ることが紛争解決にも資すると期待される。

また、司法の資源には一定の限界がある。労働審判を含む司法の解決機能を補完 し、より

身近で迅速な解決を可能とするため、行政機能の強化が必要である。

欧州主要国では、様々な形で新 しい職場確保への支援策や司法による紛争解決を補強する

仕組みが構築されている。諸外国の制度も参考 としつつ、我が国の実情に即 した制度の検討

が必要である。



さらに、訴訟における解決の在 り方も検討が必要である。現在の制度においては、客観的

に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効 とされる。このため、復

職が困難である、あるいは労働者が復職を希望しないという実態であっても、解雇の訴訟で

は、労働者が、解雇が無効で労働契約が継続 しているとして解雇期間中の賃金の支払いを求

める訴えを提起する場合が少なくないとみられる(最終的には金銭補償による和解で解決す

る。)。 また、都道府県労働局によるあつせんや労働審判などにおいても、金銭補償による

解決が多くみられるが、補償の水準にはばらつきが大きいとの指摘もある。労使双方にとっ

て実態に即し納得が得られる訴訟解決を可能とする制度について検討を深める必要がある。

このような紛争の未然防止、再就職支援及び訴訟解決などは、労使双方の利益に適つた紛

争解決を可能とするシステムを一体として形成するものであり、総合的に検討を行 う必要が

ある。

したがって、労使双方が納得する雇用終了の在 り方について、紛争の未然防止及び円滑な

労働移動に資する観点から、下記の事項を含め、検討を行 う。

①個別労働関係紛争解決に関する行政機能の強化について検討する。【平成 26年度検討

開始、 1年 を目途に結論】

②諸外国の関係制度 ・運用の状況に関する調査研究を行 うなど、労働契約関係の継続以

外の方法を含め、労使双方の利益に適った紛争解決を可能とするシステムの在 り方につ

いて検討を進める。【平成 26年度中に調査研究を行い、その結果を踏まえ検討を進める】
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3 倉 1業 ・IT等分野

(1)規 制改革の目的と検討の視点

創業 ・IT等 分野における規制改革事項については、新規ビジネスの創出、経営の効率化、産

業の新陳代謝等による経済成長を達成するため、各種産業にまたがる規制を広く見直すこととし

た。その視点として、①起業 。新規ビジネスの創出 ・拡大、②ITに よる経営効率化、③産業の

新陳代謝、④国民の選択肢拡大、⑤エネルギー ・環境分野における規制改革、⑥その他民間事業

者等の要望に応える規制改革、という6つ の視点を設定し、これに即して個別具体的な規制改革

事項を取 りまとめた。

①起業 ・新規 ビジネスの創出 ・拡大

継続 した経済成長のためには、産業の新陳代謝が進み、新規ビジネスが絶え間なく創出され

る環境を整備することが重要である。そのための施策として、企業に対する資金供給の促進、

大学発ベンチャービジネスの育成等を促す規制の見直しが求められる。

ア 動 産及び債権を担保にした資金調達の推進

我が国の企業が保有する資産のうち、在庫 ・売掛債権は約 300兆円に及ぶが、これらの資

産を担保にした融資は、事業向け融資全体の 0.1%程 (2012年現在で 9,643億円)に とどま

ってお り、あまり活用されていない。一方、動産及び債権を担保にした金融手法 (いわゆる

ABL)は 、不動産担保や個人保証へ依存 した融資の代替的な手法として注目されてお り、米

国においてはABLが事業向け融資の 20%(2009年 現在で 4,800億 ドル)を 占めている。

ABLを通 じた成長資金の拡大を促進する観点から、必要な方策等について検討 し、措置を

行 う。

イ ベ ンチャービジネスの育成

産業競争力強化法の成立により、国立大学がベンチャーキャピタル等を介して大学発ベン

チャーに出資することが可能となり、今後、最先端の研究成果の活用が進むことが期待され

る。本スキームは総額で 1,000億円という巨額の投資であり、国内先端技術ベンチャー企業

への影響も大きく、無駄な投資とならないよう慎重な運用が必要となる。その一方で、現状

の制度設計においては、投資の運用を行 う業務執行法人 (いわゆるジェネラルパー トナー、

GP)の 独立性や、投資の成否を左右する専門能力の高い GPの選定等に対する課題が指摘さ

れている。

大学発ベンチャー等への出資を確実に成功させるため、適正な運用の確保、事後的な検証

など必要な措置を行 う。

ウ 高 圧ガス関連規制の緩和

高圧ガスを用いる産業は幅広く、例えば石油化学工業は出荷額約 27兆 円。雇用約 67万人

と我が国にとつて重要な産業の一つである。高圧ガス保安法では、第 1種製造者に該当する

事業所 (高圧ガスの使用量が合計 100ポ/日以上)に おいては、研究設備のような高圧ガス

使用量が微小な設備であっても、新設 。変更等を行 う場合には都道府県知事の許可を得る必

要がある。海外においては、研究設備は高圧ガス関連の規制の対象外となつている例もある

ところ、研究開発スピー ドの面で国際競争力の低下を招く要因になつているとの指摘がある。

イノベーションの倉J出を促すため、国際競争力の維持 。向上を念頭に、高圧ガス設備の新

設 。変更時に必要となる手続の簡素化を図る。

②ITによる経営効率化



情報通信技術 (IT)は 、あらゆる領域に活用され、イノベーションをもたらすとともに、

人的資源の適切な配分や、業務効率向上、コス ト削減などを通じた経営効率の向上を可能 と

している。しかし、我が国においては IT活用がまだ十分といえず、事業者が事業しやすい最

適なビジネス環境を整備するため、ITの利活用を強力に進めていくことが重要である。

ア 国 税関係帳簿書類の電子化保存

我が国はまだ紙中心の社会*となっており、中でも、税務関係書類においては、多くの企

業等が紙の証憑や契約申込書類等も含め、膨大な書類を倉庫などに保管し、保管料等のコス

トが発生している。企業のみならず、所管当局の事務効率化に資する方策を検討する。

*「平成 24年 度公文書等の管理等の状況について」によると、中央官庁の行政文書ファイ

ルの 94.6%は 紙媒体であり、民間でも多くの保存書類は紙媒体と言われている

イ 手 続の電子化 ・オンライン化

通知や、申請、照会を始めとする行政手続は、国に関するものだけでも年間4億 件を超え

る件数の申請 ・届出等が行われているが、オンライン利用率は 41%*に 留まる。手続のオン

ライン利用は、国民や事業者等の行政機関とのや り取 りにおける負担軽減をもたらすだけで

なく、行政機関においても、効率的な事務処理を可能とし、正確で迅速な行政サービスを提

供することに寄与するものである。しかしながら、未だオンライン化がされてない、もしく

は利用者にとつて十分でないものがある。

国民や事業者の利便性向上と全体の効率化の観点から、手続の電子化や取引照会のオンラ

イン化などについて検討する。

*総務省 平 成 24年度における行政手続オンライン化等の状況

③産業の新陳代謝

IT化 、グローバル化等に伴い、、産業の構造や取 り巻く環境が大きく変わりつつある中、関

連 した規制が長期間見直されていないことによる弊害が指摘され、また規制の必要性そのもの

に疑間が呈される状況となつている。産業の新陳代謝を促 し、さらに産業競争力の向上、また

新規ビジネスの創出を促すためにも、関連した規制を時代に合致したものに見直すことが必要

である。

ア 流 通 ・取引慣行ガイ ドラインの見直し等

消費社会が成熟 し、多様化 した消費者のニーズに対応するため、メーカーと流通業者の連

携を促進 し、消費者理解に基づく付加価値の高い商品が提供できる競争環境の整備が求めら

れている。
一方、現行の独占禁止法上の再販売価格維持行為および非価格制限行為 (総称 して 「垂直

的制限行為」とい う。)に 係る規制は、①違法性の判断基準が曖味で事業者に萎縮効果を与

えていること、②違法性の判断に当たり、垂直的制限行為による競争促進効果がどのように

考慮されているかが不明なこと、③違法性の判断に当たり、ブランド間競争がどのように考

慮されているかが不明なこと等から、上記競争環境の整備を妨げているとの指摘がある。当

該指摘は、事業者の創意を発揮させ、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民

主的で健全な発達を促進するとい う独占禁止法の趣旨を全 うするためにも重要な視点であ

る。

したがって、垂直的制限行為の運用基準を定めている 『流通 ・取引慣行ガイ ドライン』に

ついて、垂直的制限行為に係る適法 ・違法性判断基準および適法な行為を明確化する。
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イ ー 般集中規制の見直 し

独占禁止法においては、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等が禁止され

ているが、これに対 し、グローバル化や市場の巨大化がこれまで以上に急速に進む今 日にお

いて、当該規制 (一般集中規制)は 企業グループの活動を制限 ・委縮等させることとなるお

それがあり、廃止すべきとの指摘がある。また、総資産額の大きい各企業グループの親会社

には事業年度毎に公正取引委員会に事業報告書を提出することが求められてお り、親会社に

過度の負担を強いるものとなっているとの指摘もある。

本規制の存在意義について明らかにしつつ、報告の簡素化等の見直しを行 う。

④国民の選択肢拡大

ダンス文化が広く国民に受け入れられるようになつたり、高齢化に伴い食料品等の購入に苦

労する人が増カロするなど、時代 。環境の変化とともに国民が求めるサービスも大きく変化 して

きている。現代の国民のニーズに合致し、国民生活の利便性をさらに向上させる新しいサービ

スの創出を促すため、関連 した規制の見直しが求められている。

ア ダ ンスに係る風営法規制の見直し

近年、社交ダンス以外にも様々なダンス (ヒップホップ、サルサ等)が 国民に愛好される

ようになり、小中学校の教育現場にもダンスが取 り入れられるなど、ダンスの文化的 。経済

的な重要性が増 している。
一方、客にダンスをさぜる営業は風俗営業とされ、深夜営業禁止、

未成年者立入禁止など厳 しく規制されている。このため、優良企業が新規参入を見合わせる

など、健全なダンス文化やダンス関連産業の発展の支障になっているとの指摘がある。

2020年 の東京オリンピック開催が決定している中、ダンス文化を活用 した魅力ある街づ

くりを進め、海外観光客を呼び込むためにも、風営法の見直しについて検討する。

イ 食 料品アクセス環境の改善

過疎化が進む地方を中心に 「買い物弱者」 と呼ばれる高齢者が増えてお り、およそ 600

万人程度が食料品等の日常の買い物が困難な状況に置かれているとされている。食品の移動

販売は一つの解決手段とな り得るが、移動販売を行 うための許可申請を行 うに当たり、自治

体によつて申請書が統一されていない、また、ガイ ドライン (自動車による食品の移動販売

に関する取扱要領について)が 時代に合つていないなど、許可手続きや基準の改善を求める

声がある。

買物不自由地域における食料品の購入等の不便の解消のため、必要な規制等の見直しを行

う。

⑤エネルギー ・環境分野における規制改革

安定した経済成長および国際競争力の維持 ・向上を図るためには、高効率なエネルギーの導

入や省エネルギー政策だけでなく、その利用に当たつての規制の見直しによる業務効率化を図

ることも重要である。また、PCBな どに汚染された有害廃棄物の処理にあつては、環境や人へ

の影響を最小にすることは当然として、事業者にとつてできるだけ負担が軽減されるよう配慮

し、処理が促進されるよう関連規制の見直しを行 うことも必要である。

ア 微 量 PCB汚染廃電気機器等の処理の加速化

微量 PCB汚染廃電気機器等は、現状国内に 160万台存在すると推定されているが、特別管

理廃棄物として 2027年までに無害化処理を行 うことが求められてお り、その迅速化が必要

である。その一方で、処理対象物の基準が汚染 リスクに対し過度であるとの指摘、また、リ



スクに応 じた合理的な処理対象基準を求める声がある。

微量 PCB汚 染廃電気機器の処理の大幅な促進 と資源の円滑な国内循環が進むよう、関連 し

た規制の見直しについて検討する。

イ 電 気事業者等の業務効率化

電気事業者等の業務効率化を図る方策の一つとして、河り|1法の規制対象である多目的ダム

における電気事業法上の手続の簡素化等の検討を行 う。

⑥その他民間事業者等の要望に応える規制改革

①～⑤の視点以外にも、民間事業者等から要望を受けている規制改革事項について広く対応

し、イノベーシヨンの喚起、事業者の業務効率化等により、安定した経済成長の実現を目指

す。

ア 金 融機関に対する取引照会の合理化

金融機関は税務署、福祉事業所、都道府県警察等から、顧客の取引に関する照会の要請を

多数受け、迅速に対応 している。取引照会には、主に、税務署 。市町村からの税務調査 。滞

納者の資産調査、都道府県警察からの捜査事項に関する調査、福祉事務所からの生活保護申

請者の資産調査などがあり、数十年以上書面によるや り取 りが行われている。取引照会の照

会件数は、1社 当たり年間 100万件以上に及ぶことがあり、人件費 ・設備費をかけ、専門部

署で対応 している。また、業種によつては、年間の照会件数は数千件であるものの、回答に

必要な提出書類量が膨大になることがある。これら取引照会の照会文書の書式は、統一され

ていないことから、業務に大きな負担を生じているとの指摘がある。

金融機関の業務効率化を図る観点から、必要な運用の見直しを行 う。

イ 金 融機関の業務効率化

金融機関はその公益性に照らして、法令等によつて様々な書類の作成や手続が定められ、

業務上の負担が生 じていることから、それらの書類や手続き等の合理的な見直しを求める声

がある。

金融機関の業務効率を向上させる観点から、公開買付けを迅速化する方策、外貨定期預金

の自動継続時における手続等について検討する。

ウ 建 設に係る規制の緩和

建設業・建築物に対する各種規制については、時代や環境に合わせた見直しが必要であり、

例えば建設業許可手続きにおける役員関連の提出書類の簡素化等、業務の効率化や建築物の

新陳代謝を促す。

工 各 種責任者の要件緩和

建設業法における主任技術者 ・監理技術者、高圧ガス保安法における認定完成検査実施

者 ・認定保安実施者など、業務等を実施する際に資格を持つ人物の配置が必要となる場合が

あるが、資格を得るための要件が厳 しい 。代行者が認められていないとの声がある。

これら業務を効率的に進めるため、資格者に対する要件の緩和について検討する。

オ 物 流の効率化

我が国の貨物自動車による輸送は、市場規模 14ツじ円を超え、貨物輸送全体の9割 以上を

占めており、産業活動や国民生活に不可欠な存在となつている。ここ数年の景気回復基調を
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受けて貨物輸送量は増加 してお り、更なる輸送力の強化が必要であるとの指摘がある。

貨物自動車運送事業者が柔軟かつ効率的に事業を行 う体制を整備する観点から、貨物自動

車運送事業者によるレンタカー使用について、用途や期間の制限を緩和する検討を行 う。

力 各 種手続の緩和

上記に挙げた規制以外にも、企業年金に係る手続きを始め、事業の効率化等に資する規制

緩和は事業者から広く要求されている。事業者にとつてより円滑なビジネス環境を整備する

ため、各種手続の見直しを行 う。

(2)具 体的な規制改革項目

①起業 ・新規ビジネスの創出 ・拡大

ア 動 産及び債権を担保にした資金調達の仕組みの改善

a 動 産 ・債権譲渡登記制度の運用の改善 【平成 26年度検討 ・結論】

動産譲渡登記制度および債権譲渡登記制度は、それぞれ登記による引渡し、また登記

による確定 日付証書の通知があったものとみなされる制度であり、第二者に対 して一定

の対抗要件が具備されるものである。 しかし、動産 ・債権譲渡登記は、
一度登記 した事

項について変更ができない等、使い勝手がよくないとの指摘がある。

したがつて、動産 。債権譲渡登記において、ABLの健全な発展を図る観点から、利用者

の利便性の向上を図るため、利用者の意見や要望を聴取 し、商号、保管場所等に変更等

が生 じた場合 (譲渡対象の同一
性を害さない場合に限る。)に 係る運用上の課題について

検討 し、結論を得る。

b 動 産 ・債権の特定に必要な記載事項の見直し 【平成 26年度検討 ・結論 ・措置】

動産 。債権譲渡登記をするためには、動産 ・債権を特定するために必要な事項を記載

する必要がある。動産や債権は無数に存在するため、その特定方法にも多様なニーズが

あるものの、登記に記載可能な事項やその方法が限られているため、登記ができないケ
ースがあるとの指摘がある。

したがって、動産 。債権を特定するために必要な記載事項や方法について、利用者の

要望を聴取し、不当な包括担保の抑制や第二者の判断リスクヘの配慮をしつつ、より柔

軟な登記を可能とする観点から、倉庫内にある一切の在庫や取引に係る一切の債権など

の記載方法等について検討 し、必要な措置を行 う。

c オ ンラインを用いた申請の利便性の向上 【措置済み】

動産 ・債権譲渡登記は、オンライン申請をすることができるが、利用に当たつては、

譲渡人や譲受人の電子証明書が必要となつている。 しかし、不動産登記のオンライン申

請のように譲渡人や譲受人の電子証明書を不要とする方法がないため、利用 し難いとの

指摘がある。

したがつて、動産 。債権譲渡登記の申請方式について、オンラインを用いつつ電子証

明書を要しない方式を検討 し、必要な措置を行 う。

d 動 産譲渡担保権の実行の方策 【平成 26年度検討 ・結論】

動産譲渡担保は、占有の移転が容易であり、債務者が担保動産を隠匿すると担保価値

が毀損される恐れがある。よつて、譲渡担保権の実行に当たつて、その執行に時間がか

かると、執行までの間に目的動産の担保価値が毀損される恐れが高まるため、動産譲渡

担保に配慮 したより迅速な実行方法を整備すべきとの指摘がある。



したがって、動産譲渡担保の実効性を確保する観点から、動産譲渡担保融資を利用す

る金融機関等の意見を聴取するとともに、執行実務の実情も踏まえ、担保価値の毀損が

懸念される動産譲渡担保に配慮した迅速な執行を確保するための方策について検討 し、

結論を得る。

国立大学によるベンチヤー育成のための環境整備等

a 事 業者における適切な体制整備 【平成 26年度以降継続的に実施】

平成 24年度補正予算より、産学連携による実用化研究開発の推進事業費が4国 立大学

法人 (東京大学、京都大学、大阪大学、東北大学)に 支出された。本資金については、

産業競争力強化法の成立により、国立大学法人がファンドを通じて大学発ベンチャー等

に出資することが可能となつた。ファン ドの中立性や独立性等の課題が指摘されている

が、利益相反マネジメン ト等の枠組みについては、文部科学省の国立大学法人評価委員

会官民イノベーシヨンプログラム部会において議論されているところ。

したがって、特定研究成果活用支援事業者について、常勤 。中立性 。独立性を確保 し、

適正なガバナンスが実行できる体制を整備できるよう、当該事業者の申請に係る特定研

究成果活用支援事業計画の認定に当たっては、当該体制が整備 されていることを条件 と

する。

また、本事業は、国立大学法人等が出資を行 うことによって特定研究成果活用支援事

業を支援する点を踏まえ、事業全体として資金回収の蓋然性が高くなるよう、特定研究

成果活用支援事業計画の中で事業の内容及び使途を明確化させる。事業の内容及び使途

が合理的でない計画については認定しないこととする。

b 業 務執行法人等の統制 【平成 26年度以降継続的に実施】

業務執行法人の議決権について、大学が 2/3以上保有するなどの要件は不要であり、

大学から当該法人への統制は契約によつて実施することで担保可能との指摘がある。資

本関係を通 じた統制を求めないことにより、科学技術研究主体としての大学から一定の

独立性を確保 し、当該法人の投資の専門能力を十三分に発揮させることが可能となる。

したがつて、国立大学法人から認定特定研究成果活用支援事業者への出資認可に際し

て、その認可基準 (文部科学大臣決定)に おいて、大学による議決権の行使に当たって

は、外部の有識者の意見を聴いた上で行 うなど、事業者による意思決定に係る独立性 。

中立性に十分に配慮することとする。また、当該大学における事業者の選定に当たって

は、事業者がベンチャー企業等への投資を実施するに当たつての高い専門能力を有する

ことについて厳正に審査することとする。

c 業 務執行法人等の選定 【平成 26年度以降継続的に実施】

特定研究成果活用支援事業について、国立大学の研究成果の活用促進 となつているか

どうか進捗 ・成果のフォローアップ ・評価を行い、当該事業の枠組み 。在 り方について

見直すことで、今後の当該事業の在 り方に活かす必要がある。

したがつて、国立大学法人による特定研究成果活用支援事業者の選定等について、そ

のプロセスの事後的な検証が可能となるよう、各大学において記録保持を行 うこととす

る。

d 成 果の評価 【平成 26年度以降継続的に実施】

上記施策に加え、「官民ファン ドの運営に係るガイ ドライン」(平成 25年 9月 27日官

民ファン ドの活用推進に関する関係閣僚会議決定)に 基づき、監督官庁として、産業競
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争力強化法に定める政策 目的の実現及び出資の毀損の回避の観点から、認定特定研究成

果活用支援事業者による投資内容及び投資実行後の状況等について適切に定期的な検証

を行い、結果を公表する。

e 制 度の在 り方 【平成 26年 度以降継続的に検討、必要に応じて措置】

上記施策に加え、認定特定研究成果活用支援事業者が実施する特定研究成果活用支援

事業についての定期的な検証 (投資案件の決定等の経営判断が、国立大学法人等から独

立性 。中立性を確保 してなされているかについての検証を含む。)の 結果をもとに、当該

事業の枠組みの在 り方について検討 し、必要に応 じて所要の措置を執る。

ウ 保 険会社の特定子会社 (ベンチャーキヤピタル子会社)の 保有比率 10%超 投資対象企業

の範囲等の拡大 【平成 26年度検討 ・結論】

現状の規制では、保険会社本体は子会社 と合算して国内の会社の 10%を超える議決権の取

得または保有ができないが、例外的に、保険会社の特定子会社であるベンチャーキャピタル

が 「新規事業分野開拓会社」(いわゆるベンチャー企業)に 投資する場合は、10年以内に限

り、その合算対象から除かれる。なお、新規事業分野開拓会社には、非上場の中小企業のう

ち、設立 10年以内でかつ試験研究費等の割合が総収入額の3%超 などの要件がある。また、

近年ベンチャーキャピタルの投資段階が、企業のより初期の段階へと広がる動きもあるが、

このような企業の投資については、リー ドベンチャーキャピタルとしてガバナンスの観点か

ら相当シェアを維持 しつつ、成長に合わせた段階的な投資を行 うケースもある。今後もます

ますこうした様々な事業の成長や投資形態が見込まれる中、より多くの企業に対 し柔軟に投

資ができるような規制が必要ではないかと思料される。

したがって、ベンチャービジネスを育成する観点から設けられている制度の趣旨を踏まえ、

保険会社の特定子会社が 10%を 超えて投資できる企業の範囲を拡大することについて、ベ

ンチャービジネスの実態や保険会社のリスク管理の観点を踏まえつつ検討を行い、結論を得

る。

工 研 究設備に対する高圧ガス規制の緩和 ※ 国際先端テス ト実施事項

a 許 可制度の緩和 【平成 26年 度検討開始、平成 27年 度結論、結論を得次第措置】

高圧ガス保安法の第 1種製造者に該当する事業所においては、研究設備のような高圧

ガス使用量が微小な設備であっても、新設 ・変更等を行 う場合には都道府県知事の許可

を得る必要がある。海外においては、研究設備は高圧ガス関連の規制の対象外となつて

いる例もあるところ、研究開発スピー ドの面で国際競争力の低下を招く要因になつてい

るとの指摘がある。

したがって、高圧ガス使用量が 100m3/日未満の研究設備について:国際競争力の維持 ・

向上を図る必要があることを踏まえつつ、災害のリスクが微小な設備にあつては、新設 ・

変更時に必要となる手続きの簡素化に向けて届出となる対象範囲を拡大するなど、規制

の合理化を図る具体的な方法について、事業者の要望を確認 しつつ、検討 し結論を得る。

結論を得次第、所要の措置を講 じる。

b 提 出用図面の書式緩和 【平成 26年度措置】

高圧ガス保安法の第 1種 製造者に係る許可を取得する際に提出を求められるフローシ

ー ト又は配管図について、フォーマットの法令上の規定は無いにもかかわらず、都道府

県によってはアイソメ図の提出を求めているところがある。

したがつて、高圧ガス保安法に係る手続の際に提出が必要となるフローシー ト又は配
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管図について、以下を周知する。

①原則的にはP&ID図 (※)で 良いこと

② ①以外のアイソメ図 (※)等 の提出を求めるときは、許可に当たつての審査に特別

に必要な場合等、必要最小限とすること

※P&ID図 : 配管計装線図 (2次 元図)、アイソメ図 :等角投影図 (3次 元図)

ォ 高 圧ガス機器 日配管等への新規補修技術の適用 【平成 26年度検討 ・結論】

高圧ガス保安法では、耐圧 ・気密性能に関して設計 ・製作時の技術基準をそのまま維持管

理にも適用 してお り応急的な補修に関する技術の記載がないため、海外、また国内の高圧ガ

ス保安法非適用設備への適用実績のある応急的な補修技術が適用できない。

したがつて、新たな補修技術について、適用条件等の調査結果を踏まえ、安全性等を確認

した上で検討を行い、結論を得る。

カ ク ラウ ドメディアサービスの実現のための規制の見直 し 【平成 26年度上期結論】

クラウドを利用 した情報処理サービスについて、著作権侵害のおそれから、国内において

は海外 と同様のサービスができておらず、また新規サービス創出の障害となつているとの指

摘がある。クラウドメディアサービスにおける著作権に係る事項は、事業者が積極的にサー

ビス展開できるように、法令上の解釈運用を明確化すべきである。

したがって、著作権の適切な保護と著作物の公正な利用の調和を図りつつ、新 しい産業の

創出 ・拡大に資する観点から、クラウドにおける私的複製を支援するサービスや、情報活用

のサービス等についてサービス提供を可能とするような権利制限規定の在 り方や円滑なラ

イセンシング体制の構築について文化審議会著作権分科会において検討を行い、関係者間の

合意が得られることを前提に結論を得る。

キ 外 部委託先の監督についての明確化 【平成 26年度検討開始、結論を得次第措置】

現状の金融機関の検査 。監督においては、クラウドサービス特有のリスクについて、その

管理 。監督手法が確立されておらず、外部委託先管理の枠組みの中でクラウドサービス事業

者への管理態勢を確認することとされ、また、検査 ・監督で参考とする 「金融機関等コンピ

ュータシステムの安全対策基準 。解説書」においても、現在の基準は、顕在化 している課題 ・

問題点に対する当面の暫定的な対応 としている。そのためクラウドサービス事業者も金融機・

関も手探 りの状態であり、一部の事業者においては、保守的な金融機関の要請に対応できず、

サービス提供が困難となる事態が生じている。金融機関によるクラウドサービスの活用が可

能となるよう、クラウドサービスの実態に応 じて、外部委託先の監督規制の見直しを行 うベ

きである。

したがつて、クラウドサービスの健全な発展を図る観点から、現在行われている財団法人

金融情報システムセンターの安全対策基準の検討に積極的に参加するとともに、改定内容を

踏まえ、クラウドサービスの適切なリスク管理、監督のあり方について検討 し、必要な措置

を実施する。また、クラウドサービス事業者への監査方法については、上記の検討状況と合

わせ、周知徹底等の必要な措置を実施する。

ク 中 国向け輸出水産物に係る手続の円滑化 (衛生証明書発行機関の変更)【措置済み】

中国への水産物輸出のためには衛生証明書が必要となるが、発行する組織が国内4検 査機

関しか存在せず、発行業務の円滑化が必要であり、行政機関での衛生証明書の発行を可能と

すべきである。

したがって、中国向け輸出水産物に必要な衛生証明書について、地方自治体を含む行政機



関において衛生証明書の発行を開始する。

ケ 食 品加工 ・輸出手続の円滑化 (食品衛生管理者の資格取得の円滑化)【平成 27年 度措置】

特に衛生上の考慮を必要とする食品の製造 ・加工を行 う場合、専任の食品衛生管理者を置

かなければならない。食品衛生管理者の資格を得る方法の 1つ としては、食品衛生管理者資

格認定講習会を受講することがあるが、講習会の受講機会が年 1回 。全国 1か 所 と少なく、

受講機会を増やすことが求められている。食品衛生管理者資格認定講習会について、講習会

の受講機会の増加により、受講者の負担の軽減が図られるようにするべきである。

したがって、食品衛生管理者の講習会受講者の負担を軽減できるよう、これまで講習会を

実施 している団体 と調整を行い、一般共通科 目については全国 3か 所程度での実施、専門科

目については複数回実施できるよう検討 し、実施する。

コ 働 きながら日本料理を学ぶための在留資格の要件緩和 【措置済み】

現行法上、日本料理の調理業務に従事することを予定している外国人に付与される在留資

格は存在せず、外国人が働きながら日本料理を学ぶことはできない。在留資格 「特定活動」

の該当例に調理師を加え、入国管理上における一定の条件を整えた留学生については、卒業

と同時に在留資格 「留学」から 「特定活動」への変更を可能とし、
一定の期間日本国内で料

理業務に従事 (就労)す ることを可能とするべきである。

したがって、農林水産省が事業全体の運用に指導。監督的な立場で関与することを前提に、

日本料理海外普及人材育成事業実施要領を制定し、働きながら日本料理を学ぶための活動を

特例的に認める。

サ 梅 酒の表示の適正化 【業界団体による自主基準の策定まで随時措置】

酒税法上、梅酒は梅のみを使った場合も人工酸味料を添加 した場合も同じ 「リキュール」

として扱われる。梅酒について、人工酸味料を加えていない梅酒とそれ以外の梅酒を区分表

示するべきである。

したがって、業界団体における、人工酸味料をカロえていない梅酒を本格梅酒 とすることな

どを内容とする自主基準の策定の取組に対 し、必要な助言を行 う。

シ 多 様化する農業法人での雇用労働への対応 【措置済み】

労働基準法の労働時間、休憩及び休 日に関する規定は、「土地の耕作若 しくは開墾又は植

物の栽植、栽培、採取若 しくは伐採の事業その他農林の事業」に係る者には適用されない。

農業に従事しつつ製造 ・加工 ・販売等にも従事する従業員の労働基準法上の取扱いについて

明確にしたガイ ドライン等を作成するべきである。

したがって、農林水産省 。厚生労働省の連名で、6次 産業化に取 り組む農業法人向けのパ

ンフレットを作成 し、関係機関に周知する。

ス 無 人ヘリコプターの重量規制の緩和 【措置済み】

航空機製造事業法で定められる無人機については総重量 100kg以上のものが規制される

が、その重量を欧州並みの 150kgに引き上げるべきである。

したがつて、航空機製造事業法上の無人機の重量について、我が国の無人機製造業の実態

に合わせ見直しを行 う。

セ 地 域の活性化を担う商工会議所に対する規制の緩和

a 定 款記載事項の変更 【平成 26年 度検討 ・結論】



地域の活性化を担 う商工会議所は、直面する課題が多様化、高度化、専門化するなど

質的に大きく変化する中、地域の実情に応 じて自由な活動が必要となっている。一方で、

商工会議所法の認可事項に関する手続き (定款変更の一部)は許可が必要となってお り、

その機能を最大限に発揮できていないとの指摘がある。

したがって、商工会議所の定款記載事項の変更において、認可制から届出制に緩和す

ることについて検討 し、結論を得る。

b 役 員及び議員定数の基準 【平成 26年度検討 ・結論】

地域の活性化を担 う商工会議所は、直面する課題が多様化、高度化、専門化するなど

質的に大きく変化する中、地域の実情に応 じて自由な組織編成が必要となっている。
一

方で、各地商工会議所及び日本商工会議所の役員定数の基準並びに各地商工会議所の議

員定数の基準については、地域ごとの自由度が低く、その機能を最大限に発揮できてい

ないとの指摘がある。

したがって、商工会議所の役員及び議員定数の基準について、地域の実情に応 じ見直

しを行 うことについて、商工会議所の会員数の規模等を踏まえた上で検討 し、結論を得

る。

ソ 銀 行法上の特例子会社の商品に関する特定業務対象範囲の見直し 【平成 26年 度検討 ・結

論】

銀行法施行規則において、商品の売買が、
一定の条件のもとに銀行持株会社の子会社の業

務 として認可対象 とされているが、売買の媒介、取次ぎ又は代理は、認可対象として明示さ

れていない。我が国金融機関の国際競争力を確保 し、かつ、関連 リスクを最小限に抑制する

ため、商品の売買だけではなく、その媒介、取次ぎ又は代理を行 うことも特例子会社対象業

務 として認めるべきである。

したがつて、現行制度において、銀行持株会社の特例子会社対象会社の業務 として、金融

等デ リバテイブ取引に係る商品の売買業務が認められていることを踏まえ、特例子会社対象

会社の業務 として商品の売買の代理、媒介又は取次ぎを行 うことについて検討を行い、結論

を得る。

夕 保 険会社本体の付随業務であるビジネスマッチング業務の拡大【平成 26年 度検討・結論】

現行法令上、保険会社が 「その他の付随業務」として行 うことのできる 「ビジネスマッチ

ング業務」について、現行監督指針において 「金融商品取引業者等への投資信託委託会社又

は資産運用会社の紹介に係る業務」が可能だが、公募投信の「個別の商品内容」に係る紹介及

び説明は認められていないと解されている。多様なニーズに応える投信商品の提供を行 うた

め、保険会社による投信商品の説明および投信商品パンフレットの配布が可能となるよう追

記するか、または、施行規則において保険会社が行 うことのできる 「業務の代理」に、「系

列投信会社等による投信販社契約の締結の代理」を追記すべきである。

したがって、保険業法施行規則第 51条 に規定される付随業務 として、既に認められてい

る金商業者等の投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又はこれらの契約に係る事務

の代行 (同条第 6号 )に 加え、投信販社契約の代理又は媒介を新たに追カロすることが可能か

等について、同法第 100条に規定される他業禁上の趣旨等に照らして検討 し、結論を得る。

チ NGNア ンバン ドル (音声の優先制御の開放)【平成 26年措置】

現在、NGN上 での OAB～」番号を用いた品質保証型での IP電話サービスは、いまだNTTし

か提供 しておらず、NGNに おける公平な競争環境が整っているとはいえない状況となってい



るとの指摘がある。また、2011年の情報通信審議会答申 「ブロー ドバンド響及促進のため

の環境整備の在 り方」に向けた議論においても、複数の事業者が、帯域保証機能の提供を求

めてお り、公平な競争環境整備のため、早期にNい における帯域保証機能のアンバン ドルに

ついて議論を実施 し、実現させることが必要である。

したがって、ICT利活用による経済成長や国際競争力を向上させる観点からNTT東西のNGN

を利用 した品質保証型の IP電話サービス実現に向けた事業者間協議を促進する。

②ITによる経営効率化

ア 国 税関係帳簿書類の電子化保存に関する規制の見直 し【平成 26年度以降早期検討。結論】

電子帳簿保存法の施行により、財務関係書類、税務関係書類等の国税関係書類の電子保存

が可能となつた。電子帳簿保存法に定める 「一貫性」「相互関連性」「見読可能性」「検索機

能」等は、紙帳簿では具体的に求められていない要件であり、紙による保存よりも過度に厳

格になつているこれ らの要件を見直すべきである、また、電子保存により、企業サイ ドのみ

ならず、当局の事務効率化も図るよう、紙による保存よりも電子保存を促進する観点で法を

見直すべきである。さらに税務関係書類等の国税関係書類の電子保存 (スキャナ保存)に 係

る要件等について、企業の業務効率の向上を図るため見直すべきである。

したがつて、国税関係帳簿書類の電子保存について、国税の納税義務の適正な履行を確保

しつつ、電子保存によリコス ト削減をいかに図るかとい う観点から、業界団体等に対するア

ンケー ト、ヒアリングを通じて把握 した保存の実態や保存に関する技術動向及び電子データ

の訴訟上の証明力に関する判例動向を踏まえ、電子保存が可能な国税関係帳簿書類の範囲等

につき検討を行い、関係者等の意見を踏まえた上で、結論を得る。

イ 公 的機関からの電子的手段による通知の促進

a 公 的機関からの電子的手段による通知の促進① 【平成 27年 9月 までに措置】

地方税法において、地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、紙での郵

送が原則 となつている。住民税特別徴収に係る手続きは、eLTAXをベースとし、全自治体

において電子的に行えるようにすべきである。また、企業に対する給与所得等に係る市

町村民税 ・道府県民税特別徴収税額の決定 ・変更通知書の電子化を行 うべきである。

したがって、eLTAXにおいては、複数の市町村からある一つの企業に当該特別徴収税額

通知を送信する場合、当該複数の市町村からの電子データが 1つ のデータとして、企業

に送信される機能が既に実装されているところ、eLTAXを通 じ、当該特別徴収税額通知を

電子署名付きの電子データで送付することについては、平成 27年 9月 を目処に eLTAXを

改修 し、その後、各市町村において税務システムを eLTAXに対応できるよう改修を進め、

完了した市町村から順次電子署名付きの電子データの送付を開始する。

b 公 的機関からの電子的手段による通知の促進② 【マイ ロポータルの検討状況にあわせ検

討 ・結論】

地方税法において、地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、紙での郵

送が原則 となつている。住民税特別徴収に係る手続きは、eLTAXをベースとし、全自治体

において電子的に行えるようにすべきである。また、個人への税額通知方法の統一
(デ

ータを一本化し、各納税者が専用ホームページヘアクセスすることにより参照できる仕

組みの構築等)を 行 うべきである。

したがつて、各納税義務者が専用のホームページ上で税額を参照できる仕組みについ

て、社会保障 。税番号制度におけるマイ ・ポータルの機能と併せて検討を行 う。
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c 公 的機関からの電子的手段による通知の促進③ 【平成 27年 9月 までに措置】

地方税法において、地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、紙での郵

送が原則 となつている。住民税特別徴収に係る手続は、eLTAXをベースとし、全自治体に

おいて電子的に行えるようにすべきである。また、「給与所得等に係る市町村民税 ・道府

県民税特別徴収税額の決定。変更通知書」のフォーマットの統一
化を実現すべきである。

したがって、「給与所得等に係る市町村民税 ・道府県民税特別徴収税額の決定 。変更通

知書」に係るeLTAX仕様の統一的なフォーマットについては、「公的機関からの電子的手

段による通知の促進①」の改修に併せて平成 27年 9月 を目処に対応する。

ウ 非 対面サービスでの本人確認、年齢確認 【事業者等からの具体的な提案が行われ次第、速

やかに検討 ・結論】

犯罪収益移転防止法において、クレジットカー ド交付契約時など本人確認を求められるが、

原則対面であり、非対面の場合は本人確認書類の送付もしくは電子署名法に基づく電子証明

書が求められる。非対面での本人確認については、国民や法人等の利便性を高めるため、非

対面で完結する簡便な本人確認方法を構築するべきである。

したがつて、非対面での本人確認については、臥TF勧告への対応を含むマネー 。ロンダ

リング対策 として必要な水準を維持 しつつ、国民や法人等の利便性を高める観点から、公的

個人認証サービスの民間活用を含む非対面で完結する本人確認方法について、事業者等から

の具体的な提案に基づき検討を行い、結論を得る。

工 教 育情報化の推進に関する制度見直し等 【平成 26年度検討開始、平成 28年度結論】

学校教育法において、教科書は紙ベースの 「教科用図書」のみ認められている。電子教科

書も 「教科用図書」と位置付け、教科書検定制度や無償給与制度等を見直すべきである。

したがって、実証研究などの状況を踏まえつつ、デジタル教科書 ・教材の位置づけ及びこ

れらに関連する教科書検定制度などの在 り方について、平成 26年度までに課題を整理 し、

平成 28年度までに導入に向けた検討を行 う。 ｀

オ 現 況地形及び施工図の3D化 ・配信の推進 【平成 26年度検討】

公共工事の設計、積算、入札及び契約については2Dの 設計図書を用いることが前提 とな

つているが、土工量計算やその結果から工期算出する上でも、容易にかつ正確に算出が可能

となり、見積もり誤 り及び正期遅れを防止することにも効果があり、情報化施工促進に大き

く役立つことから二次元化を推進すべきである。

したがって、公共事業の計画から調査 。設計、施工、維持管理、更新に至る一連の過程に

おいて、二次元モデルを活用 し、一連の建設生産システムの効率化 。高度化を図る

CIM(Construction lnformation Modeling)について、試行を行いつつ、制度設計を行 う。平

成 26年度には 3次 元モデルを用いた数量計算手法の活用及び設計成果の納品基準の策定等

について検討を行 う。

力 建 築確認申請の電子化 【措置済み】

新 しい建築生産手法としてBIM(Building lnformation Modeling)を用いた設計手法や

施工管理手法に注目が集まっているところ、BIMの普及活用の状況を踏まえ、確認申請の電

子化を促進すべきである。

したがって、BIMや CAD等から作成された電子データを用いて建築確認申請の電子申請を

行 う場合の留意点について通知する。
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キ 地 下街等の開空間における電波申請書 (工事設計書)の 簡素化 【平成 27年度措置】

電波中継装置の電波申請において、現行の 「電波利用電子申請 ・届出システム」において

は、多数のアンテナ情報を一つ一つ入力する必要がある。多数のアンテナに関する申請を同

時に行 う際には、 1件 ごとの入力ではなく、一覧表の添付 (excel,csv形式など)で 一括申

請できるようにするなど、電波利用電子申請 ・届出システムの改善を図るべきである。

したがって、企業の利便性を高める観点から、電波中継装置の一括申請等の電波利用電子

申請 。届出システムの機能改善について、平成 27年度のシステムの機能改修において措置

する。

ク 保 険契約の解約返戻金がないことを記載 した書面の交付義務の緩和 【措置済み】

保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ保険契約の解約返戻金を支払わないことを

約 した保険契約の保険募集に際して、角牢約返戻金がないことを保険契約者に説明するための

方法は 「書面の交付」に限定されているが、これを緩和 し、当該書面に記載すべき事項を電

磁的方法により提供することができるようにすべきである。

したがって、事前に契約者の承諾を得ることを前提に、保険契約の解約返戻金がない旨の

説明書面等につき、電磁的方法により提供することを可能とすることについて、保険契約者

等保護に留意 しつつ、平成 25年度中に検討を行い、結論を得る。

ケ 金 融機関に対する取引照会の一元化

a 国 税に係る調査等における取引照会のオンライン化【平成 26年度以降継続的に検討し、

番号制度を巡る議論の状況等を踏まえた上で、出来るだけ早期に結論を得る (結論に応

じ、その後 3年 以内を目途に必要な措置)】

国税に係る調査等における金融機関等に対する取引照会は、日頭または書面により行

われているが、一部の金融機関等から電子化 (e Taxによる提出や双方向のオンライン化

等)を 要望する声がある。なお、世界最先端 IT国家創造宣言では、利便性の高い電子行

政サービスの提供が提言されており、国税関係業務に関しても、IT化の一層の推進によ

り効率化を図つているところ。

したがつて、取引照会に係る電子化については、関係する金融機関等の意向を聴取す

るとともに、国税当局、及び各金融機関におけるシステム改修のスケジュールや費用、

社会保障 ・税番号制度の運用開始や今後の当該番号制度における利用範囲を巡る議論の

動向などを十分踏まえながら、双方向オンライン化も含め、具体的方法や時期を検討す

る。

b 地 方税に関する取引照会のオンライン化 【平成 26年 度以降、継続的に検討し、国税当

局等の取組状況や番号制度の議論の状況等を踏まえた上で、書式等の統一化に係る検討

結果を基に結論を得る (結論に応じ、その後、速やかに措置)】

地方税の課税 ・徴収における金融機関に対する取引照会は、書面などで行われる。取

引照会の方法については法令上の規定がないため、各自治体に委ねられている。

したがつて、地方税に関する取引照会の電子化については、関係者の意見を伺 うとと

もに、国税当局等における取引照会の電子化に向けた取組状況や社会保障 。税番号制度

における個人番号の利用範囲を巡る議論の動向などを十分に踏まえながら、地方税に関

する照会書の用語 ・書式の統一化に係る検討結果を基に具体的方法や時期を検討 し、地

方団体に対 し対応を要請する。

c 捜 査関係事項に関する取引照会のオンライン化【金融機関からの具体的な提案が行われ
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次第検討 ・結論、措置】

捜査に関係する取引照会は、口頭または書面で行われる。捜査に係る取引照会のオン

ライン化の導入については、事業者の負担はあるものの、希望があれば、ダイレク トオ

ンラインを整備することが検討されているところ。

したがって、捜査関係事項に関する取引照会のオンライン化について、希望する金融

機関があれば、実施に向けて検討する。

d 生 活保護の決定 ・実施に関わる取引照会のオンライン化 【平成 26年度検討 ・結論、結

論を得次第順次措置】

生活保護の決定実施に関わる取引照会は、口頭または書面で行われる。世界最先端 IT

国家創造宣言において、利便性の高い電子行政サービスの提供が提言されていることか

ら、生活保護の決定 。実施に関わる取引照会のオンライン化について、検討、促進すべ

きである。

したがって、利便性の高い電子行政サービスの観点から、生活保護の決定 。実施に関

わる取引照会の双方向のオンライン化について、金融機関に対するヒアリングを行つた

上で検討 し、結論を得る。

コ 法 人の電子申告フォームの簡素化 【平成 26年度検討 ・結論】

法人税に関わる財務諸表等の申告フォーマットについて、財務諸表等については XBRLフ

ォーマット (2.1)で提出することとされている。現行の XBRL対応のフォーマットだけでは

なく、企業規模に応 じて、csv形式等より簡易なフォーマットでも対応できるようにし、中

小企業の電子申告を促すべきである。

したがって、法人税に関わる財務諸表等の申告について、耶RL形式へ簡易にデータ変換

するツールの提供等、容易に財務諸表データの作成 。提出が行えるよう、対応を検討 し結論

を得る。

③産業の新陳代謝

ア 流 通 ・取引慣行ガイドラインの見直し等 【垂直的制限行為に係る適法 ・違法性判断基準の

明確化は平成 26年度措置、再販売価格維持行為規制における 「正当な理由」の明確化は平

成 26年度措置、いわゆるセーフ・ハーバーに関する基準や要件等の検討は平成26年度検討

開始】 ※ 国際先端テス ト実施事項

『流通。取引慣行ガイ ドライン』は、現行の独占禁止法上の垂直的制限行為に関する適法・

違法判断基準等を始めとする運用基準 (以下 「現行基準」という。)を定めたものであるが、

現行基準については、次のような指摘がなされている。

a.現 行基準の中には、その規制範囲を広く解釈され得るものがあり、事業者に対する予

見可能性に乏しく、萎縮効果を生じさせていること

(具体的には、①メーカーが実際の流通価格や販売先等を調査すること(「流通調査」)

や、②多くの非価格制限行為に係る違法性判断基準とされる 「価格が維持されるおそ

れ」について、事業者が判断することが極めて困難との指摘がなされている。)

b.「 垂直的制限行為は、競争制限効果を生じることもあれば競争促進効果を生じること

もある」というのが経済学的にも一般的な理解であるところ、現行基準では競争促進

効果について考慮されているのか否か、仮に考慮されているとすればどのように考慮

されているかが必ずしも明らかでないこと

c.垂 直的制限行為においては、ブランド内競争が制限されたとしても、ブランド間競

争が促進されることにより、消費者の利益に貢献することがあるとの指摘があるとこ
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ろ、現行基準では、ブランド内競争とブラン ド間競争についてどのように考慮されて

いるかが必ず しも明らかでないこと

※なお、垂直的制限行為の うち、例えば再販売価格拘束については、独占禁止法上、

「正当な理由」がある場合には違法とはならない。

セーフ ・ハーバー (一定の基準や要件を満たす場合において規制の対象外と扱われ

る)に ついて、適用対象となる行為が、「競争品の取扱い」と 「販売地域制限」に限定

されており、「取引先制限」や 「販売方法の制限」についてはセーフ ・ハーバーが適用

されないが、事業者にとつて適用範囲が狭く予見可能性に貢献 していないため、この

適用範囲を拡大すべきであること

事業者がセーフ ・ハーバーを適用されるための市場シェア要件も 「10%未満かつ上位

4位 以下」とされているが、事業者にとって適用範囲が狭く予見可能性に貢献 してい

ないため、この適用範囲を拡大すべきであること

このように、垂直的制限行為については、競争制限効果を生じることもあれば、競争促進

効果を生じることもある等の指摘を踏まえ、『流通 ・取引1貫行ガイ ドライン』について、流

通分野における垂直的制限行為に関する事業者の予見可能性を高めるため、「価格が維持さ

れるおそれ」等の垂直的制限行為に係る適法 ・違法性判断基準を明確にするとともに、次の

点について明確化する。

A.垂 直的制限行為については、競争制限効果を生じることもあれば、競争促進効果を

生 じることもあり得ること、及び競争促進効果の考慮についての考え方

B.メ ーカーが単に実際の流通価格や販売先等を調査すること (「流通調査」)は 、独占

禁止法に違反 しないこと

C.売 手が一定の基準に基づき選択 した流通業者にのみ、直接又は間接的に商品やサー

ビスを販売 し、一定の基準に基づき選択された流通業者は、売手が決めた地域におい

ては、認定されていない流通業者に対 し、当該商品やサービスを提供 しない義務を負

う流通制度 (いわゆる 「選択的流通」)に ついての具体的な適法 ・違法性判断基準

また、上記の b.及び c.の指摘を踏まえ、再販売価格維持行為規市1における 「正当な理由」

について、所要の明確化を行 う。

さらに、上記の d.及び e.の指摘を踏まえ、いわゆるセーフ ・ハーバーに関する基準や要

件等について、所要の検討を行 う。

イ ー 般集中規制の見直し

a フ ォローアップ状況の公開 【平成 26年度上期措置】

独占禁止法第 9条 において、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等を

してはならないとされている。事業支配力が過度に集中する場合の考え方はガイ ドライ

ンに記載されてお り、平成 17年 5月 に施行状況のフォローアップ状況が公開されている

が、それ以降は公表されていない。

したがつて、平成 21年度に実施 したフォローアップの評価 。検討結果、及び平成 21

年度以降に実施 したフォローアップ状況を公表する。

b 一 般集中規制の在 り方 【平成 26年度措置】

上記平成 17年 5月 の施行状況のフォローアップ状況においては、第 9条 の観点から問

題 となる会社はないが、今後の一般集中規制の在 り方について、将来的には廃止するこ

とが適切であるとの指摘、事業支配力が過度に集中することにより競争が阻害されるこ

とのないよう十分配慮すべきことであるとの指摘があることも踏まえつつ、引き続き評

価 ・検討することとする、とされている。

d.

e.
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したがって、上記フォローアップ状況をもとに、独占禁止法第 9条 に基づく今後の一

般集中規制の在 り方について、市場集中規制がある中、存在意義は無く廃止すべきとの

指摘があることを踏まえつつ、現在の経済社会において規制が廃止されることにより実

際に生じ得る現実的な弊害を具体的に明らかにする。

c 事 業報告制度の簡素化 【平成 26年度検討 ・結論 ・措置】

独占禁止法第 9条 第4項 において、資産の合計額が一定の値を超える企業グループに

ついて、毎事業年度ごと、親会社 。子会社 ・実質子会社の事業報告書を公正取引委員会

に提出することが求められている。

したがつて、一般集中規制にて求められている事業報告書の報告義務について、事業

者の要望を踏まえつつ、事業報告書に記載する子会社名 ・実質子会社名の範囲を限定す

るなど、簡素化のための手法を検討 し措置する。

ウ 保 険契約の包括移転に関わる手続の簡素化 【平成 27年度検討 ・結論】

保険契約について包括移転する際は移転先会社への影響度の大小にかかわらず必ず移転

先会社の株主総会決議が必要となつている。
一方、簡易な合併手続き (会社法第 796条第 3

項)の 条件を満たす場合は存続会社の株主総会による決議なく合併することが可能であり、

合併にともなう保険契約の承継についても存続会社の株主総会決議が不要となっている。こ

のことを踏まえると、包括移転する契約に関わる責任準備金等の額が、移転先会社の責任準

備金等に比 して相当程度小さい場合は、移転先会社における株主総会による決議を要さない

こととすべきである。

したがつて、保険契約を移転する場合において、移転先保険会社に与える影響が一定程度

にとどまるような場合については、株主や保険契約者の保護等について検討 した上で、移転`

先保険会社の株主総会等の決議を不要とするような措置を講ずることについて検討 し結論

を得る。

エ ア プリ (前払式バーチャルコイン付き)廃 止時における日刊新聞への公告義務についての

電子的な代替手段活用 【平成 27年度検討 ・結論、結論を得次第、速やかに措置】

資金決済に関する法律に基づき、前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止 した

場合には、内閣府令で定める額を保有者に対 し払い戻さなければならない。この払い戻 しを

行お うとするときは、前払式支払手段発行者は、「払戻しをする旨」「払戻 しに係る前払式支

払手段の保有者は、六十 日を下らない一定の期間内に申出をすべきこと」「当該申出をしな

い前払式支払手段の保有者は、払戻 しの手続きから除斥されるべきこと」等を、時事に関す

る事項を掲載する日刊新聞紙により公告 しなければならないとされている。

したがって、電磁的な方法により利用される前払式支払手段の発行の廃止に伴 う払戻 しの

公告を、電磁的方法により行い うるものとすることについて検討を行い、結論を得る。

④国民の選択肢拡大

ア ダ ンスに係る風営法規制の見直し ※ 国際先端テス ト実施事項

a 営 業時間に関する規制等の見直し 【平成 26年度検討 ・結論、結論を得次第措置】

飲食を伴いダンスをさせる営業は風俗営業 (3号)と して規制されており、午前零時

以降の営業が禁止されている。コンプライアンス意識の高い優良企業は参入しにくく、

結果として店舗周辺の生活環境が悪化したり、ダンス産業の成長が阻害されている。ま

た、どのようなダンスが風俗営業に該当するのかは、警察庁や都道府県公安委員会が個

別に判断することとされているが、判断の基準が明確でないため、深夜以外の飲食を伴
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うダンスをさせる営業 (昼間のダンスイベン ト等)を 行おうとする事業者にとって負担

が大きい。

したがって、飲食を伴いダンスをさせる営業 (風営法第 2条 第 1項 第 3号 に掲げる営

業)に ついて、風俗営業から除外することや現在の営業時間に関する規制を緩和するこ

とを含め、その規制の在 り方について、外部有識者の意見を聴取するなどして検討を行

い、結論を得る。

飲食無し営業の規制対象除外 【平成 26年 度検討 :結論、結論を得次第措置】

飲食を伴わないダンスをさせる営業は風俗営業 (4号 )と して規制される。およそ風

営法の規制 目的からは規制対象とは考えられないようなダンス教室等も該当し、国民の

意識や営業実態と乖離 した規制となっているとの指摘がある。

したがって、飲食を伴わないダンスをさせる営業 (風営法第 2条 第 1項 第4号 に掲げ

る営業)に ついて、風営法第 2条 から除外することについて、外部有識者の意見を聴取

するなどして検討を行い、結論を得る。

c 規 定の整備 【平成 26年度検討 ・結論】

風営法上の 1号営業 (ダンス+飲 食+接 待)は 、 2号 営業 (飲食+接 待)に 必ず含ま

れるにもかかわらず、風営法上では別の営業として扱われている。

したがつて、風営法第 2条 第 1項第 1号 に掲げる営業を第 2条 第 1項第 2号 に掲げる

営業に含めて規制することについて検討を行 う。

イ 食 料品アクセス環境の改善 【平成 26年措置】

飲食店営業など公衆衛生に与える影響が著 しい営業で政令で定めるものは、都道府県が条

例で必要な基準を定めなければならならず、またそのような営業を営もうとする者は都道府

県知事等の許可を受けなければならない。食品の移動販売についても上記に該当するが、許

可申請を行 うに当たり、申請書が統一されていない、また、ガイ ドライン (自動車による食

品の移動販売に関する取扱要領について)が 時代に合っていないなど、許可手続きや基準の

改善を求める声がある。買物不自由地域における食料品の購入等の不便の解消のため、移動

販売が円滑に実施できるよう、申請書の統一や取扱要領の見直しを行 うべきである。

したがつて、買物不自由地域を解消するための移動販売車を推進する観点から、移動販売

に係る許可基準及び申請書様式の統一化を進める方策について検討 し、技術的助言として示

しているガイ ドラインの改訂及び申請書様式について平成 26年 中に措置する。

ウ 不 動産投資顧問業者等の資産運用ア ドバイス業者の銀行による子会社化の解禁 【平成 26

年度検討 ・結論】

銀行の子会社の業務範囲は銀行法第16条の 2第 1項 各号及び銀行法施行規則第17条の 3

に列挙される業務に限られ、不動産投資顧間業者等の資産運用ア ドバイス業者を子会社にす

ることはできない。主要行等向けの総合的な監督指針 (V331(2)(3)口 )により、銀行の子

会社が営む投資顧問業務において、その投資助言の対象に不動産を含むことができない。銀

行の子会社による本業務の取扱いを許容することにより、総合的な資産運用に係るア ドバイ

ザ リー ・サービスの提供を促進することが、利用者利便の向上の観点から適当である。

したがつて、金融資産のほか不動産を含めた資産運用ア ドバイスに対する顧客からのニー

ズ等を踏まえ、不動産投資助言を銀行の子会社業務範囲とすることについて検討を行い、結

論を得る。
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⑤エネルギー ・環境分野における規制改革

ア 微 量 PCB汚染廃電気機器等の処理の加速化に向けた新たな仕組みの導入

a 抜 油後の容器等の処理促進のための仕組み【平成 26年度検討開始、結論を得次第措置】

PCB処理への国民の理解が得られず 30年 間に渡って処理ができなかった歴史を教訓と

して、安全な処理に対する社会的要請を満たし、違法なルー トからの市場への流入を防

止するため、微量 PCB汚染廃電気機器等は、廃棄物の処理および清掃に関する法律によ

り特別管理廃棄物に指定され、PCB特別措置法に基づきその無害化処理が行われている。
一方で、「(当該機器に使われている)PCB汚 染油」と、「抜油後の容器等」との区別な

く無害化処理の対象とされているが、「抜油後の容器等」に残存するPCBの絶対量はごく

僅かであるにもかかわらず、油の基準と同様の取扱いとされ、リスクに見合つた処理負

担となつていないため、「抜油後の容器等」のリスクに見合つた合理的な処理対象基準の

設定ならびに当該対象基準以下のものに対する合理的な処理の仕組みを導入すべきとの

指摘がある。

したがって、微量 PCB汚染廃電気機器等の処理のうち 「抜油後の容器等」について、

当該機器を保有する事業者等を含む官民連携の下、PCBの残存量や濃度 (リスク)に応 じた、

社会的受容性や PCB処理全体との整合性のある、より合理的な処理対象基準や処理の仕

組みの実現に向けて、「抜油後の容器等」に係る環境 リスク、使用する処理技術、適切な

管理方法等に関する検討を開始する。

b 使 用中の電気機器等の処理促進のための仕組み 【平成 26年度措置】

使用中の微量 PCB含有電気機器について、電気事業法に基づき PCB電気工作物として

届け出る必要があるが、現行の制度においては、無害化技術の活用によつて当該電気機

器に含まれるPCB濃度を低減 し基準以下となった場合でも、PCB電気工作物としての規制

の対象外とすることができない。また、当該機器が廃棄物になつた際は廃棄物処理法上

の特別管理産業廃棄物 として規制される。このため、無害化処理後の使用中機器につい

て合理的な取扱いの仕組みを導入すべきとの指摘がある。

したがって、使用中の微量 PCB含有電気機器 (以下、「使用中機器」という。)に つい

て、使用中機器を所有する事業者等を含む官民連携の下、環境省による評価が終了した

課電自然循環洗浄法等の浄化技術を使用して PCBを無害化する場合の、環境保全と電気

保安を確保 した浄化手順の明確化を図る。また、使用中に無害化処理 した機器の電気事

業法令上の取扱いの明確化及び廃棄段階での処理済機器の廃棄物処理法令上の取扱いの

明確化を図る。

多目的ダムにおける電気工作物規制適用の見直 し 【平成 26年度検討 ・結論】

河川法では、多目的ダムにおける河川管理施設 とその他工作物 (発電所等)の 管理の方法

について、それらの所有者である自治体、発電事業者、用水関係者等が協議 して決めること

となつてお り、協議の結果、洪水吐ゲー トによる治水操作等については、発電事業者は、そ

の管理権限を持つていないのが実態である。しかし、電気事業法では、洪水吐ゲー ト等の共

同施設も電気工作物と見なされるため、発電事業者には、その管理権限がなくても電気事業

法上の工事計画の届出や安全管理審査等が求められてお り、管理実態にあつた法制度になっ

ていない。

したがつて、河川法第 17条の規定に基づき、関係者で協議 して管理の方法を別に定めて

いる場合であって、発電を行 う者 (電気事業者等)が 主たる管理者でない場合については、

要望者からのヒアリング等を行い、電気事業法の手続の簡素化等を検討 し結論を得る。
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ウ 食 品リサイクル法の見直し 【平成 26年度検討 口結論】

食品リサイクル法については、対象が食品関連事業者 となつているが、実際にリサイクル

を推進するためには、都道府県、市町村等の自治体の協力は不可欠である。食品リサイクル

法に関し、各自治体 (都道府県 ・市町村)の 役害1を明確にすべきである。

したがつて、現在、食料 。農業 ・農村政策審議会及び中央環境審議会の合同会合において

行われている食品リサイクル法の施行状況の点検の中での地方自治体の役割に係る議論を

踏まえ、例えば地域における食品廃棄物の発生状況等を国がきめ細かく把握 し、地方自治体

と共有する等して、国、地方自治体等が連携 して一
層食品リサイクルを推進するよう、検討

を行い、結論を得る。

⑥その他民間事業者等の要望に応える規制改革

ア 金 融機関に対する取引照会の一元化

a 国 税に係る調査等における照会文書の用語 ・書式の統一化 【平成 26年度措置】

国税に係る調査等における金融機関等に対する取引照会は、日頭または書面で行われ

る。照会文書のフォーマットに関しては、法令上の規定がないため用語 。書式が統一さ

れていない。        、

したがって、金融機関等に対 してヒアリングを行い、国税に係る調査等に関する照会

文書の照会事項については、用語を統一する。書式の統一についても、取引照会の種類

や業種ごとに統一できる箇所を調整 し、実施する。

b 国 税に係る調査等における取引照会の回答文書の郵送に関する業務の改善 【平成 26年

度措置】

国税に係る調査等における金融機関等に対する取引照会では、帳簿書類 (その写しを

含む。以下同じ。)の 提示 ・提出を要請されることがある。帳簿書類の提示 ・提出の方法

については、法令で規定されていないが、帳簿書類を郵送で提出する際の返信用封筒と

して、長形 3号 の普通郵便用封筒が同封されることが多い。一方で、帳簿書類の提出枚

数が多く、長形 3号 の封筒に収納できない事例が多いとの指摘がある。

したがって、金融機関等に対 してヒアリングを行い、取引照会に係る回答文書の提出

枚数が多い場合には、以下の対応等を実施することにより、郵送における不備を改善す

る。

①返信用封筒 として、適切なサイズの封筒を同封する。

②着払いによる特殊取扱の郵便で対応する。

c 国 税に係る調査等における取引照会の回答の電子媒体による提出 【平成 26年度措置】

国税に係る調査等における金融機関等に対する取引照会では、帳簿書類 (その写しを含

む。以下同じ。)の 提示 ・提出を要請されることがある。帳簿書類の提示 ・提出の方法に

ついては、法令で規定されていないが、電磁的記録による提出について認められなかった、

とい う指摘がある。

したがつて、国税に係る調査等に関する取引照会の回答においては、電磁的記録による

回答も認められることを各国税局 。税務署に周知徹底 し、光デイスク (CD R、DVD)等 の

電子媒体での提出を受け付ける。

d 地 方税に関する照会文書の用語 口書式の統一化 【平成 27年度措置】

地方税の課税 ・徴収における金融機関に対する取引照会は、日頭または書面で行われ

る。照会文書の書面のフォーマットには法令上の規定がないため、各自治体に委ねられ



ており、用語 。書式が統一されていない。

したがって、地方税に関する取引照会については、国税における書式等の統一化の取

組を踏まえ、以下の統一化の実施について、地方団体間で構成する協議会に対し、金融

機関側の意向を伺いながら検討することを要請し、また、検討結果についても連絡する

よう要請する。

①照会文書の依頼事項に関する用語

②照会文書の書式 (照会の種類や業種ごとに統一できる箇所を調整の上)

捜査関係事項に関する照会文書の用語 日書式の統一化 【平成 27年度措置】

捜査に関係する取引照会について、公務所又は公私の団体に対 し、捜査関係事項照会

書により必要な事項の報告を求めることができる。照会文書は各都道府県警察における

規定書式を使用するため、用語 。書式が統一されていない (以前から要望のあった事業

者に対 しては、照会文書様式の統一化について取組を行つたところ。)。

したがって、捜査関係事項に関する取引照会について、事務手続きの簡素化の方向を

目指すため、金融機関のヒアリングを行い、要望を踏まえ、用語 。書式の統一化を実施

する。

f 生 活保護の決定 ・実施に関わる照会文書の書式の統一化 【(i)については平成 26年 に結

論を得、平成 27年 以降順次措置、(li)については継続的に実施】

生活保護の実施機関 ・福祉事務所は、金融機関に対 して、生活保護の決定 。実施のた

めに必要な報告を求めることができる。各福祉事務所から送付される調査のための照会

文書の用語 。書式は、「生活保護法施行細則準則について」(平成 12年 3月 31日付け社

援第 871号厚生労働省社会 ・援護局長通知)で 定められている標準様式があるものの、

各福祉事務所によつて書式が異なることや、事案毎に照会する内容が異なること等から、

書式が統一的ではなく、金融機関の負担 となっているとの指摘がある。

したがって、生活保護の決定 。実施に関わる取引照会について、金融機関及び地方自

治体に対 してヒアリングを行った上、(1)以 下の統一化について検討 し、必要な措置を

講 じ、周知する。(ii)ま た、周知後には定期的にフォローアップを行 う。

①照会文書の依頼事項に関する用語

②照会文書の書式 (照会の種類や業種ごとに統一できる箇所を調整の上)

信託契約代理店に係る財務局宛届出書等の緩和 【措置済み】

銀行が信託契約代理業を営む場合、内閣総理大臣の登録を受けるため、登録申請書を提出

する必要があるが、この申請書の記載事項に役員の兼職状況がある。この申請書は、記載事

項に変更があつた場合、2週 間以内に変更の届出を行わなければならないため、信託契約代

理店において役員の兼職を確認するための事務負担が生じている。

したがって、銀行等が信託契約代理業を営む際の登録申請に役員の兼職状況の記載を不要

とするための必要な措置を講ずる。

ウ 保 険会社の常務に従事する取締役等の兼職認可の届出制への移行 (グループ間限定)【平

成 26年度検討 ・結論】

同一グループ内の保険持株会社 ・保険会社間では、常務に従事する取締役等を兼務する場

合に認可が必要となる。保険持株会社 ・保険会社間であれば、相互に不利な扱いをすること

は考えにくく、業務への専念においても問題がないと思料されるため、認可を不要とするベ

きである。
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したがって、兼務による弊害防止、保険会社の業務の健全性確保に留意 し、保険会社グル

ープの実態を見極めつつ、認可手続の簡素化について検討を行い、結論を得る。

工 保 険会社の行う従属業務に係る収入依存度規制の収入依存先の緩和 【平成 26年度検討 ロ

結論】

従属業務子会社の収入依存度規制における収入依存先について、①子法人等、関連法人等、

及び、②当該保険会社に所属する保険代理店にまで拡大すべきである。

したがつて、従属業務子会社の収入依存度規制における収入依存先について、保険会社の

他業禁止の趣旨やグループとしてのリスク管理の観点を踏まえ、親会社 との実質的一体性に

留意 しながら、子法人等及び関連法人等にまで拡大することとともに、保険代理店について

もこれに加えることについて検討を行い、結論を得る。

オ 外 貨定期預金 (1年 物)の 自動継続時における 「同一内容の特例」適用範囲の見直 し 【平

成 26年 度検討 ・結論】

預入期間 1年 物の外貨定期預金について、技術的なシステム仕様から預入期間が暦年ベー

スで 1年 を数 日超える可能性があるが、数 日超えることでも法定書面の送付が必要となる。

物理的に暦年ベースで 1年 を超えるケースでも、「同一内容の特例」を適用し、法定書面の

交付省略を許容すべきである。

したがつて、自動継続の契約の実態を踏まえ、自動継続契約の日が休 日などの理由により、

契約締結前交付書面の交付の日が前回から1年 を超えた際の契約締結前交付書面の交付の

要否について、検討を行い、結論を得る。

力 臨 時休業等における業務の再開に係る店頭の掲示の緩和 【平成 26年度検討 口結論】

銀行法第 16条 において、臨時の体止及び業務の再開において、届出書の提出、公告、当

該営業所の店頭掲示が求められる。銀行法施行規則第 17条第 4項 第4号 に規定される 「体

業期間が 1営 業 日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合」におい

ても、一月経過するまで業務再開時の店頭掲示を行わなければならない。

したがって、銀行の臨時体業等における業務の再開に係る掲示の在 り方について、規制の

趣旨を踏まえ、休業期間に応 じた店頭掲示期間の見直し等の検討を行い、結論を得る。

キ 連 結決算状況表等の提出期限の緩和 【平成 26年度検討 ・結論】

銀行は、決算期ごとに当局宛てに決算状況表 ・連結決算状況表を提出してお り、提出期限

は、(1)単体が期末 日経過後 45日 以内、(2)連結が期末 日経過後 55日以内又は決算発表 日の

前 日のいずれか早い日、とされている。多くの地方銀行は、東証等からの決算発表早期化の

要請を受け、期末 日経過後 40日前後に決算発表を行つている。このため、決算状況表 。連

結決算状況表、決算短信及び決算説明資料の提出期限がほぼ同時期となり、資料の作成負担

が一時期に集中している。銀行監督上求められている連結決算状況表等の提出期限を緩和す

べきである。

したがつて、銀行の連結決算状況表等の提出期限について、監督指針に基づく報告等の見

直しの枠組みの中で検討 し結論を得る。

ク 公 開買付規制における株券等所有割合の計算方法の見直 し 【平成 26年 度検討 ・結論】

株券貸借取引に係る株券等について、貸主は引渡請求権を有するため、当該株券貸借取引

に係る株券等は公開買付規制における 「株券等所有割合」に算入される。証券会社がその業

務 として行 う株券貸借取引には、通常、会社の支配権に影響を与えようとする意図はなく、



また、転貸 した株券等については、議決権の行使も不可能であることから、公開買付規制に

おける、「株券等所有割合」の計算の基礎 となる株券等の範囲から株券貸借取引に係る株券

等を除外すべきである。

したがって、公開買付規制において、潜脱的な取引を防止する観点から、引渡請求権を有

する株券等については株券等所有害1合に算入することとされている規制の趣旨を踏まえつ

つ、「株券等所有割合」の計算の基礎 となる株券等の範囲から株券貸借取引に係る株券等を

除外することについて検討を行い、結論を得る。

ケ  「 公開買付けによる買付け等の通知書」における公開買付者による押印の省略 【平成 26

年度検討 口結論】

「公開買付けによる買付け等の通知書上の様式における押印について、既に、電磁的方法

により当該 「通知書」を提供するときは公開買付者の押印の省略が許されてお り、電磁的方

法によらない場合であっても押印を求める意義は乏しいと考えられることから、これ と同様

に省略すべきである。

したがつて、「公開買付けによる買付け等の通知書」において公開買付者の押印を求めて

いることの趣旨を踏まえつつ、当該 「通知書」の様式から押印を省略することについて検討

を行い、結論を得る。

コ 条 件決定時の訂正目論見書の交付省略の特例における公表方法の緩和 【平成 26年 度検

討 。結論】

開示府令第 14条の 2第 1項 第 3号 では、発行者及びその有価証券を募集又は売出しによ

り取得させ、又は売 り付けようとする販売証券会社等のホームページ等に発行条件を記載す

る方法を採る場合は、電話等により当該情報を取得 したこと等を確認 しなければならないと

されている。ネット等で情報開示が行われることについて、あらかじめ投資家が確認 してい

る場合には、条件決定後の情報取得の確認を不要とすべきである。

したがつて、条件決定時における訂正 目論見書の交付に代えて、発行体等のウェブページ

を用いて投資者に発行条件を閲覧させる方法 (電話等による閲覧確認を義務付け)について、

発行体等の負担軽減 と投資者保護のバランスに留意 しつつ、一定の場合には電話等による閲

覧確認を不要とすることができないか検討を行い、結論を得る。

サ 大 規模建築物におけるCLTの活用のためのJAS規格の策定及び一般的な設計法に関する基

準の策定 【JAS規格については措置済み。一般的な設計法については、平成 27年度までに

検討、結論を得次第措置】

CLT(※ )は 欧州で開発された本質材料であり、海外 (主に欧州)に おいては建築用の構

造用部材 として使用されているが、国内においては CLTの規格等が無く、建築基準法上での

位置付けがないため、大臣認定を取得 した場合を除き、CLTを建築物の構造耐力上主要な部

分 (壁や床等)に 使用することができない。CLTを一般的な建築資材 として広く利用するた

め、JAS規格及び一般的な設計法に関する基準の整備をするべきである。

したがって、農林水産省にて CLTの 」AS規 格を制定する。国土交通省にて CLTを用いた建

築物の一般的な設計法を平成 27年度までに検討 し、結論を得次第措置する。農林水産省に

おいても強度データの収集等に協力する。

(※)CLT:ひ き板を繊維方向が直交するように積層接着した重厚なパネル

シ 超 高層建築物の大臣認定期間の短縮 【平成 26年 度上期措置】

高さが 60メー トルを超える超高層建築物は、その安全性について、国土交通大臣の認定



(大臣認定)を 受ける必要がある。大臣認定を受けるためには、指定の性能評価機関により

事前の審査を受けなくてはならない。現状、性能評価機関にて、委員会や部会の開催も含め

た 1か 月半程度の審査期間を経た後、評価機関での審査資料や性能評価書を添付 して大臣認

定を申請し、認定までは2か 月半から3か 月を要している。しかし、既に指定の性能評価機

関にて審査を経ていることを踏まえれば、認定まで評価機関と同等の 1か 月半程度までは短

縮可能だと考えられる。

したがつて、超高層建築物の大臣認定における審査において、事業者の円滑な申請に資す

るよう、チェックリス トの作成等の対策を講 じる。

ス 非 常用エレベーターヘの機械室を有しないエレベーターの適用【平成 26年 度検討・結論】

機械室なしエレベーターは、1998年から国内市場に登場するとともに急速に普及 し、2012

年度新設ロープ式エレベーター設置台数の 90%を 占めるに至つているが、建物高さが 31m

を超える際に設置が必要な、非常用のエレベーターにおいては、機械室なしエレベーターが

認められていない。

したがつて、機械室を有しない非常用エレベーターに必要とされる具体的な措置について

検討 し、結論を得る。

セ 機 械室なしエレベーターの昇降路内温度上昇に関する要件の見直し 【平成 26年度検討 ・

結論】
｀

機械室なしのエレベーターの駆動装置及び制御器を設ける昇降路において、換気上有効な

開口部等の設置を不要とするためには、機器の発熱により駆動装置等の設置場所の温度が摂

氏 7度 以上上昇しないことが計算により確かめられた場合 とされている。しかし、駆動装置

等の設置場所の温度が摂氏 7度 以上上昇する場合であっても、昇降路が外気温度や 日射の影

響等を受けず
一定温度以下に保たれている場合等については、駆動装置等に悪影響を与えな

い場合があると考えられるが、この場合であつても換気上有効な開口部等を設置しなければ

ならず、事業者の負担となつている。

したがって、機械室を有しないエレベーターの駆動装置及び制御器の設置場所に換気上有

効な開口部等を設けない場合に必要とされる措置について、設置場所の温度が摂氏 7度 上昇

しないことによらず、昇降路内の温度の上昇により部品の劣化進行防止や故障発生防止の面

から安全性が確かめられた場合について適用できるよう計算又その他の措置による方法を

検討 し結論を得る。

ソ 既 存建築物に係る確認申請及び完了検査の取得手続に係る法整備【平成 26年度上期措置】

現状、改修 。修繕工事時の確認申請未提出により、手続上の違反建築物 となつている建築

物は、建築基準法の技術基準に適合 しているかどうかが明らかではなく、また完了検査の未

受検により、手続上の違反建築物となつている建築物は、交付を受けた確認済証のとおり建

築基準法に適合するように適切に工事がなされたかどうかが明らかではなく、施工部分を撤

去 した上で確認申請を行い、確認済証を交付された後、再施工し、完了検査を受けなければ

ならず、現実的に適法化できない状態になつている場合があるとの指摘がある。これら手続

上の違反を有する建築物について、建築基準関係規定への適合性を証明するための手続を整

備すべきである。

したがって、既存建築ス トックの有効活用や不動産取引の円滑化の観点から、民間機関に

よる検査済証のない建築物の調査について統一的な調査方法を示したガイ ドラインを策定

し、周知する。
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夕 建 設業許可手続における書類提出の緩和 【平成 26年検討 ・結論】

建設業許可を取得する際には、4つ の許可要件を備えていること、および欠格要件に該当

しないことが必要となつている。許可要件のひとつの 「誠実性」や欠格要件に該当しないこ

との証明として、非常勤を含む役員全ての略歴書や身分証明書、成年被後見人 ・被補佐人で

ない旨の登記証明書などの書類を提出することが求められている。

したがって、建設業許可申請書類における役員の提出書類について、必要性及び申請者の

負担を考慮しつつ、簡素化を検討 し、結論を得る。

チ 地 方公共団体における住宅附置義務の見直 し 【平成 26年 度措置】

地方自治体が行 う大規模建築物への住宅附置義務 。開発協力金制度等について、総務省 。

国土交通省より、指導要綱及びこれに基づく行政指導の適正な見直しを行 うよう地方公共団

体に要請 したところ、いまだ改善が見られない自治体があるとの指摘がある。

したがって、地方自治体が指導要綱等で定める住宅附置義務や負担金について、住宅や人

口の回復状況などを踏まえ、既に役割を終えたものについては、廃止を含め見直しを行 うよ

う要請する。

ッ 主 任技術者及び監理技術者の雇用関係の取扱いの緩和 【平成 26年措置】

「監理技術者制度運用マニュアル」により、技術者 と所属建設業者の間には直接的かつ恒

常的な雇用関係があることが必要となっている。高年齢者雇用安定法に規定する糸区続雇用制

度の適用を受けている者についても、雇用期間によっては常時雇用されている者 とみなされ

ず、主任技術者及び監理技術者 とできないため、高年齢者の雇用の課題のひとつとなってい

る。

したがって、糸区続雇用制度の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、

常時雇用されているものとみなすことを監理技術者制度運用マニュアルにおいて明確化す

る。

テ 高 圧ガス認定事業所における検査組織、検査管理組織の長の代理者の選任 【平成 26年度

検討 ・結論】

高圧ガス保安法では、保安統括者等の代理者を選任 し、保安統括者等が旅行、疾病その他

の事故によつてその職務を行 うことができない場合にその代理者を選任 して、職務を代行さ

せることが認められている。一方、同法の認定完成検査実施者、認定保安実施者の認定制度

においても、検査組織の長及び検査管理組織の長を選任 し、省令別表に定める業務が行われ

てお り、保安統括者等と同様、疾病等により職務を行 うことができない場合も想定されるが、

代行が認められていない。

したがって、高圧ガス保安法における認定完成検査実施者、認定保安実施者の認定制度に

おける代理者専任について、検査及び検査体制等、保安管理の実態等について事業者にヒア

リング等を行った上で検討 し、結論を得る。

卜 貨 物自動車運送事業者によるレンタカー使用用途 ・期間の緩和

貨物自動車運送事業者は原則 としてレンタカーを使用することが認められていないが、引

越輸送が集中する期間等に限 り、引越輸送等にレンタカーを使用することができる。しかし、

レンタカーを使用できる用途や期間が限定されていることから、運送事業者のレンタカー使

用に対するニーズに応えきれていないとの指摘がある。

したがつて、以下の規制改革項目を実施する。
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a 貨 物自動車運送事業者によるレンタカー使用用途 ・期間の緩和① 【平成 26年度検討 ・

結論 ・措置】

車検や点検、修理等により車両を使用できない期間における代車としてのレンタカー

使用について、事業者ニーズ等を踏まえて検討 し、結論を得る。

b 貨 物自動車運送事業者によるレンタカー使用用途 ・期間の緩和② 【措置済み】

通達 「年末年始及び夏期等繁忙期における トラック輸送対策について」において記載

されている 「百貨店配送貨物等に係る自家用自動車の有償運送の許可」について、「百貨

店配送貨物等」に限らず、全ての輸送について対象とする。

c 貨 物自動車運送事業者によるレンタカー使用用途 ・期間の緩和③ 【平成 26年度検討 ロ

結論 ・措置】

引越シーズンにおいて貨物自動車運送事業者がレンタカーを使用できる期間を、以下

にすることについて事業者ニーズを踏まえて検討し、結論を得る。
・引越シーズン 3月 1日 から4月 30日 まで

d 貨 物自動車運送事業者によるレンタカー使用用途 口期間の緩和④ 【措置済み】

通達 「年末年始及び夏期等繁忙期における トラック輸送対策について」において記載

されている夏期及び秋期繁忙期に、「各地方運輸局の実情に応 じ、一か月から二か月程度

の期間を適宜設定する」との規定について、撤廃するよう必要な措置を行 う。

e 貨 物自動車運送事業者によるレンタカー使用用途 ・期間の緩和⑤ 【平成 26年度措置】

引越シーズンにおけるレンタカー使用の申請方法について、申請書類の合理化を図る

等、申請時の負担を軽減するために必要な措置を行 う。

ナ 確 定給付企業年金における脱退一時金の受給未請求状態の取扱い明確化 【平成 26年検

討 ・結論】

確定給付企業年金法第 41条第 4項 の規定により、同法第 27条第 3号 に該当することとな

つた者 (使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったことにより資格喪失 した者)

は、脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申し出をすることができない。当該者につ

いて、支給の繰下げを認めるべきではないかとの指摘がある。

したがって、使用される事業所等が実施事業所でなくなつたため資格を喪失 した者への脱

退一時金の支給の繰下げについて、他実施事業所に繰下利率等の負担がかかる懸念等を踏ま

えつつ、検討 し結論を得る。

二 確 定給付企業年金、厚生年金基金における選択一時金の要件緩和 【平成 26年度検討 ・結

論】

確定給付企業年金の老齢給付金 (一時金)に ついて、資格喪失時から支給開始時までの下

限予定利率の上昇により、資格喪失時の一時金額を受け取れないケースが発生 しうるため、

限額の計算に係る予定利率は、以下(1)(2)に対 し(3)を加え、当該予定利率は(1)～(3)※の

いずれか低い率とすべきである。

※(1)前回計算基準 日以降最も低い下限予定利率

(2)老齢給付金の支給開始要件を満たした時の(1)の率

(3)資格喪失時の(1)の率

したがつて、確定給付企業年金 (一時金)の 上限額の計算に係る予定利率の取扱いについ
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て、利率の変動への対応の要否を含め検討 し、結論を得る。

ヌ 制 度変更に伴う確定拠出年金制度への移換相当額の連合会移換【平成 26年 度検討・結論】

確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度を変更し、積立金の一部を企業型年金の資産管

理機関へ移換する場合、各加入者の移換相当額について、規約で定めることで本人の希望に

より本人に一時に支払 うことは可能であるが、当該額の企業年金連合会への移換について認

めるべきである。

したがって、確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度を変更し、積立金の一部を企業型

年金の資産管理機関へ移換する場合、各加入者の移換相当額について、当該額の企業年金連

合会への移換を認めることについて検討 し、結論を得る。

ネ 既 に企業型年金加入者又は個人型年金加入者である中途脱退者の確定拠出年金への脱退

一時金相当額の移換 【平成 26年度検討 口結論】

確定給付企業年金又は厚生年金基金の中途脱退者は、確定拠出年金法第 2条 に規定する企

業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得 したときに、確定拠出年金への脱退一時

金相当額の移換を申し出ることができるとされている。一方、既に企業型年金加入者又は個

人型年金力日入者である中途脱退者については、脱退一時金相当額の移換を申し出ることがで

きないが、当該者についても移換を申し出ることを可能とすべきである。

したがって、確定給付企業年金について、脱退一時金相当額を移換することを可能とすべ

く検討 し、結論を得る。

ノ 確 定拠出年金運営管理機関の変更届出事項の簡素化 【平成 26年度検討 ・結論】

確定拠出年金運営管理機関は、登録事項に変更が生じたときは、変更 日から2週 間以内に

主務大臣に届け出ることとされている。この中で、法人の場合、役員の氏名 ・住所に変更が

生じた場合には変更届出を行 うことが求められているが、事務負担の削減を鑑み、「法人を

代表する役員」のみを変更届出の対象 とするなど、金融機関の届出事項の簡素化を図るべき

である。

したがつて、確定拠出年金運営管理機関の変更届出について、運営管理機関の状況を把握

する必要性を踏まえつつ、「法人を代表する役員」のみを変更届出の対象とするなど届出事

項の簡素化を検討 し、結論を得る。

ハ 確 定給付企業年金制度での個人単位の権利義務移転 ・承継での手続簡素化 【平成 26年度

検討 ・結論】

現状の確定給付企業年金法施行令第 49条 第 2号 に定める個人単位の権利義務移転 ・承継

については、発生の都度、認可承認申請を行 うこととなる。認可申請には、事業主 。労働組

合等の同意に加え、基金型での代議員会での議決等の手続が必要となり、更に給付減額が伴

う場合は、減額に係る同意も必要となる。

したがって、確定給付企業年金制度での個人単位の権利義務移転・承継での手続について、

あらかじめ定めた特定の企業年金制度間での権利義務移転・承継である場合は発生の者5度の

認可申請は不要とするなど、手続の簡素化について検討 し、結論を得る。

ヒ 確 定拠出年金における運用商品除外手続の緩和 【平成 26年度検討 ・結論】

現在、確定拠出年金法第 26条 において、運用の方法を除外する場合、原則 として、当該

運用の方法を選択 している加入者等の全員から同意を取 り付けることとされている。しかし、

カロ入者等の全員から同意を取 り付けることへの負荷から、運用の方法の除外はほとんど実施
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されていない。

したがつて、確定拠出年金制度における商品の除外手続において、全員の同意から労働組

合等との合意に代えることについて、加入者等の受給権保護の観点を踏まえつつ、検討 し結

論を得る。

フ 確 定拠出年金における承認 ・申請手続の簡素化 【平成 26年度措置】

企業型年金の規約の変更等に係る手続は、原則 として厚生労働大臣へ申請書を提出し、承

認を受けなければならず、届出で足 りる範囲は限定的となつている。

したがって、確定拠出年金の変更等の手続において、企業型年金を実施する事業主の事務

費に係る事項等を軽微な事項とする等、申請を要する範囲の見直を行い、届出制とする。

へ 厚 生年金基金から他の企業年金制度への移行促進 【措置済み】

厚生年金基金制度の見直しを盛 り込んだ「公的年金制度の健全性及び信頼性確保のための

厚生年金保険法等の一部を改正する法律」の成立に伴い、一部の健全な基金を除き、厚生年

金基金は解散又は他の企業年金制度へ移行することとされた。同法においては、各事業所が

上乗せ部分の給付を継続 していくための支援策として、各事業所が残余財産を他の企業年金

制度等に移行できるよう措置されたが、基金の実施事業所の多くが中小企業であることを考

えれば、現行の企業年金制度の設立 ・運営手続の更なる簡素化及び簡易な手続で設立できる

企業年金制度の実現が求められる。

したがつて、確定給付企業年金、確定拠出年金における規約の変更に係る手続要件の緩和、

受託保証型確定給付企業年金の適用対象の拡大等を行 う。

ホ 確 定給付企業年金における承認 ・認可申請手続の簡素化 【平成 26年度措置】

確定給付企業年金の規約の変更等に係る手続は、原則として厚生労働大臣へ申請書を提出

し、承認 。認可を受けなければならず、届出で足 りる範囲は限定的である。

したがって、確定給付年金の変更等の手続において、確定給付企業年金の給付の種類、受

給の要件及び額の算定方法並びに給付の方法に関する事項 (ただし、労働協約等の変更によ

り確定給付企業年金法第 27条 に規定する力日入者資格の喪失の時期が変更になる場合その他

の軽微な変更に限り、給付の減額に係る部分を除く。)等 を軽微な事項とする等申請を要す

る範囲の見直しを行い、届出制とする。

マ フ エム トセル基地局の電波法関係法令届出の効率化 【措置済み】

フェム トセル基地局は、簡易な操作であっても、その操作を携帯電話事業者以外の者が行

う場合は、その旨を届け出ることが必要となつている。また、包括免許を受けたフェム トセ

ル基地局において、開設等を実施 した際には、開設 日・設置場所 ・製造番号等を 15日 以内

に届け出る必要がある。

したがって、事業者の負担を軽減する観点から、各総合通信局等において、フェム トセル

基地局開設等届出を随時受けることについて周知 ・徹底する。

ミ 航 空機登録記号の変更 【平成 26年度検討 口結論】

航空機登録制度において、航空機登録の変更申請については、登録記号等の変更について

法令上の定めがない。

したがって、航空機登録制度における航空機登録記号の変更について、登録記号を使用す

る安全管理に係る諸業務への支障、財産的権利の保全の観点からの支障等を見極めた上で検

討 し、結論を得る。



ム 外 国人技能実習制度の見直 し 【措置済み】

技能実習制度は日本で開発 され培われた技能 。技術 ・知識の開発途上国等への移転等を目

的とした在留資格で、最長 3年 滞在することが可能である。技能実習期間 (1号 及び 2号 、

合計 3年 )が 終了し、
一定レベル以上の技能を身につけた技能実習生が、より高度な技能も

しくは多能工として必要な関連技能を身につけるため、更に2年 程度の技能実習を可能とす

る制度を創設するべきである。

したがつて、法務大臣の私的懇談会である 「第 6次 出入国管理政策懇談会」の分科会にお

いて、制度適正化のための施策とともに、例えば、優良な受入れ機関については、
一定の要

件を満たす技能実習生が、従来よリー段高い技能等を修得するために、再技能実習を認める

ことや技能実習期間を延長すること等の施策について、国際協力に資する観点から検討 し、

平成 26年 6月 、制度の見直しに関して一定の方向性を出す。
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4 農 業分野

(1)規 制改革の目的と検討の視点

我が国の農業を取 り巻く環境は厳 しい状況にあり、農業者の高齢化や次代の後継者問題、受け

手を必要とする遊休農地や耕作放棄地の増加など、農業を巡る環境は危機的状況にあると言える。

こうした中にあつても、これらの課題を克服 し、競争力ある農業、魅力ある農業を創 り、農業

の成長産業化を実現するためには、既存農業者や新規参入者、農業団体や企業等の意欲ある主体

が、地域や市町村の範囲を超えて精力的な事業展開を図るなど、新 しい道を積極果敢に切 り開い

ていく必要がある。

農地中間管理機構の創設を、国民の期待に応える農業改革の第一歩とし、その上で、農業委員

会、農地を所有できる法人 (農業生産法人)、農業協同組合の在 り方等に関して、これら3点 の

見直 しをセットで断行 していく。

①農地中間管理機構の創設

農業者の高齢化等の現下の農業をめぐる深刻な環境を踏まえ、農地中間管理機構は、農地を

集積 ・集約 し大規模な生産性の高い農業の実現、新規参入等の促進を図る。

②農業委員会等の見直し

農業をめぐる社会経済の構造変化に対応 して、農業委員会は、遊休農地対策を含めた農地利

用の最適化に重点を置き、これ らの業務の積極的な展開を図る。

残された時間的な猶予は少ない中で、農地利用最適化推進委員 (仮称)を 新設するなど農業

委員会の実務的機能の強化を図る。

③農地を所有できる法人 (農業生産法人)の 見直し

長年にわたり耕作に従事してきた農業者の豊富で有益な経験と新しい世代や異なる地域 。業

種の知恵 。技術 。ノウハウとをつなぐ。

さまざまな担い手による協働の中から地域農業の多様な経営 ・技術の革新と付加価値の拡大

を図り、新分野の価値の創出と企業化を推進する。

④農業協同組合の見直し

各農協がおかれた環境は、地域によつてさまざまであるため、中央からの共通の指導に基づ

くのではなく、地域の農協が主役 となり、それぞれの独自性を発揮 して農業の成長産業化に全

力投入できるように、抜本的に見直す。

各農協が、不要なリスクや事務負担を軽減 して、経済事業の強化を図るとともに、各農協が、

時代の変化に対応 し、6次 産業化にリーダーシップを発揮 し、農業者に最大の利益を還元でき

るよう経営に精通 した者を積極的に登用 し、執行体制を整える。

このため、今後 5年 間を農協改革集中推進期間とし、農協は、重大な危機感をもつて、以

下の方針に即 した自己改革を実行するよう、強く要請する。

政府は、以下の改革が進められる法整備を行 うものとする。

(2)具 体的な規制改革項目

①農地中間管理機構の創設 【措置済み】

競争力ある農業、魅力ある農業、農業の成長産業化を実現するためには、国、都道府県及

び市町村それぞれの権限と責任を明確にし、役割分担を明らかにした上で、関係者が目標 と

政策課題を共有し、新規参入者を含め地域が一体となり、意欲ある多様な担い手への農地集

積 と集約化を公平 ・公正に促進 していくことが重要である。



政府においては、こうした基本的考え方に立って、農地を集約 し大規模な生産性の高い農

業を実現すること、新規参入の促進を図ること等を目指 した農地中間管理機構の制度化を図

るべきである。

したがって、農地中間管理機構の創設に際しては、以下の諸点を踏まえ、農地中間管理事

業の推進に関する法律を提出する。
。 国、都道府県及び農地中間管理機構の権限と責任の明確化
・ 農地中間管理機構の機能にふさわしい体制
・ 既存の制度の整理 ・合理化
。 事業目的に資する農地の借受け
。 貸主に対する財政的措置の在 り方

・ 農地中間管理機構が貸付先を決定する公正な貸付けルールの明確化
。 農地中間管理機構の職務執行を監視 ・監督する機関の設置
。 農地中間管理機構の業務の再委託の禁止

②農業委員会等の見直し

ア 選 挙 ・選任方法の見直し 【平成 26年度検討 ・結論、法律上の措置が必要なものは次期

通常国会に関連法案の提出を目指す】

現在の農業委員については、名誉職 となっているのではないか、兼業農家が多いのでは

ないか等の指摘がある。

したがつて、農業委員会の使命を的確に果たすことのできる適切な人物が透明なプロセ

スを経て確実に委員に就任するようにするため、選挙制度を廃止するとともに、議会推

薦 ・団体推薦による選任制度も廃止 し、市町村議会の同意を要件とする市町村長の選任委

員に一元化する。その際、事前に地域からの推薦 。公募等を行えることとする。これに伴

い、市町村長は、農業委員の過半は認定農業者の中から選任 し、また、利害関係がなく公

正に判断できる者を必ず入れることとする。

また、機動的な対応を可能とするため、農業委員は現行の半分程度の規模にする。

さらに、女性 。青年農業委員を積極的に登用する。

なお、委員にはその職務の的確な遂行を前提としてふさわしい報酬を支払 うよう報酬水

準の引き上げを検討するものとする。

イ 農 業委員会の事務局の強化 【平成 26年度検討 ・結論、平成 27年度措置】

現在の平均的な農業委員会事務局職員数は約 5人 であり、その約半数が市町村内部部局

との兼任 となつてお り、農業委員会の実務的機能の強化を図る上で、現在の事務局体制で

は必ず しも十分ではないとい う指摘がある。

したがって、農業委員会の事務局については、複数の市町村による事務局の共同設置や

事務局員の人事サイクルの長期化の実施などにより業務の円滑な実施ができるよう体制

を強化する。

ウ 農 地利用最適化推進委員の新設 【平成 26年 度検討 ・結論、法律上の措置が必要なもの

は次期通常国会に関連法案の提出を目指す】

農業生産 。経営の基礎的な資源 としての農地は減少傾向にあり、耕作放棄地の増加に歯

止めをかけられない状況が続いてお り、農業委員会の業務の一部である耕作放棄地の調

査 。改善指導など、農地の監視活動の強化を図るべき等の指摘がある。

したがって、農業委員会の指揮の下で、担い手への集積 ・集約化、耕作放棄地の発生防

止 ・解消、新規参入の促進など各地域における農地利用の最適化や担い手の育成 。発展の
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支援を推進する農地利用最適化推進委員 (仮称)の 設置を法定化する。

なお、農地和l用最適化推進委員は、農業委員会が選任することとし、その際事前に地

域からの推薦 。公募等を行えるようにする。農地利用最適化推進委員は、地域の実情に応

じて必要数を選任 し、報酬は、市町村ごとに一定のルールの枠内で支給することを検討す

る。

工 都 道府県農業会議 ・全国農業会議所制度の見直し 【平成 26年度検討 ・結論、法律上の

措置が必要なものは次期通常国会に関連法案の提出を目指す】

農業委員会は、自らの置かれた環境に応 じ自主的 。主体的に責任をもつてその業務に取

り組むことを基本とすべきである。

したがつて、農業委員会の見直しに併せて、都道府県農業会議、全国農業会議所につい

ては、農業委員会ネットワークとして、その役割を見直し、農業委員会の連絡 。調整、農

業委員会の業務の効率化 ・質の向上に資する事業、農地利用最適化の優良事例の横展開等

を行 う法人として、都道府県 。国が法律上指定する新たな制度に移行する。

オ 情 報公開等 【平成 26年度検討 ・結論、平成 27年度措置】

農業委員会については、農業委員会と関わることが少ないことや外部の人間の日に見え

る活動が少ないことなどから、その活動が見えないという指摘がある。

したがって、農業委員会は、その業務の執行状況を農業者等の関係者に分かりやすくタ

イムリーに情報発信するものとする。

また、農業委員会は、農地の利用状況調査を毎年、確実に行い、農地ごとにその利用状

況を公表する。

農林水産省及び都道府県農政部局は、

行い、農業委員会に対する適切な助言、

力 遊 休農地対策 【平成 26年度検討 ・結論、平成 27年度措置】

耕作放棄地が増加 している現状や、今後、域外参入者や農外企業を含め多様な担い手の

参入が予想されることを踏まえ、農地の保全について取組を一層強化する必要がある。

したがって、農業委員会は、農地の利用関係の調整、農地中間管理権の取得に関する協

議の勧告等の業務を着実に実施するものとするほか、農地中間管理機構が必要に応 じて農

業委員会に対して利用意向調査の実施を促す仕組みをつくる。

キ 違 反転用への対応 【平成 26年度検討 ・結論、平成 27年度措置】

都道府県知事等は、違反転用者に対 し農地への原状回復を促す指導 。勧告や処分を行 う

ものとされているが、違反転用に対する処分等が必ず しも十分に行われていないのではな

いかとの指摘がある。

したがって、優良農地の確保の業務を強化することとし、違反転用事案について、権限

を有する者『道府県知事又は農林水産大臣に対 して農業委員会が権限行使を求めることが

できる仕組みをつくる。

ク 行 政庁への建議等の業務の見直し 【平成 26年度検討

のは次期通常国会に関連法案の提出を目指す】

法律上の措置が必要なも

農業委員会は、遊休農地対策や違反転用対策に重点を置き、これらの業務の積極的な展

開を図るべきであるという指摘がある。

したがつて、農業及び農民に関する事項についての意見公表、行政庁への建議等の業務
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は、農業委員会等に関する法律に基づく業務から除外する。

ケ 転 用制度の見直し 【平成 26年度検討 ・結論、平成 27年度措置】

農地転用制度について、現行の要件が農業の 6次 産業化や営農に必要な施設の設置等に

支障となつているとの指摘がある。

したがって、植物工場、販売加工施設など農業の6次 産業化 ・成長産業化に資する農地

の転用については、より円滑な転用を可能とする観点から見直しを行 う。

コ 転 用利益の地域の農業への還元 【平成 26年 度検討開始】

農地が国民のために限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることに

鑑み、地域における農地の適切な保全を図りつつ、農地流動化を促進する必要がある。

したがって、農地流動化の阻害要因となる転用期待を抑制する観点から、転用利益の地

域農業への還元等、公平で実効性のある方策について中長期的に検討を進める。

③農地を所有できる法人の見直 し

ア 役 員要件 ・構成員要件の見直し 【平成 26年度検討 ・結論、法律上の措置が必要なものは

次期通常国会に関連法案の提出を目指す】

農業生産法人の制度は、長年にわたり耕作に従事してきた農業者の豊富で有益な経験と、

新しい世代や異なる地域 。業種の知恵 。技術 ・ノウハウとをつなぐ観′点から、その充実 ・

拡充が検討されるべきである。この点について、現行の農業生産法人の要件については、

事業規模拡大に十分に対応できるか、農業者の資金調達手段を狭めていないか、その制度

が現場に携わる者にとつて簡素で分か りやすいものになっているか等の観点から所要の

改善が求められる。

したがつて、現行の農業生産法人制度に係る改善を図るため、以下を内容 とする農地法

の改正案を次期通常国会に提出する。

a役 員要件について、役員又は重要な使用人のうち一人以上が農作業に従事 しなければな

らないものとする。

※ リ ースの場合における役員の要件についても同様に、役員又は重要な使用人とす

る見直しを行 うものとする。

b構 成員要件について、議決権を有する出資者のうち、2分 の 1を超える者は農業関係者

でなければならない一方で、 2分 の 1未満については制限を設けないものとする。

イ 事 業拡大への対応等 【原則として 「農地中間管理事業に関する法律」の 5年 後見直 しに

併せて措置】

事業拡大を進める意欲的な法人にとつて、農地を所有できる法人 (農業生産法人)の 要

件が成長の壁 となっているとの指摘があり、諸般の状況変化に応 じて適切に見直しがなさ

れていくべきである。

したがって、更なる農業生産法人要件の緩和や農地制度の見直しについては、「農地中

間管理事業に関する法律」の5年 後見直し (法附則に規定)に 際して、それまでにリース

方式で参入 した企業の状況等を踏まえつつ、検討 し、結論を得る。

④農業協同組合の見直し

ア 中 央会制度から新たな制度への移行 【平成 26年 度検討 ・結論、法律上の措置が必要なも

のは次期通常国会に関連法案の提出を目指す】

単協は、自立した経済主体として、適切なリスクを取 りながらリターンを大きくしてい

くこと、生産資材等について全農 。経済連 と他の調達先を徹底比較して最も有利なところ



から調達して事業運営を行つていくこと等を通 じて、それぞれの創意工夫で積極的に事業

運営を行 うことが期待されている。

こうした中で、単協が全農 。経済連を通 じて取引をするかどうかは単協の選択に委ねる

べきこととされ、各単協の自由な経営を制約 しないことが求められている。

また、中央会制度については、昭和 29年 に、危機的状態に陥った農協経営を再建する

ための強力な指導権限をもつた特別の制度として導入されたものであり、中央会自らは経

済活動を行つていないところ、既に農協は約 700(中央会発足時は 1万超)と なってお り、

JAバ ンク法に基づき信用事業については農林中金に指導権限が付与されているなど制

定当時から状況は大きく変わつてお り、各単協の自由な経営を制約 しないことが求められ

ている。

今後は、単協が地域の多様な実情に即 して主役となつて独自性を発揮 し、自主的に地域

農業の発展に取 り組むとともに、中央会が単協の自由な経営を制約 しないようその在 り方

を抜本的に見直す必要がある。こうした中で、中央会は、新たな役割、体制を再定義する

ことが求められる。

したがって、農協改革については、農協を取 り巻く環境変化に応 じ、農協が農業者の所

得向上に向けて経済活動を積極的に行える組織となるよう、的確な改革を進めるため、以

下の方向で検討 し、次期通常国会に関連法案を提出する。

・農協法上の中央会制度は、制度発足時との状況変化を踏まえて、他の法人法制の改正時

の経過措置を参考に適切な移行期間を設けた上で現行の制度から自律的な新たな制度に

移行する。
・新たな制度は、新農政の実現に向け、単協の自立を前提としたものとし、具体的な事業

や組織の在 り方については、農協系統組織内での検討も踏まえて、関連法案の提出に間

に合 うよう早期に結論を得る。

イ 全 農等の事業 ・組織の見直し 【平成 26年 度検討 ・結論、法律上の措置が必要なものは

次期通常国会に関連法案の提出を目指す】

農業者の利益増進に資するためには、全国農業協同組合連合会 (全農)。経済農業協同

組合連合会 (経済連)が 株式会社化 して経済界との連携を迅速に行 うとともに、単協の

農産物の有利販売を積極的にサポー トし、グローバル市場における競争も含めたバ リュ

ーチェーンの中で大きな付加価値を獲得してくることが望まれる。

したがって、全農 。経済連が、経済界との連携を連携先と対等の組織体制の下で迅速

かつ自由に行えるよう、農協出資の株式会社に転換することを可能とするために必要な

法律上の措置を講 じる。

その上で、今後の事業戦略と事業の内容 。や り方をつめ、独占禁止法の適用除外がな

くなることによる問題の有無等を精査し、問題がない場合には株式会社化を前向きに検

討するよう促すものとする。

ウ 単 協の活性化 ・健全化の推進 【平成 26年 度検討 口結論、法律上の措置が必要なものは

次期通常国会に関連法案の提出を目指す】

農業者の組織 として活動 してきた農協は、時代の変化の中で、農業者でない准組合員

の増加、信用事業の拡大など、農協法の制定当時に想定された姿とは大きく異なる形態

に変容を遂げてきた。単協が農産物販売等の経済事業に全力投球し、農業者の戦略的な

支援を強化するために、単協の活性化 ・健全な運営を推進する必要がある。

したがって、単協の経済事業の機能強化と役割 。責任の最適化を図る観点から、単協

はその行 う信用事業に関して、不要なリスクや事務負担の軽減を図るため、 JAバ ンク



法に規定されている方式 (農林中央金庫 (農林中金)又 は信用農業協同組合連合会 (信

連)に 信用事業を譲渡し、単協に農林中金又は信連の支店を置くか、又は単協が代理店

として報酬を得て金融サービスを提供する方式)の 活用の推進を図る。

あわせて、農林中金 ・信連は、単協から農林中金 。信連へ事業譲渡を行 う単協に農林

中金 ・信連の支店 ・代理店を設置する場合の事業のや り方及び単協に支払 う手数料等の

水準を早急に示すことを促す。

全国共済農業協同組合連合会 (全共連)は 、単協の共済事業の事務負担を軽減する事

業方式を提供 し、その方法の活用の推進を図る。

また、単協が、自立した経済主体として、経済界とも適切に連携 しつつ積極的な経済

活動を行つて、利益を上げ、組合員への還元と将来への投資に充てていくべきことを明

確化するための法律上の措置を講 じる。

さらに、単協が農産物販売等の経済事業に全力投球 し、農業者の戦略的な支援を強化

するために、下記を含む単協の活性化を図る取組を促す。
・単協は、農産物の有利販売に資するための買取販売を数値 日標を定めて段階的に拡大

する。
・生産資材については、全農等と他の調達先を徹底比較 して、最も有利なところから調

達する。

理事会の見直 し 【平成 26年度検討 ・結論】

農協法では、単協において、定数の3分 の 1ま では正組合員以外の者を理事に選任す

ることが可能であるが、実際には、正組合員が多くを占めており、必ず しも担い手農家

の意思が十分に反映されず、経営ノウハウの活用能力も不十分であるとの指摘がある。

例えば、製造業、流通業の生産管理、購買管理、グローバル担当、営業、知財管理、経

営管理等の役員経験者で地域になじみや所縁のある者を積極的に登用し、農協の体制強

化を図り、攻めの農業の新時代に対応することが求められる。

したがって、農業者のニーズヘの対応、経営ノウハウの活用及びメンバーの多様性の

確保を図るため、理事の過半は、認定農業者及び農産物販売や経営のプロとする。

併せて次世代へのバ トンタッチを容易にするために、理事への若い世代や女性の登用

にも戦略的に取 り組み、理事の多様性確保へ大きく舵を切るようにする。

オ 組 織形態の弾力化 【平成 26年度検討 ・結論、法律上の措置が必要なものは次期通常国

会に関連法案の提出を目指す。ただし、農林中金 “信連 ・全共連は平成 26年度検討開始】

組合員や地域住民のニーズが変化する中、農協がこれらのニーズに応えるためには、

必ず しも現在の規模 ・形態を維持するのではなく、組織の分割や再編、株式会社等、他

の形態に転換 して事業を行 う方がより組合員の利益に資する場合も存在するとの指摘が

ある。

したがって、単協 ・連合会組織の分割 ・再編や株式会社、生協、社会医療法人、社団

法人等への転換ができるようにするための必要な法律上の措置を講 じる。

なお、農林中金 。信連 ・全共連は、経済界 。他業態金融機関との連携を容易にする観

点から、金融行政 との調整を経た上で、農協出資の株式会社 (株式は譲渡制限をかける

などの工夫が必要)に 転換することを可能 とする方向で検討する。

力 組 合員の在 り方 【平成 26年度検討開始】

農協は農業者の組織 として活動 してきたが、時代の変化の中で、農業者でない准組合

員の人数が正組合員の人数を上回 り、信用事業が拡大するなど、農協法制定時に想定さ
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れた姿とは大きく変容 しているとの指摘がある。

したがって、農協の農業者の協同組織 としての性格を損なわないようにするため、准

組合員の事業利用について、正組合員の事業利用との関係で一定のルールを導入する方

向で検討する。

キ 他 団体とのイコールフッティング 【平成26年度検討 ・結論】

従来から農協が行政の代行的業務を担うケースが存在するが、民間組織である農協の

在り方として問題ではないかという指摘がある。

したがつて、農林水産省は、農協と地域に存在する他の農業者団体を対等に扱 うとと

もに、農協を安易に行政のツールとして使わないことを徹底し、行政代行を依頼すると

きは、公正なルールを明示し、相当の手数料を支払つて行うものとする。
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5 貿 易 ・投資等分野

(1)規 制改革の目的と検討の視点

世界の市場は新興国を中心に急速に拡大しており、この成長市場の獲得に向けて、世界各国が

激 しい競争を繰 り広げている。こうした中、積極的に世界市場に展開を図つていくとともに、対

内直接投資の拡大等を通 じて世界のヒト・モノ・カネを日本国内に惹きつけ、世界の経済成長を

取 り込んでいくことは、我が国の経済成長を実現する上で必要不可欠である。

貿易 。投資等分野においては、こうした国益に資する観点から、輸出入や対内外直接投資を促

進するための諸課題について検討を行つた。具体的には、①対 日投資促進、②空港規制の緩和、

③外国法事務弁護士制度の見直し、④相互認証の推進、⑤輸出入の円滑化 ・通関手続の合理化、

⑥入管政策の改定、⑦国内外投資増加に向けた金融関連規制の見直し、③貿易に係る物流の効率

化、の8つ の検討項目を設定し、これらについて以下のとおり個別具体的な規制改革項 目を取 り

まとめた。

①対日投資促進

対 日投資の拡大は、技術や経営ノウハウ、人材などの流入により、我が国の生産性の向上や

雇用の創出に貢献するなどの効果があり、日本の経済成長実現のためには不可欠である。こう

した観点から、対 日投資の阻害要因となり得る規制や制度を見直す。

具体的には、日本に住所を有しない外国人のみが代表者 となって、日本において外国企業の

子会社等を設立することができるよう、会社関係法制や関連通知を見直す。同時に、日本に新

会社等を設立する意思のある外国人について、登記事項証明書がなくても入国できるようにす

る。

また、対 日投資に伴 う人材の受入れを促進する観点から、在留資格認定証明書の申請手続を

柔軟化する。

さらに、社会保険料の二重負担が外国人の離日の契機となるとの指摘もあることから、

間の社会保障協定の締結に向けた取組を推進する。

②空港規制の緩和

ヒトやモノの国際的な移動を円滑化するためには、空港の利便性の向上が不可欠である。

こうした観点から、東京国際空港における発着回数の上限値を増加 させると同時に発着回数

の柔軟化を導入する。また、首都圏空港の更なる機能強化に向けて、具体的な方策の検討を

進める。

③外国法事務弁護士制度の見直 し

今後、輸出入や対内外直接投資の増加に伴い、国際的な法的需要も増加が見込まれる。こ

れに適切に対応するため、外国法事務弁護士がこうした需要に的確に対応 して活動すること

ができるよう、その制度的基盤を整備する。

具体的には、外国法事務弁護士制度について、承認についての職務経験要件の基準等に係

る検討会の設置、外国法事務弁護士法人の設立のための環境整備などの取組を行 う。

④相互認証の推進

輸出入の円滑化、諸外国とのイコールフッティング等を踏まえると、各種の規制等ができ

るだけ国際的に調和のとれたものとなることが望ましい。こうした観点から、国際基準の動

向を踏まえ、我が国での安全性等に配慮 しつつ、各国 。地域との相互認証を推進する。

具体的には、まず多国間協議等で国際基準が検討 されている分野においては、日本政府 と

してこうした多国間協議等に積極的に参加 し、国際的な調和の推進を図る (例えば医療機器



における IMDRF(国 際医療機器規制当局フォーラム)、動物用医薬品におけるVICH(動 物用医

薬品の承認審査資料の調和に関する国際協力会議))。また、国際基準が決まったものについ

ては、速やかな国内導入に向けて検討する (例えば自動車の燃費 ・排ガスの測定に係るWLTP

(乗用車等の国際調和排出ガス ・燃費試験法))。

さらに、日本の規制が諸外国に比べ厳 しい場合は、諸外国の例を参考に、必要な見直しを

行っていく (例えば家庭用品の品質に係る表示内容、食用動物に用いられるワクチンの使用

制限期間の設定)。

⑤輸出入の円滑化、通関手続の合理化

輸出入を促進するためには、適正かつ公平な関税等の徴収や安全 。安心な社会の実現に配

慮 しつつ、事業者の負担をできるだけ軽減することが望まれる。こうした観点から、通関手

続を合理化 ・簡素化するための取組を推進する。

具体的には、輸出入業者の手続の簡素化につながる取組 (例えば化粧品輸入時の添付書類

の不要化 ・簡素化、輸出入通関書類に係るペーパーレス化の促進)や 、輸出促進に資する取

組 (例えば輸出申告内容の船積後修正の簡素化、EPAにおける自己証明制度の導入拡大)な ど

を行 う。

⑥入管政策の改定

グローバル化が進行する中で、我が国の経済活力と潜在成長力を高めるためには、急速に

成長するアジアをはじめとする世界の観光需要を取 り込むことにより訪 日外国人観光客の受

入れを推進すること、高度な技術や経営ノウハウを持つ高度外国人材を活用すること、が不

可欠である。こうした観点を踏まえ、入管政策の見直しを行 う。

具体的には、訪 日外国人観光客の受入れ推進の面では、訪 日外国人観光客に対する査証発

給要件の緩和 ・見直し、寄港地上陸許可手続の運用改善、 ト ランジット・ビザ発給方法の見

直 し、クルーズ船入港時の入国審査手続の見直しなどの取組を行 う。
一方、高度外国人材の活用の観点からは、高度人材の永住に関する優遇措置の緩和、また、

『総合職』に適 した在留資格の倉J設などの取組を行 う。

②国内外投資増加に向けた金融関連規制の見直し

国内外への投資を増加 させるため、金融機関のリスク管理体制及び法令遵守体制に配慮し

つつ、国内金融機関の海外業務や国内企業の対外投資、海外からの対内直接投資を後押 しす

るよう金融関連規制の見直しを行 う。

具体的には、イスラム金融の銀行本体への解禁、スワップ契約の独立行政法人 日本貿易保

険の付保対象への追加、海外の証券会社による募集 。売出しのための引受に係る対内直接投

資の事前届出手続の緩和、保険会社による外国会社買収時における子会社業務範囲規制の特

例の拡大といった取組を行 う。

③貿易に係る物流の効率化

貿易に係る陸運及び海運について、ユーザーの利便性を高められるよう、安全性の確保に

配慮 しつつ物流の効率化を図るべく関連規制を見直す。

具体的には、コンテナ輸送における国際貨物 。国内貨物の通行許可基準を統一し、国内貨

物が競争上不利 とならないような措置を講ずる。

(2)具 体的な規制改革項目

①対日投資促進



ア 日 本に住所を有 しない外国人が外国企業の子会社等を設立する際の法人登記等に関する

規制の見直 し

外国企業が日本において外国企業の支店 (外国会社)や子会社 (内国会社)を設立する際、

日本に住所を有 しない外国人だけでは設立 (法人登記)が できない、法人登記が無いと在留

資格がとれないという問題があり、新会社設立の意欲を持つ外国人にとつて大きな障害とな

つているとの指摘がある。

したがつて、外国人による起業環境の改善や対 日直接投資促進の観点から、以下の取組を

行い、こうした障害の除去を図る必要がある。

a 外 国会社の登記に関する規制の見直し 【平成 26年度検討 ・結論】

外国会社が日本において取引を継続 しようとする時には、日本における代表者の 1人 以

上は日本に住所を有する者でなければならないとされている (会社法 817条第 1項 )。

これに関し、日本における代表者の中に日本に住所を有する者がいない時点でも外国会

社 (支店)の 登記を可能とすることについて、諸外国の制度に関する調査の結果等を踏ま

え検討 し、結論を得る。

b 内 国会社の日本における代表者の住所要件の撤廃 【平成 26年検討 ・結論】

外国企業の子会社を設立する時には、子会社の会社代表者のうち少なくとも1名 は、日

本に住所を有する者でなければならないとされている (「内国株式会社の代表取締役の住

所について」 (昭和 59年 9月 26民 四第 4974民事局第四課長回答))。

これに関し、代表者の中に日本に住所を有する者がいない場合でも内国会社の設立の登

記を可能とすることについて、「内国株式会社の代表取締役の住所について」 (昭和 59年

9月 26日民四第 4974民事局第四課長回答)を 廃止 した場合の影響を含めて検討 し、結論

を得る。

c 在 留資格取得要件の緩和 【平成 26年度検討 ・結論、結論を得次第措置】

外国人が外国企業の支店や子会社の代表 となるために、在留資格 「投資 。経営」又は

「企業内転勤」を取得 しようとすると、原則、日本の子会社等の登記事項証明書が必要

となる。このため、新会社等の設立の場合は、登記事項証明書を取得できず、当該在留

資格が得 られない。

これに関し、新会社等を設立する準備を行 う意思があることや新会社の設立がほぼ確

実に見込まれることが提出書類から確認できた外国人については、登記事項証明書の提

出が無くとも入国を認めることについて検討 し、結論を得る。

在留資格認定証明書の申請手続の柔軟化 【平成 26年度検討 ・結論】

在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易 。迅速化と効率化を図るためにあらかじ

め上陸条件への適合性を審査するものであるが、弁護士等がその申請書類を取 り次ぐ際には、

申請者たる外国人本人又は代理人が本邦にあることが必要とされている。このため、日本に

代理人を持たない外国人が当該申請をする際、「本邦にある外国人」であることを満たすた

めだけに日本に出張しなければならず、不便であるとの指摘がある。

したがって、在留資格認定証明書制度における代理人について、人定事項の確認、申請意

思の確認、事実関係の確認を担保 しうるような形で、その範囲を適切に拡大することを検討

し、結論を得る。

ウ 外 国人労働者の配偶者に係る資格外就労許可の周知 【平成 26年措置】
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「家族滞在」の在留資格で入国している外国人労働者の配偶者は、地方入国管理局による

資格外活動許可を得て、週 28時間までは風俗営業等の従事を除き就労することができる(包

括的許可)。また、事業所や業務内容など個別の許可を受ければ、これを超える就労も可能

である。しかしながら、こうした資格外活動許可の仕組みが十分に周知されていないとの指

摘がある。

したがって、「家族滞在」の在留資格で滞在 している外国人配偶者であつても、地方入国

管理局による資格外活動許可 (包括許可)を 受ければ、週 28時間までは風俗営業等の従事

を除き就労できること、及び個別許可を取ればこれを超える就労も可能であることを、国内

外に周知する。

工 社 会保障協定の締結に向けた取組の推進 【平成 26年度以降継続実施】

日本での滞在期間が老齢年金の受給資格期間(現行 25年)に満たない外国人については、

帰国時に脱退一時金を受け取ることができるが、その上限は 36か月分までに限定されてお

り、保険料の掛け捨て問題、ひいては3年 での離 日を考える一つの契機 となつているとの指

摘がある。
一方、両国間で社会保障協定を締結 している場合、両国間の年金制度への加入期

間を通算 して、受給資格期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応 じた年金

がそれぞれの国の制度から受けられることとなるため、締結に向けた取組の推進が望まれて

いる。

したがつて、日本での滞在期間の短い外国人について、日本滞在期間中の年金保険料の支

払いがより老齢年金の受給に結びつくよう、社会保障協定の締結に向けた取組を一層推進す

る。

②空港規制の緩和

ア 東 京国際空港の発着枠の拡大 【措置済み】

東京国際空港の発着枠には、 1時 間あたり、 1ク オーター (15分)あ たり、5分 間あた

り等の規制値が設けられている。これらは管制処理能力を踏まえて定められたものであり、

定時運行に寄与しているものであるが、一方、スライディングスケール (発着回数の組合せ

の柔軟な設定)の 導入 。深化等により規制値を部分的に緩和できる余地が残されているので

はないかとの指摘もある。

したがつて、平成 26年 3月 末からの 2014年夏期スケジュールにおいて、昼間時間帯の 1

時間当たりの発着回数の上限値を出発 ・到着それぞれ 40回 に増加させ、同時に、需要に大

きな偏 りのある国際線が増加することから、発着回数の柔軟化 (スライディングスケールの

導入)を 行 う。

イ 首 都圏空港の更なる機能強化 【平成 25年度検討開始、関係者の合意が得られたものから

順次措置】

アジア太平洋地域の経済成長を背景とした航空需要の増加を踏まえ、東京国際空港及び成

田国際空港の機能強化を図る取組はこれまでも行われてきたところである。また、観光立国

推進会議等により、観光立国の加速に向けた取組が進められているところでもあるが、規制

改革に係る産業界からの要請も踏まえ、首都圏空港の更なる機能強化に向けた検討を進める

必要がある。

したがつて、平成 26年度中に実現する年間合計発着枠 75万回化達成以降の首都圏空港の

更なる機能強化に向けて、具体的な方策の検討を進める。

③外国法事務弁護士制度の見直し



ア 外 国法事務弁護士制度に係る検討会の設置 【平成 26年度措置】

外国法事務弁護士制度に関しては、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置

法により昭和 61年 から制度化され、法施行以来 5度 の改正が行われてきた。同法第 10条に

規定する「法務大臣の承認の基準」については、法施行以来 2度 の要件緩和が図られてお り、

現行要件では、資格取得国における3年 の職務経験 (うち、我が国で行つた労務提供は通算

して 1年 を限度として算入可能)が必要となっている。また、同法において、上記要件の他、

外国法事務弁護士の職務範囲、責任制度及び共同事業等が規定されている。

職務経験の年数要件については、更なる緩和を求める指摘がある一方、外国法事務弁護士

の質的確保の観点及び主要諸外国の状況を踏まえ、年数要件の廃止等については慎重な意見

もある。

これについて、増加する国際的な法的需要等を踏まえ、外国法事務弁護士制度に関し、諸

外国の制度の状況を勘案 しつつ、承認についての職務経験要件の基準等について、外国法事

務弁護士の参画を得て、外国法事務弁護士制度に係る検討会 (仮称)を 設置する。

イ 外 国法事務弁護士の承認 ・登録手続の透明化 【平成 26年検討開始】

法務大臣の承認により外国法事務弁護士となる資格を有する者が、外国法事務弁護士とな

るには、日本弁護士連合会の登録を受けなければならない。法務大臣の承認に当たって、法

務省はその承認手続の手順及び標準処理期間について定めた 「承認 。指定申請の手引き」を

ホームページにおいて公開し、透明性の確保を図つている。このことから、日本弁護士連合

会においても同様な手法により、登録に当たつての手続の手順及び標準処理期間について透

明化等を図り、申請者の利便性を向上すべきとの指摘がある。

したがって、外国法事務弁護士登録手続の手順及び標準処理期間の透明化並びに申請者の

利便性向上について、必要に応 じ申請者側の意見を聴取 しつつ、法務省 と日本弁護士連合会

が協議を行 う場を設け、検討する。

ウ 外 国法事務弁護士の承認 口登録手続の簡素化 【平成 26年検討開始】

外国法事務弁護士の承認 。登録申請の手続について、これまで法務省及び日本弁護士連合

会は申請書類の簡素化等を図つてきた。一方で、申請者側からは依然として承認 ・登録手続

に当たつて、長期間を要することや過度な書類の提出を求められるといつた指摘がある。

したがって、外国法事務弁護士の承認 ・登録に係る手続の簡素化 ・迅速化について、申請

者側の意見を聴取 しつつ、法務省と日本弁護士連合会が協議を行 う場を設け、検討する。

工 外 国法事務弁護士法人の設立のための環境整備 【平成 26年 上期措置】

弁護士は法人組織 (弁護士法人)に よつて法律事務を提供することが可能であるが、外国

法事務弁護士は法人組織によつて法律事務を提供することは認められていない。増加する国

際的な法的需要等を踏まえ、外国法事務弁護士の活動環境の充実を図つていくため、その制

度的基盤を見直す必要がある。

したがって、外国法事務弁護士が法律事務を提供することができる法人組織 (外国法事務

弁護士法人)の 設立を可能 とするよう所要の措置を講ずる。

④相互認証の推進

ア 医 療機器審査基準の国際整合化

医療機器のQMSに係る「医療機器及び対外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に

関する省令」が国際標準であるIS013485の内容を包括しているかが不明なため、日本のメ

ーカーが海外に輸出する際に日本のQMS認証を取得しているにもかかわらず、改めて
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IS013485の認証を取得する必要があり、負荷となっているとの指摘がある。

したがつて、以下の取組を行 う。

a OMS省 令の IS013485への対応 【平成 26年 措置】

「医療機器及び対外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」の改

正 (新QMS省 令)に 際し、IS013485に対応 した内容とし、差分を明確にした構成 とする。

b OMS省 令と IS013485との関係性の明確化 【平成 26年 度措置】

「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」の改

正 (新QMS省 令)に 際し、新 QMS省 令第 2章 が IS013485に相当するものであることを明

示する文書を和文及び英文で作成 し、周知する。

c 国 際的調和の推進 【平成 26年 度検討開始、結論を得たものから順次措置】

医療機器の輸出入を促進するため、引き続き、欧米を含む多国間協議の場である IIIDRF

(国際医療機器規制当局フォーラム)等 を通 じて協議を行い、国際的な調和の更なる推

進に取 り組む。

d 輸 入事業者の負担軽減 【平成 26年 度検討 ・結論 ・措置】

海外諸国において IS013485の認証を取得 している事業者に対する調査については、調

査権者の判断により、事業者が ISO取得の際に用いた資料等を参考にできるようにする

方策について検討 し、結論を得る。

イ 電 動車用非接触充電システムを含むワイヤレス電力伝送システムの関連法規の整備及び

国際規格との整合 【平成 26年 度検討 ・結論 ・措置】

電動車用非接触充電システムを含むワイヤレス電力伝送システムを設置する際、出力 50W

を超える場合には、漏えい電波による他の無線機 との混信を避ける等の観点から個別許可が

必要とされてお り、今後のシステム普及に当たっての大きな支障になるとの指摘がある。

また、当該システムに関する法規制等の制度が未整備であり、欧米等における基準の検討

を踏まえつつ、国際的に整合のとれた基準作 りが課題である。

したがつて、平成 27年 のワイヤレス電力伝送システムの実用化に向け、他の無線機器 と

の共用条件や電波防護指針への適合性等の検証を踏まえ、型式確認の導入等の手続の簡素化

を検討 し、結論を得る。

その際、欧米等における基準の検討の動きと整合性を図るよう努める。

ウ 動 物用医薬品の製品承認申請制度の合理化

a 国 際慣行との整合化 【平成 26年 度以降継続実施】

日本は VICH(動 物用医薬品の承認審査資料の調和に関する国際協力会議)の メンバー

国であるが、動物用医薬品の審査に当たり日本に独特な要求事項が残存している。とり

わけバイオテクノロジーに基づく革新的な動物用医薬品についての日本の規制要件は厳

しく、欧州で容易に利用できる製品が日本では往々にして利用できない。このため動物

用医薬品の製品承認申請制度について、国際慣行 (VICHガイ ドラインの適用など)と の

整合化を進めるべきとの指摘がある。

したがつて、引き続き、VICH(動 物用医薬品の承認審査資料の調和に関する国際協力

会議)の メンバー国として全 VICHガ イ ドラインの新規作成や改正に積極的に参加 し、作

成ヽされたガイ ドラインを国内の関係法令に反映させていく。
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関係省庁の連携による国内承認審査の短縮化 【平成 26年度継続検討、結論を得次第順

次措置】

動物用医薬品の承認審査においては、食品安全委員会による食品健康影響評価、農林

水産省による動物用医薬品の承認、厚生労4ul省による当該医薬品成分の残留基準の設定

を各々行なうなど、関係 3府 省が個別に関与 してお り、承認申請に時間を要している上

に、承認時期に関する予見可能性が低いとの指摘がある。

したがって、動物用医薬品の承認審査について、3府 省 (内閣府、厚生労働省、農林

水産省)の 連携を一層密にし、可能な限り各府省における手続を並行 して進めるなど、

審査期間を短縮する方策について具体的な検討を進める。

工 自 動車の燃費、排ガスの試験方法の見直し 【平成 26年度検討開始、結論を得次第速やか

に措置】

自動車の燃費や排ガスの試験方法は、各国や地域が独 自に設定してお り国際的に整合性の

とれたものとなっていないため、国 。地域毎に異なる方法で試験する必要がある。

これを踏まえ、日本の議論主導のもと、平成 26年 3月 の第 162回国連自動車基準調和世

界フォーラム (WP29)において 「乗用車等の国際調和排出ガス ・燃費試験法 (WLTP※)」の

世界統一技術規則が採択されたところであり、WLTPの速やかな国内導入が望まれる。

したがつて、「乗用車等の国際調和ツト出ガス ・燃費試験法 (WLTP)」の速やかな国内導入に

ついて中央環境審議会等で検討 し、結論を得次第導入する。

※WLTP:Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedureso WLTPにより、 ―一度の試

験で複数の国 。地域での認証に必要なデータが取得可能 となる。

オ 米 国、欧州等との航空安全に関する相互承認の推進 【平成 26年度以降継続実施】

航空機の安全性の証明や航空従事者の技能証明等については、航空安全に関する相互承認

協定 (BASA)を締結することで、我が国との同等性が確認された部分については改めて審査

することなく外国の証明を受け入れることが可能となる。しかし現時点では、米国等との間

で、航空機材に係る相互承認協定を締結 しているのみである。

したがつて、米国等との間で、既に締結済みの航空機材以外の分野 (乗員資格、整備施設、

シミュレーター等)に おいて、相互承認の協議を推進する。また、欧州との間で、相互承認

の新規締結に向けた協議を推進する。

力 電 気用品安全法に基づく情報通信機器の技術基準の国際標準との整合化加速

電気用品安全法に基づく情報通信機器の技術基準 (」規格)は 、国際標準である IEC規格

と整合性をとることとされているが、一部の品目は最新の IEC規格に整合されていない (例

えばACア ダプタに関する」609501(H22))。 このために、国内外での販売を予定している

製品の設計に当たつて苦慮することがあるとの指摘がある。

したがつて、以下の取組を行 う。

a J規 格の最新の IEC規格への整合化 【措置済み】

情報通信機器の」規格のうち、ACア ダプタに関するJ609501(H22)を 含め、最新の

国際標準である IEC規格との整合が図られていないものについて、産業構造審議会製品

安全小委員会電気用品整合規格検討ワーキンググループでの議論、パブリックコメン ト

等を踏まえ、IEC規格に整合させる。
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J規格と最新の IEC規格の迅速な整合化の推進 【平成 26年 以降継続実施】

今後 IEC規格の改定があつた場合、産業構造審議会製品安全小委員会電気用品整合規

格検討ワーキンググループを活用し、当該 IEC規格に整合 した 」IS等の公的規格を速や

かに電気用品安全法に基づく技術基準 (J規格)に 反映させる。

キ 輸 入食品等を対象とする検疫時の自主検査頻度の見直し 【平成 26年度検討

27年度措置】

平成

輸入食品の検疫について、「輸入食品監視指導計画」に基づき、輸入を行 う営業者は定期

的な自主検査の実施が指導されている。厚生労働省の内規によると定期的とは、原則年 1

回とする運用がなされてお り、自主検査が輸入を行 う営業者にとつて過大な負担を伴つてい

るとの指摘がある。

したがって、輸入食品監視指導計画に基づく、輸入食品等の自主検査の実施頻度について

は、過去の実績等を参考に違反事例が認められず、製造施設の衛生管理状況が保たれている

等の食品は自主検査の頻度を緩和し、また、違反が認められる等の食品については指導強化

を行 うなど、リスクベースでの適切な自主検査の頻度について検討 し、結論を得る。

ク 18GHz帯 送信空中線の開口径の規制見直し【平成 26年 度検討 ・結論、結論を得次第措置】

日本の無線設備規則においては、18GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線

局等の無線設備の技術的条件として、送信空中線の開回径が 1.2m以下と制限されている。

このため、これよりも大きな開口径を持ちコス トが安く済む海外の送信空中線の輸入ができ

ず、また日本製品の輸出についても国際競争において不利な立場に置かれている。

したがって、18GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局等の無線設備の技

術的条件の うち、送信空中線の開口径の規制見直しについて検討 し、結論を得る。

ケ 特 定機械器具の輸入における検査 ・検定機関の拡大

a 防 爆構造電気機械器具 【労働安全衛生法の一部を改正する法律案の施行までに措置】

防爆構造電気機械器具を輸入する際に、指定外国検査機関が発行する、当該器具が電

気機械器具防爆構造規格に適合 していることを明らかにする書面を添付することで、国

内での実機による試験を省略することができる。

しかしながら、そのような場合であっても、日本の登録検定機関による型式について

の検定は必要 とされてお り、相応の期間を要 し、設備新設 ・改造などの大きな妨げとな

つているとの指摘がある。

したがって、外国に立地する機関が、防爆構造電気機械器具等の型式についての検定

を行 うことができるようにするために、外国に立地する機関についても登録検査 。検定

機関として登録を受けることができるよう、労働安全衛生法の一部を改正する法律案が

成立した場合には、所要の措置を講ずる。

第一種圧力容器 【労働安全衛生法の一部を改正する法律案の施行までに措置】

第一種圧力容器を輸入する際に、指定外国検査機関が発行する、当該容器が圧力容器

構造規格に適合 していることを明らかにする書面を添付することで、国内での実機によ

る試験を省略することができる。

しかしながら、そのような場合であっても、日本の登録検査機関による検査は必要と

されてお り、相応の期間を要 しているとの指摘がある。

なお、製造者は外国において日本の登録検査機関の検査を受けることができ、その場

合には日本に輸入する際に検査は不要となるが、日本の登録検査機関が外国に赴いて検
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査を実施する必要がある。

したがって、外国に立地する機関が、第一種圧力容器等の検査を行 うことができるよ

うにするために、外国に立地する機関についても登録検査 。検定機関として登録を受け

ることができるよう、労働安全衛生法の一部を改正する法律案が成立した場合には、所

要の措置を講ずる。

コ 動 物用ワクチン製造におけるシー ドロットシステムの対象拡大 【平成 26年度継続検討、

平成 27年度を目処に結論、結論を得次第措置】

製造されるワクチンの品質を一定水準に保つための製造体系であるシー ドロットシステ

ム (※)に ついて、平成 20年 より動物用ワクチンに導入されているところである。

しかし、組換ワクチンは現状ではシー ドロットシステムの対象となっておらず、当該対象

に含めるべきとの指摘がある。

したがつて、組換ワクチンヘのシー ドロットシステムの導入のため、品質を確保するため

の検査方法等の検討を進め、その結果を踏まえて、関係法令に反映させていく。

(※)ワ クチン製造工程の上流段階 (製造用ワクチン株及び細胞株)で の規格や品質検査等

を厳格化することにより製品の品質向上及び安定化を図ることで、下流段階 (最終製

品)で の品質検査を合理化する仕組み。これに基づいて製造されたワクチンは、輸入

品も含め個別の検定が原則不要となる。

サ 食 用動物に用いるワクチンの使用制限期間の見直し 【平成 26年度検討 ・結論 ・措置】

食品としての安全性を確保する等の観点から、食用動物にワクチンを用いた場合には、

ワクチン接種後に出荷が制限される期間 (使用制限期間)が 設けられている。 しかし、日

本の使用制限期間は欧米に比べて大幅に長く設定されているために、革新的で有用なワク

.チンの使用の妨げになつているとの指摘がある。

したがつて、食用動物に用いられるワクチンについて、欧米における使用制限期間の設

定の考え方も参考に、使用制限期間の設定を見直す。

シ 家 庭用品品質表示の国際整合化

家庭用品に関しては、その品質の表示の適正化を図ることによって、一般消費者の利益を

保護するため、繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品の 4部 門のうち対

象 となる90品 目を政令で指定し、品質表示の方法等について定めがある。
一方で、表示義務がある品目や表示内容は、昨今の製品の多様化 。高度化 。複雑化や、国

内企業 ・外国企業のグローバル化、一般消費者の品質表示に対する意識の向上などの諸環境

の変化を踏まえた適正な制度になっていないとの指摘がある。

したがつて、以下の取組を行 う。

a 指 定品目の見直し 【平成 26年度検討 口結論、結論を得次第措置】

政令で指定する品質表示義務がある品目について、社会の変化に柔軟かつ迅速に対応す

る観点から、品目の指定の在 り方を検討 し、結論を得る。

b 表 示内容の見直 し 【平成 26年度検討開始、平成 26年 度以降平成 28年度までに順次結

論、結論を得次第順次措置】

各品目の表示義務を、事業者の自主性を発揮 させるとともに、消費者にとつて正 しく

分かりやすい表示方法にする観点から、消費者が理解可能な必要最低限の表示内容とす

る。
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c 表 示 ・試験方法の見直 し、海外への情報発信 【平成 26年度検討開始、平成 26年度以降

結論を得次第順次措置】

消費者の利益の擁護及び増進の観点を基本 としつつ、事業者のグローバル展開の促進

を一層図るため、諸外国における表示制度を参考として表示方法や試験方法を見直すと

ともに、家庭用品品質表示法 (下位規範を含む。)を 英文化する。

ス 家 庭用品品質表示の実効性確保 【平成 26年度措置 (平成 27年度以降継続実施)】

家庭用品品質表示法に違反 した表示がなされている場合は、罰則の措置等が定められ、業

者に対 して適正な表示を求めている。一方で、自治体が行 う立入検査等にばらつきがあるこ

となどで、市場には法を順守 していない製品が流通 しているとの指摘がある。

したがって、立入検査の実効性を高め、消費者保護の向上を図る観点から、全国の地方公

共団体の立入検査の実態を把握 し、執行実績が少ない地方公共団体に対し、執行上のア ドバ

イスなどの支援を行 うとともに、そのフォローアップを行 う。

⑤輸出入の円滑化、通関手続の合理化

ア 新 KS/RA制度に係る事業者負担の軽減 【平成 26年度検討開始】

平成 24年 12月 より、米国の要求に基づき、米国向け旅客便に搭載される航空貨物につい

て、安全性を担保するために、米国と同等以上の航空保安体制で爆発物検査を実施すること

のできる新 KS/m制 度が導入された。さらに平成 26年 4月 より、同制度の対象が、全世界

向けの旅客便に搭載される航空貨物に適用拡大されたところ。

荷主及び物流事業者等からは、新 KS/RA制度の要件 (米国と同等以上の保安体制により航

空貨物の爆発物検査を行 う要件)が 厳 しすぎるとの指摘がある。

本制度は米国の要求により導入されたものであり、制度の見直しに当たつては米国保安当

局との調整が必要となるが、荷主及び物流事業者の負担軽減を図るべく、適宜、主要な荷主

や物流事業者等との意見交換を実施 しながら、セキュリティの確保に十分配慮をした上で、

効率的な検査制度を構築することについて検討する。

イ 輸 出申告内容の船積後修正の簡素化 【措置済み】

輸出許可後の数量等の申告内容の修正手続について、船積情報登録又は出港予定年月日ま

でに修正する場合にはシステム (NACCS)を使用して行 うことができるのに対 し、それ以降

に修正する場合には所管税関に書類を持参 しなければならないなど、対応負担が重いとの指

摘がある。

したがって、輸出者が船積後に数量等の申告内容をNACCSで修正を行 うことを可能とする

よう措置を行 う。

ウ 化 粧品輸入時の手続の簡素化

a r輸 入変更届」の添付資料の廃止 【平成 26年措置】

化粧品を輸入する場合、「化粧品製造販売業 (製造業)許 可」(都道府県知事宛て)の

申請、「化粧品製造販売届書」(都道府県知事宛て)の 届出、「化粧品外国製造販売業者 (製

造業者)届 書」 (PMDA宛て)及 び 「製造販売用化粧品輸入届書」(地方厚生局宛て)の 提

出が必須とされている。

5年 ごとの 「化粧品製造販売業 (製造業)許 可」の更新による 「輸入変更届書」提出

時に、既に提出している 「輸入届」全量の写し、「製造販売業許可書」の写し等の添付が

求められ、事業者の過度の負担になっているとの指摘がある。



したがつて、医薬品等輸出入手続オンラインシステムの導入に合わせ、「化粧品製造販

売業 (製造業)許 可」の5年 ごとの更新に際して必要とされる 「輸入変更届」の届出を

行 う際、届出済の 「輸入届」の写し等の添付を不要とする。

「輸入届」の届出手続に係る添付資料の簡素化 【平成 26年検討 ・結論 ・措置】

製造販売用化粧品輸入届書の地方厚生局への届出時に 「製造販売業 (製造業)許 可証」、
「化粧品製造販売届書」(「化粧品外国製造販売業者 (製造業者)届 書」の写しの添付が

求められているが、これら添付資料は、厚生労働省の医薬品等申請 ・審査システムに情

報が蓄積されているにもかかわらず、化粧品輸入届書の届出時にも再度写しの添付が求

められ、事業者の過度の負担になっているとの指摘がある。

したがつて、化粧品輸入に係る製造販売用化粧品輸入届書の届出時における書類 (製

造販売業 (製造業)許 可証、化粧品製造販売届書、化粧品外国製造販売業者 (製造業者)

届書)の 添付について、その写しの一部の添付を不要とするなど、事業者の負担を軽減

する方策について検討 し、結論を得る。

c 輸 入事業者の事務処理負担の軽減 【平成 26年検討 ・結論 ・措置】

化粧品の輸入事業者は、都道府県に提出済みの 「化粧品製造販売届書」と重複 した内

容を、「製造販売用化粧品輸入届書」で地方厚生局にも二重に届け出なければならないた

め、国内製造会社 と比べて事務処理負担が重いとの指摘があり、事務処理の負担軽減が

求められている。

したがつて、化粧品輸入事業者の事務処理負担を軽減する方策について検討 し、結論

を得る。

工 輸 入貨物の部分品の返送に当たり個別の輸出許可が不要となる範囲の明確化 【平成 26年

度検討 ・結論 ・措置】

大量破壊兵器等の開発等に使用されるおそれがある貨物等を輸出しようとする場合には

事前に許可が必要だが、「輸入された貨物の種類、品質 (故障を含む)、数量等が契約の内容

と相違する等輸入者の予期 しなかったものであるために行われる返送のための輸出」に該当

する場合には、特別一般包括許可を取得することにより個別に許可申請を行 うことなく輸出

を行 うことが可能である。

しかしながら、上記 「輸入者の予期 しなかつたもの」の範囲が明確でないため、輸入され

た貨物の部分品等の返送に際して個別の許可申請を余儀なくされているとの指摘がある。

したがつて、特別一般包括許可が適用される「輸入された貨物の種類、品質(故障を含む)、

数量等が契約の内容 と相違する等輸入者の予期 しなかったものであるために行われる返送

のための輸出」の範囲の萌確化を検討 し、結論を得る。

オ 盗 難車部品の不正輸出防止 【平成 26年度検討 ・結論 ・措置】

自動車 リサイクル法上の許可を受けた解体業者は、製品の原材料 として利用するものとし

て輸出する場合に限り、解体した自動車の部品を輸出することができる。しかしながら、自

動車は一旦部品に解体されてしまうとその部品が盗難車のものか判別する手立てがないた

め、盗難車の解体部品が不正に輸出されるおそれがある。

これに対 し、新潟港では独自に盗難車の部品の不正輸出を防止するため、通関手続時にお

いて自動車 リサイクル制度に基づく電子マニフェス トの提示を義務付けており、今後こうし

た取組を全国に拡大すべきであるとの指摘がある。

したがつて、例えば自動車 リサイクル法に基づく電子マニフェス トの利用の可能性も含めt
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盗難自動車の部品の不正輸出を監視する体制を全国で整備することについて検討 し、結論を

得る。

力 輸 出入通関書類に係るペーパー レス化の促進【平成 26年度検討開始、結論を得次第措置】

貿易円滑化の観点から、通関関係書類の電子化 ・ペーパーレス化に向けた取組が行われて

きたところであり、今後は平成 29年度の次期 NACCS(輸出入 。港湾関連情報処理システム)

等の稼働時までに通関手続に係る電子手続の原則化などに取 り組むことが予定されている。
一方、業務の効率化や出荷 リー ドタイム短縮を通じた競争力向上の観点から、こうした取

組を現行の計画 (平成 29年 10月までに実施予定)よ り前倒 しし、可及的速やかに導入 。実

施すべきとの指摘がある。

したがって、通関関係書類の電磁的記録による提出の実施状況、諸外国や民民間の貿易取

引の電子化の状況及び電子技術の進展や国際物流の動向を踏まえて、通関関係手続をどの程

度まで電子化するのが適切であるかを検討 し、可能なものから順次実施する。

キ EPAに おける自己証明制度の導入拡大 【平成 26年度以降継続実施】

EPAに基づく輸出に際しては特定原産地証明書が必要となるが、EPAで認定輸出者自己証

明制度を導入 している場合には、認定輸出者が自ら原産地証明書を作成することができる。

しかしながら、現時点において当該制度は日スイス、日ペルー、日メキシコEPAで しか導入

されておらず、他の EPAで の導入を求める声がある。

したがって、新規 EPA交渉、既存 EPAの再協議において、相手国の事情 。要望等を考慮し

つつ、自己証明制度の更なる拡大に取 り組む。

ク 他 国で再生利用可能な石炭灰の輸出の促進 【平成 26年 度検討 ・結論 ・措置】

石炭灰などの産業廃棄物を輸出する場合には「国内の処理基準を下回らない方法で処理さ

れることが確実であること」等の条件を満たす必要があるが、これを満たしていることにつ

いて環境大臣の確認に時間がかかる上、当該条件について輸出先企業の理解が得られず、海

外で再生利用するニーズがあるにもかかわらず輸出を断念せざるを得ない場合が多いとの

指摘がある。

したがって、「第二次循環型社会形成推進基本計画」に基づき、他国において安定的な需

要のある石炭灰などの循環資源について、審査の考え方を見直す等、輸出手続を迅速化 し、

円滑化するための具体的な方策等を検討 し、結論を得る。

ケ 重 水素化合物等の化合物についての輸出規制の合理化 【平成 26年 度検討開始、結論を得

次第措置】

重水素及び重水素化合物は核兵器等の開発に用いられるおそれがあることから、これらを

輸出する際には経済産業省の許可を得ることとされているが、医薬品開発に使用するなどご

く少量の場合であっても例外とならず、過度の負担が生 じているとの指摘がある。

したがつて、重水素及び重水素化合物の輸出規制について、国際レジーム (NSG)におけ

る規制の趣旨や米国など諸外国の状況を踏まえ、より合理的な制度の在 り方について、引き

続き検討 していく。

⑥入管政策の改定

ア 訪 日外国人観光客に対する査証発給要件の緩和 ・見直し 【平成 26年度検討開始、結論を

得たものから順次措置】
「日本再興戦略」(平成 25年 6月 14日閣議決定)に 基づき、タイ及びマレーシア向けの
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ビザ免除、ベ トナム及びフィリピン向けの数次ビザ化並びにインドネシアの数次ビザに係る

滞在期間の延長が平成 25年 7月 より実施された。また、中国については、平成 23年 7月 よ

り沖縄を訪間する個人観光客、平成 24年 7月 より東北 3県 を訪問する個人観光客に対して、

沖縄振興 ・震災復興の観点から数次ビザが発給されているところである。訪 日外国人旅行者

数を2030年に 3,000万人超 とするとい う 「日本再興戦略」で掲げた目標を達成 し、観光立

国を実現するためには、治安や受入れ体制の強化等に配慮しつつ、さらなる査証発給要件の

緩和、見直しを図るべきではないかとの指摘がある。

したがって、今後の更なるビザ発給要件緩和について、各国との二国間関係、外交的意義、

治安等への影響等を総合的に勘案し、観光立国の実現に向けた検討を加速する。

寄港地上陸許可手続の運用改善 【平成 26年度措置】

寄港地上陸許可制度における上陸許可要件は 「入国 。在留審査要領」により規定されてい

るが、当該要件にない 「既に寄港地上陸許可制度を利用 したことがあること」あるいは 「出

国予定便が最も早い便でないこと」のみをもつて不許可とされる事例があるとの指摘がある。

法務省も 「それのみをもつて不許可とすることはない」との立場であり、その旨が現場に周

知される必要がある。

したがって、寄港地上陸許可の審査において、「既に寄港地上陸許可制度を利1用したこと

があること」あるいは 「出国予定便が最も早い便でないこと」のみをもつて不許可とするも

のではない旨を、各入国管理局に対 し改めて周知する。

ウ ト ランジット・ビザ発給方法の見直し 【平成 26年度検討開始、結論を得たものから順次

措置】

我が国を経由して外国に向かう旅行者に我が国での最大 14日間の滞在を認める、いわゆ

る トランジット・ビザ制度があり、あらかじめ本人が領事館等に赴き申請 。取得する必要が

ある。申請 。発給にあたつては、不法入国等を未然に防止することを前提としつつも、諸外

国の状況を踏まえ、可能な限 り訪 日外国人旅行者の利便性向上を図るべきではないかとの指

摘がある。

したがつて、トランジット・ビザの申請 。発給に当たつては、外国人旅行者の利便性を高

める観点から、諸外国や当該対象国の状況を踏まえ、申請手法及び提出書類等の簡素化 ・迅

速化について、必要に応 じ見直しを行 う。

エ ク ルーズ船入港時の入国審査手続の見直 し ※ 国際先端テス ト実施事項

a 手 続の円滑化 【平成 26年 度検討・結論 ・措置】

出入国管理及び難民認定法改正により、新たな特例上陸許可である 「船舶観光上陸許

可」が設けられ、簡易な手続 (顔写真の撮影の省略等)に よる上陸審査の対象となるク

ルーズ船の範囲が拡大されるとともに、航空機で入国し 「短期滞在」の在留資格を与え

られた外国人が、クルーズ船で出国し、一定期間内に当該クルーズ船で再入国する場合

には、原則 として再入国許可を受けることを要しないものとされる等、クルーズ船の外

国人乗客の負担を軽減する制度が導入される。

今後、その具体的な基準。運用を定めるに当たつては、これ らの制度が訪 日外国人旅行

者の増加に高く寄与するものとなるよう、外国人旅行者やクルーズ船運行会社等のニー

ズを踏まえた検討が求められる。

したがって、出入国管理及び難民認定法改正により措置される入国審査手続の円滑化

について、その具体的な基準 ・運用等を定めるに当たり、外国人のわが国に対する好印

象を強め、訪 日外国人旅行者の増加、クルーズ船寄港誘致競争の優位化を実現する観点

75



からも検討 し、結論を得る。

b 海 外臨船審査の導入・拡大 【平成 26年 度以降も引続き検討、結論を得たものから順次措

置】

クルーズ船の誘致に係る近隣諸国との競争を勝ち抜き、訪 日外国人旅行者の一層の増

加を目指すには、上陸審査のさらなる簡素化、海外臨船審査の導入による入港前審査の

実現等、外国人乗客のさらなる負担軽減を求められている。

この観点から、前寄港地等から入国審査官が乗船し、本邦への入港前に外国人乗客に

対する審査を行 う海外臨船審査は、着岸後の審査時間を短縮するために効果的な方策で

あり、その導入・拡大を図るべきではないかとの指摘がある。

したがつて、クルーズ船の外国人乗客に対する海外臨船審査の導入 。拡大について、

公海上で入国審査手続を可能にするために船籍国との協議を加速するなど、所要の措置

について検討する。

c ク ルーズ・カー ド等の旅券に代わる文書による入国 【平成 26年 度検討 ・結論】

クルーズ・カー ドは、クルーズ船の運航会社が旅券原本による本人確認を行つた上で乗

客に発行する、身分証明書に当たるカー ドである。韓国では、韓国を最終目的地としな

い通過客は、クルーズ・カー ドのみを所持 していれば入国が可能であるほか、欧州等の諸

外国においてもクルーズ・カー ドでの入国が認められる場合があり、外国人乗客の負担軽

減に効果的であることから、我が国においても同様の制度を設けるべきではないかとの

指摘がある。

したがって、クルーズ船の運航会社が発行するクルーズ。カー ド等の旅券に代わる文書

による入国その他のクルーズ船乗客の負担軽減のための入国等手続の簡素化について検

討 し、結論を得る。

d 個 人識別情報取得の更なる簡素化 【平成 26年 度検討 ・結論】

入国審査の際の指紋採取は、テロリス ト等の不法入国を水際で阻止するために必要と

される一方、入国審査の際に指紋採取を行つているのは米国、韓国、日本の3か 国のみ

である。その中でも韓国はクルーズ船の外国人乗客に対する指紋採取を行つておらず、

日本が指紋採取を行 うことで外国人乗客に悪印象を与えている可能性がある。

したがつて、クルーズ船の外国人乗客に対する入国審査において、指紋採取を省略す

ることの是非について検討 し、結論を得る。

オ 高 度外国人材ポイン ト制による出入国管理上の優遇措置における永住に要する在留歴の

短縮の早期実現 【平成 26年 度検討 ・結論 ・措置】

今国会における出入国管理及び難民認定法改正により、在留資格 「高度専門職」が新設さ

れ、「その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令に定める基準に適合するもの」

(高度専門職第 2号 )の在留期間を無期限とする等の制度が導入される。今後、当該在留資格

の具体的な基準を定めるに当たつては、「我が国産業競争力の維持 ・強化と持続的な経済成

長を実現 していくためには、多様な価値観や発想、知識 ・能力 。経験を有する外国人材を一

層積極的かつより幅広く受け入れていくための環境整備が必要」との産業界の要請を踏まえ

た早期の基準整備が求められる。

したがつて、出入国管理及び難民認定法改正により新たに設けられた在留資格 「高度専門

職第 2号 」について、その基準を定めるに当たり、有能な外国人材が我が国でより長期にわ

たり活躍できるようにする観点からも検討 し、結論を得る。
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『総合職』に適 した在留資格の創設 【平成 26年度検討 ・結論 ・措置】

今国会における出入国管理及び難民認定法改正により、在留資格 「人文知識 。国際業務」

と 「技術」を統合 した在留資格 「技術 。人文知識 。国際業務」が新設される。今後、当該在

留資格の具体的な基準を定めるに当たつては、いわゆる 「総合職」として、留学生であるか

否か、さらには国籍を問わず、優秀な産業人材を育成 。確保することが可能となるよう、企

業 (産業界)の ニーズを踏まえた検討が求められる。

したがつて、出入国管理及び難民認定法改正により新たに設けられた在留資格 「技術 。人

文知識 。国際業務」について、その基準を定めるに当た り、企業における人材活用の在 り方

の多様化も踏まえて検討 し、結論を得る。

キ カ テゴリー 1又 は2の 就労系在留資格者と同居する 『家族滞在』者の在留資格認定証明書

交付申請手続の迅速化 【平成 26年度検討 ・結論 ・措置】

カテゴリー 1又 は2に 該当する企業において就労する外国人からの在留資格認定証明書

交付申請については、提出資料を大幅に簡素化して迅速処理を行 うこととしており、当該外

国人の被扶養者について同時申請がなされた場合についても、扶養者 との関係及び扶養能力

に疑義がない限りは、家族単位で審査 して、同様に迅速処理を行つて家族同時に入国できる

ような運用を行つている。
一方、被扶養者単独で申請される場合 (子が通 う学校の事情等により、やむなく後 国家族

を呼び寄せる場合等)に は迅速処理の対象とならず、当該被扶養者の来 日に際し具体的な日

程調整に支障をきたしているとの指摘がある。

したがって、カテゴリー 1又 は2に 該当する企業において就労する外国人の被扶養者につ

いて、単独で申請した場合であつても、扶養者がカテゴリー 1又 は 2に 該当する企業におい

て就労している者であることが証明され、かつ扶養者 との関係及び扶養能力に疑義がない場

合には、当該外国人と同時申請された時と同様に迅速処理をする方向で検討 し、結論を得る。

ク 日 本人女性の就労を促す家事支援策の検討 (外国人家事支援人材の活用)【平成 26年度検

討開始】

女性の活躍促進に向けて、「働きたくても働けない」人が、働 く機会をえられるような環

境整備を進めるために、家事等の負担を軽減する家事支援サービスの利用を容易にする方策

が必要であり、その一
環として外国人による家事支援サービスの提供を可能とすべきとの指

摘がある。

したがつて、女性の活躍推進等の観点から、外国人家事支援人材については、国家戦略特

区の枠組みの中で、十分な管理体制の下で活用する仕組みの検討を進める。

⑦国内外投資増加に向けた金融機関規制の見直し

ア 異 種リスクの含まれないイスラム金融に該当する受与信取引等の銀行本体への解禁 【平成

26年 度検討 ・結論 ・措置】

市場規模の拡大が期待されるイスラム金融のうち 「金銭の貸付けと同視すべきもの」は、

平成 20年 12月の銀行法施行規則改正により、銀行の子会社による取扱いが認められた。一

方、銀行本体については、法令等に銀行の子会社と同様の規定がないため、取扱いの可否判

断が困難であり、銀行本体が海外支店等においてイスラム金融関連取引を提供するに当たっ

ての障害になっているとの指摘がある。

したがって、イスラム金融関連取引について、銀行本体による提供が容認される形式、遵

守すべき事項等を検討 し、指針等により公表する。
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イ ス ワップ契約の独立行政法人日本貿易保険の付保対象への追加 【平成 26年度措置】

貿易保険法に基づく独立行政法人日本貿易保険の付保対象には、邦銀が行 う地場通貨とド

ル等に関する為替スワップ契約等は該当しない。新興国でのプロジェク トファイナンスの組

成のためには、非常危険及び信用危険に係る為替スワップ契約等を付保対象とし、邦銀の新

興国案件の対応力を強化すべきとの指摘がある。
一方で貿易保険制度については、その 9

割が政府の貿易保険特別会計が再保険として担つていることから、為替スワップ契約等に係

る付保対象の拡大には慎重な意見もある。

したがつて、スワップ契約の独立行政法人 日本貿易保険の付保対象への追力日について、諸

外国における貿易保険制度の状況を踏まえつつ、関係業界、独立行政法人 日本貿易保険及び

経済産業省で 3者 協議の場を設ける。

ウ 海 外の証券会社による募集・売出しのための引受に係る対内直接投資の事前届出手続の緩

和 (対内直接投資からの除外)【平成 26年度上期措置】

海外での募集 。売出しの引受時に、海外の引受証券会社による引受が転売を目的とした一

時的な取得にもかかわらず事前届出が必要な対内直接投資等に該当する場合があり、その場

合は審査が終了するまで引受を実行することができない。万が一、代金払込 。受渡期限まで

に不作為期間の終了が間に合わない場合には、募集 。売出しの中止等が発生する可能性があ

るとの指摘がある。

したがつて、海外での募集 。売出しに係る証券会社による引受 (議決権行使をしないもの

に限る。)に 伴 う株式の取得について、外国為替及び外国貿易法第 27条 に基づく対内直接投

資等に係る事前届出の対象から除外する。

工 保 険会社による外国会社買収時における子会社業務範囲規制の特例の拡大 【平成 26年度

措置】

保険会社による外国会社の買収時は、買収対象会社が保険会社の場合、当該会社が他業子

会社 (保険会社の子会社に認められていない業務を営む会社)を 保有 していても特例により

買収可能である (ただし他業子会社は5年 以内に処分する必要あり)が 、買収対象会社が資

産運用会社等の場合には、当該会社が保有する他業子会社を売却等 した後でなければ買収す

ることができない。

このため、国内保険会社が海外進出に当たり欧米の保険会社に比 して交渉上著 しく不利な

立場に置かれている。

したがつて、保険会社が外国の銀行、有価証券関連業、信託業、金融関連会社等を買収す

る場合、当該銀行等が保有する他業子会社についても一定期間保有を認めるよう、所要の措

置を講ずる。

③貿易に係る物流の効率化

ア コ ンテナ輸送における国際貨物 ・国内貨物の通行許可基準の統一 【平成26年度措置】
一般的制限値を超える車両は、道路の通行が禁止されているが、道路管理者がやむを得な

いと認める場合に限り必要な条件を付して通行の許可がなされている。

国内貨物を積載するコンテナ車両は、貨物を開封し、減載することができることから、セ

ミトレーラ連結車の駆動軸重の許可上限値を10tとされている。一方で、国際海上コンテナ

を積載するセミトレーラ連結車は、貨物を開封して減載することができないという特殊性を

考慮 して、道路構造物への影響があるものの、駆動軸重を 11.5tまで特例 として認められて

いる。
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このため、国内貨物を積載するコンテナ車両は国際海上コンテナを積載する車両に比べて

軽い貨物しか輸送できず、イコールフッティングになっていないことから、基準の統一が求

められている。

したがつて、国際海上コンテナを積載する車両と国内コンテナを積載する車両の特殊車両

通行許可の基準については、他のバン型等のセミトレーラ連結車も含めて基準の統一を行 う。

なお、道路を傷める重量を違法に超過 した大型車両への取締 りを強化するなどの取組も実

施する。
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規制所管府省の主体的な規制改革への取組等

規制改革の推進に資するため、規制を横断的に把握できる仕組みの整備 ・活用等により、規制を

所管 している府省 (以下 「規制所管府省」という。)が 主体的 ・積極的に規制改革に取 り組むシス

テム (規制 レビュー)を 構築すべきである。

1 具 体的なシステムの考え方

(1)見 直し基準

①見直 し対象

見直し対象については、規制 (注1)の うち、法律、法規命令 (注2)、 通知 。通達等 (注

3)の 形式により制度化されたもの (その趣旨 ・目的等に照らして適当としないものを除く。

以下 「見直し対象規制」とい う。)と すべきである。見直し対象規制には、 「経済財政運営と

構造改革に関する基本方針 2006」 (平成 18年 7月 7日 閣議決定。以下 「平成 18年決定」とい

う。)に 基づき規制に関わる 「法律ごとの見直し年度 ・周期」が設定された規制を含むものと

すべきである。

(注1)「 規制」とは、国及び地方公共団体が企業 。国民活動に対 して特定の政策目的のため

に関与 ・介入するものを指す。

(注2)「 法規命令」とは、政令、内閣府令 ・省令、外局規則、人事院規則、会計検査院規則、

法律の委任に基づく命令を定めた告示を指す。

(注3)「 通知 。通達等」とは、通知や通達など、行政機関が定める不特定多数の事案に適用

されるルールのうち、法規命令以外のものを指す。

②見直 しの視点

見直 しの視点については、 「規制改革推進のための3か 年計画 (再改定)」 (平成 21年 3

月 31日 閣議決定)及 び過去の累次の閣議決定を踏まえ、次のとお りとすべきである。

i 経 済的規制は原則廃止、社会的規制は必要最小限との原則の下での規制の抜本的見直し

五 許 可制から届出制への移行等、より緩やかな規制への移行

五 検 査の民間移行等規制方法の合理化

市 規 制内容 。手続について国際的整合化の推進

v 規 制内容の明確化 ・簡素化、許認可等の審査における審査基準の明確化、申請書類等の

簡素化

事前届出制か ら事後届出制への移行等事後手続への移行

許認可等の審査 ・処理を始めとする規制関連手続の迅速化

規制制定手続の透明化

不合理な規制の是正による社会的な公正の確保

③法令等に 「見直し条項」がない場合の見直 し期限の設定

見直し対象規制のうち、法令等 (注4)に 「見直し条項」 (一定期間経過後当該規制の見直

しを行 う旨の条項)が ないものについては、 「見直し周期」を設定し、 「見直し周期」は最長

5年 とすべきである。規制所管府省は、平成 18年決定に基づき設定された規制に関わる 「法

律ごとの見直し年度 ・周期」について、 「見直し周期」が 5年 を超えるものを含め必要に応 じ

再設定すべきである。

(注4)「 法令等」とは、法律、法規命令、通知 。通達等を指す。

(2)見 直 しの実効性を担保する仕組み

．Ⅵ
　
Ⅶ̈
　
．Ⅷ
　
・Ⅸ
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見直しの実効性を担保するため、規制所管府省による規制の見直し結果及び見直しの進捗状況

について、①公表を義務付けることにより見直し過程の透明化を図るとともに、②定期又は随時

に規制改革会議へ報告することを義務付けることにより規制改革会議において見直し過程を管

理すべきである。

(3)規 制シー トの整備

規制を横断的に把握する仕組み (以下 「規制シー ト」という。別紙イメージ参照)を 整備すベ

きである。規制シー トは、規制所管府省が、その作成を通じて、主体的 ・積極的な規制改革に取

り組むことを目的とするものである。

①規制シー トの主な記載項目

規制シー トの主な記載項目については、以下の事項とすべきである。
・作成責任者の役職及び氏名
・規制目的及び規制内容の概要   )
・規制と関連する予算
・規制の最近の改廃経緯 (見直し結果及び政策評価結果を含む。)
。規制を維持、改革又は新設する理由 (改革の場合は方向性を含む。)

。次の見直し時期
・規制に関連する通知 ・通達等と規制の根拠 となる法令 (法律、法規命令)の 委任の範囲

との関係 (根拠条項及び委任の範囲に入る理由)

②規制シー トの作成単位

規制シー トについては、規制の根拠となる法律ごとに作成することとし、当該法律に内容、

形式、規制対象等 (以下 「内容等」という。)を 異にする規制が混在する場合は、内容等ごと

に適切な単位により規制シー トを作成すべきである。法規命令又は通知 。通達等の形式により

制度化された規制については、上記の法律ごとの規制シー トの うち関連する規制シー トに記載

すべきである。なお、法規命令又は通知 。通達等の形式により制度化された規制については、

最上位の形式ごとに規制シー トを作成すべきである。

(4)「 許認可等台帳」の活用

「許認可等台帳」において、 「許認可等」と規制シー トとの対応関係が明確になるよう、新た

に欄を追加すべきである。

2 規 制所管府省による主体的 ・積極的な規lll改革の推進

(1)規 制シー ト及び政策評価結果を活用した規制改革

規制所管府省による主体的 。積極的な規制改革を推進するため、規制シー ト及び政策評価結果

を活用 し、次の①から④に取 り組むべきである。

①規制所管府省は、規制シー トを作成 (関連する政策評価結果も活用)

②規制所管府省は、規制シー ト(関連する通知 ・通達等を添付)及 びその作成状況 ・作成予定を、

定期的 (年に 1回程度)に 規制改革会議に送付 し、公表

③規制改革会議は、規制シー ト等について、必要に応 じ、規制所管府省をヒアリングし、「意見」

等を表明

④規制所管府省は、規制シー トの記載内容について、

。③のヒアリング、 「意見」等の表明、

・規制改革ホットラインに寄せ られた提案事項等、

。当該シー トに記載された規制の見直し時期における見直し

などを踏まえ、必要に応 じ修正 し、規制改革会議へ送付の上、公表
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(2)規 制シー トの整備状況の進捗管理

規制シー トの作成については、持続的な取組 となるよう、規制シー ト作成に係る負担も勘案 し、

段階的に対応すべきである。

当面、①見直し時期が到来する規制、②規制改革ホットラインに寄せ られた提案事項に対する

規制所管府省の回答のうち規制改革会議において再検討が必要と判断した規制、③規制改革会議

における審議事項に関連する規制について、優先的に作成すべきである。

また、規制シー トの作成状況の把握については、シー トに含まれる 「許認可等」に関しては 「許

認可等台帳」を活用することとし、シー トに含まれる 「許認可等」以外の規制に関しては、その

網羅的な把握手法等を引き続き検討すべきである。

(3)規 制改革担当大臣と総務大臣との連携

規制改革の推進のため、規制改革担当大臣と総務大臣は連携すべきである。この連携の下で、

次の①から③に取 り組むべきである。

①規制改革担当大臣は、重要な規制改革事項(注)を総務大臣へ通知

②総務大臣は、重要な規制改革事項に関連する政策評価に対する点検結果を規制改革担当大臣ヘ

通知

③総務大臣は、重要な規制改革事項に関し、必要に応 じ行政評価等を実施

(注)重要な規制改革事項については、規制改革会議における最優先審議事項を踏まえ、規制改

革担当大臣が決定する。

(4)規 制所管府省の主体的な取組の評価

規制改革担当大臣は、規制所管府省による規制改革を促進するため、規制所管府省の主体的な

取組を積極的に評価するとともに、これを各府省に共有する等の方策について検討すべきである。
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規静p名 称 所管府省

根拠法令等

担当局課等及
び作成責任者
の役職=氏名

規制1目的

規制la容の概要 場連する予算

規割Ю最近の改
廃経緯

電連する政策
評価結果

規制を維持、改
革又は新設する

I里由 ド粋
(規常lを改革する

場合の改革の方
向性)

見直し条項

次の見直し時期

(シートのID)

lin知・通達等のID)

規市11シート(イメージ)

規割1シート(通知・通達等の委任根拠等)(イメージ)

(別紙)

(別添)

傷脚レートのlD)

通知・通達等の

名称(5割言者等
を含む。)

通知・通達等ヘ

の委任の根拠と

なる法令の条項

通知・通達等が

凛令の委任の範
ヨに入るI里由
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議  長

議長代理

岡   素  之

大 田  弘  子

安 念 潤 司

浦 野 光 人

大 崎 貞 和

翁   百  合

金 丸 恭 文

佐久間 総
一郎

佐々木 か をり

滝   久  雄

鶴   光 太郎

長谷川 幸  洋

林   い づみ

松 村 敏 弘

森 下 竜
一

(参考資料 1)

規制改革会議委員名簿

住友商事株式会社相談役

政策研究大学院大学教授

中央大学法科大学院教授

株式会社ニチレイ相談役

株式会社野村総合研究所主席研究員

株式会社 日本総合研究所理事

フューチャ
ーアーキテク ト株式会社代表取締役会長兼社長

新 日鐵住金株式会社代表取締役副社長

株式会社イー ・ウーマン代表取締役社長

株式会社ぐるなび代表取締役会長

慶応義塾大学大学院商学研究科教授

東京新聞 。中日新聞論説副主幹

永代総合法律事務所弁護士

東京大学社会科学研究所教授

大阪大学大学院医学系研究科教授

専 門 委 員 名 簿

■健康 "医療ワーキング ・グループ

滝 口  進   日 本メディカル ビジネス株式会社代表取締役/東 京女子医科大学第二外科非

常勤講師

竹川 節 男  医 療法人社団健育会理事長

土屋 了 介  地 方独立行政法人神奈川県立病院機構理事長

松山 幸 弘  一 般財団法人キヤノングローバル戦略研究所研究主幹/経 済学博士

■雇用ワーキング ・グループ

島田 陽 一  早 稲田大学理事 。法学学術院教授

水町勇一郎  東 京大学社会科学研究所教授

■創業 ・IT等 ワーキング ログループ

川本  明   慶 應義塾大学経済学部教授

久保利英明  日 比谷パーク法律事務所代表/弁 護士

小林三喜雄  花 王株式会社購買部門企画部戦略企画グループシニアエキスパー ト

園尾 雅 則  SMBC日 興証券株式会社マネジングディレクター

■農業ワーキング ・グループ

北村 歩    株 式会社六星取締役

田中 進    農 業生産法人 ・株式会社サラダボウル代表取締役

本間 正 義  東 京大学大学院農学生命科学研究科教授

松本 武    株 式会社ファーム ・アライアンス ・マネジメン ト代表取締役/農 業生産法人松

本農園プロジェク トマネージャー

渡邊 美 衡  カ ゴメ株式会社取締役常務執行役員 。経営企画本部長

■貿易 ・投資等ワーキング ・グループ

道垣内正人  早 稲田大学法科大学院教授



各ワーキング ・グループの構成員
ヽ
―
―
―
ノ理代

長

長

座

座

◎

○

ｒ
ｌ

ｌ

ヽ

ワーキングログループ 構成員

■健康 ・医療

ワーキング ・グループ

◎翁  百 合  委 員

○林 い づみ  委 員

金丸 恭 文  委 員

佐々木かをり 委 員

森下 竜 ―  委 員

滝回  進   専 門委員

竹川 節 男  専 門委員

土屋 了 介  専 門委員

松山 幸 弘  専 門委員

■雇用ワーキングログループ ◎鶴 光 太郎  委 員

○佐々木かをり 委 員

浦野 光 人  委 員

大崎 貞 和  委 員

佐久間総一郎 委 員

島田 陽 二  専 門委員

水町勇一郎  専 門委員

■創業・IT等

マ
ーキング・グループ

◎安念 潤 司  委 員

○滝  久 雄  委 員

翁  百 合  委 員

佐久間総一郎 委 員

松村 敏 弘  委 員

森下 竜 一  委 員

川本  明   専 門委員

久保利英明  専 門委員

小林三喜雄  専 門委員

園尾 雅 則  専 門委員

■農業ワーキング ・グループ ◎金丸 恭 文  委 員

○浦野 光 人  委 員

滝  久 雄  委 員

長谷川幸洋  委 員

林 い づみ  委 員

北村  歩   専 門委員

田中  進   専 門委員

本間 正 義  専 門委員

松本  武   専 門委員

渡邊 美 衡 メ 専 門委員

■貿易 口投資等

ワーキング ・グループ

◎大崎 貞 和  委 員

○松村 敏 弘  委 員

安念 潤 司  委 員

長谷川幸洋  委 員

道垣内正人  専 門委員
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(参考資料 2)

規制改革会議及び各ワーキング ・グループの審議経過 (平成 25年 7月 以降)

´
７規 議

第 13回 H25.7 26 ・規制改革会議の進め方、規制改革ホットライン運営方針

第 14回 H25 8_22 当面の最優先案件

革新的医薬品 ・医療機器の価格算定ルールに関する意見

農地中間管理機構 (仮称)

第 15回 H25 9_12 一般用医薬品のインターネット販売に関する意見
農地中間管理機構 (仮称)
ワーキング ・グループの検討項目

第 16回 H25.9.19 農地中間管理機構 (仮称)に 関する意見

労働者派遣制度

重点的フォローアップ事項への取組方針

第 17回 H25.10.4 ・労働者派遣制度に関する意見

第 18回 H25.10.24 ・重点的フォローアップ事項
・保険診療と保険外診療の併用療養制度

第 19回 H25 10.31 一般用医薬品のうちスイツチ直後品目等の取扱いについて

第 20回 H25.11.19 一般用医薬品のインターネット販売

保険診療と保険外診療の併用療養制度

第 21回 H25.11.27 介護 ・保育事業等における経営管理の強化とイコールフッティング確立

今後の農業の改革方向について
「攻めの農林水産業」実現のための規制改革要望を受けた改革事項について

第 22回 H25.12.5 介護 ・保育事業等における経営管理の強化とイコールフッティング確立

保険診療と保険外診療の併用療養制度

労働時間法制の見直しに関する意見
ジョブ型正社員の雇用ルール整備に関する意見

第 23回 H25 12.20 「保険診療と保険外診療の併用療養制度」改革の方向性について

介護 ・保育事業等における経営管理の強化とイコールフッティング確立に関

する論点整理

医療提供体制に関する意見
省令等下位規範による規制の実態の分析と見直し
IT関連の規制改革事項について

第 24回 H26.1.21 ・保険診療と保険外診療の併用療養制度
・規制所管府省が主体的 ・積極的に規制改革に取り組むシステムの構築

第 25回 H26.2.4 ・介護 ・保育事業等における経営管理の強化とイコールフッティング確立
・省令等下位規範による規制の実態の分析と見直し

第 26回 H26.2.28 ・介護 ・保育事業等における経営管理の強化とイコールフッティング確立の更
なる論点

・規制所管府省が主体的 ・積極的に規制改革に取り組むシステムの構築

第 27回 H26 3.17 ・介護 ・保育事業等における経営管理の強化とイコールフッティング確立
・医療用検査薬から一般用検査薬への転用の仕組みの早期構築に関する意見
・規制所管府省が主体的 ・積極的に規制改革に取 り組むシステムの構築及び省

令等下位規範による規制の実態の分析と見直し

第 28回 H26 3 27 ・選択療養制度 (仮称)の 創設について (論点整理)
・規制所管府省が主体的 ・積極的に規制改革に取 り組むシステムの構築 (規制
の PDCA)に関する意見

第 29回 H26.4.16 ・選択療養 (仮称)に おける手続き・ルール等の考え方 (論点整理②)
・介護 ・保育事業等における経営管理の強化とイコールフッティング確立に関
する意見

第 30回 H26.4 23 ・選択療養 (仮称)の 趣旨、仕組み及び効用について
・今後の公開ディスカッションの開催に向けて

第 31回 H26 5.12 ダンスに係る風営法規制の見直しに関する意見
ビッグデータ ・ビジネスの普及

第 32回 H26 5_22 パーソナルデータに関する意見

農業改革に関する意見
労働時間規制の見直し

第 33回 H26 5.28 ・保険外併用療養制度における新たな仕組みに関する意見



第 34回 H26 6.6 タクシー規制

答申の素案

国際先端テス ト

第 35回 H26.6.13 答申とりまとめ

改正タクシー特措法の特定地域に係る指定基準に関する意見

規制改革実施計画のフォローアップの結果

グループ】健 康 ・ ワーキング ログルー

第 6回 H25 7.31 ・電子レセプト等の活用による保険者機能の強化等
・革新的な医薬品及び特定医療材料の価格算定ルール等の見直し

第 7回 H25 9.5 ・医療法等の改正
・健康 ・医療ワーキング ・グループの検討項目

第 8回 H25 9.11 一般用医薬品のインターネット販売に関するフォローアップ

第 9回 H25 9.30 支払基金と国保連の役割分担の見直し

レセプ ト帳票の見直しなど分析可能なデータの整備

保険者による直接審査の推進

第 10回 H25 10.9 ・最適な地域医療の実現に向けた医療提供体制の構築

第 11回 H25 10.21 ・最適な地域医療の実現に向けた医療提供体制の構築
・支払基金と国保連の役割分担の見直し

第 12回 H25 11.8 ・在宅医療 ・在宅介護の推進
・最適な地域医療の実現に向けた医療提供体制の構築

第 13回 H25 11.26 在宅医療 ・在宅介護の推進

医療機関の業務及びガバナンス

支払基金と国保連の役割分担の見直し

第 14回 H25 12.18 ・医療提供体制

第 15回 H26 1.9 ・セルフケア領域に適する医療用検査薬等の見直し
,医療機関の業務及びガバナンス

第 16回 H26 1.30 ・セルフケア領域に適する医療用検査薬等の見直 し

第 17回 H26 2.18 ・医療機関の業務及びガバナンス

第 18回 H26 3.6 ・セルフケア領域に適する医療用検査薬等の見直し

第 19回 H26 3.28 ・医療関連従事者の役割分担の見直し

第 20回 H26 4.15 医療関連従事者の役割分担の見直し

医療情報の利活用のための工程表の策定

第 21回 H26 5.1 ・重点的フォローアップ事項の進捗
・ホツ トライン再検討案件状況報告

第 22回 H26 5.26 国際先端テス ト結果報告

規制改革実施計画の進捗状況

.)-+>r' - r)n-J
第 8回 H25.8.29 ・雇用ワーキング・グループの今後の進め方、検討項目
第 9回 H25.9.13 ・労働者派遣制度

第 10回 ‖25.9.25 ・労働者派遣制度

第 11回 H25.10.11 ・労働時間法制

第 12回 H25.10.23 ・労働時間法制

第 13回 H25.10.31 ・労働時間法制

第 14回 H25_11.5 ジョブ型正社員

労働時間法制

国家戦略特別区域法の検討状況

第 15回 H25.11.21 ・ジョブ型正社員
・労働時間法制

第 16回 H25 12_ 16 ・労働者派遣制度

第 17回 H26.1.24 ・有料職業紹介事業等

第 18回 H26 1.29 ・個別労働関係紛争の実態

第 19回 H26 2.19 ・ハローワークの取組等
・個別労働関係紛争

第 20回 H26 2.27 有料職業紹介事業等

個別労働関係紛争

労働時間法制

第 21回 H26 3.7 有料職業紹介事業等
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第 22回 H26.3.17 lEl別労働関係紛争

ヨ家戦略特別区域法における雇用指針案

第 23回 H26.4.11 職業紹介事業

個別労働関係紛争

第 24回 H26.4.24 再就職支援、職業能力開発

雇用仲介事業

第 25回 H26.4.25 労働時間法制

個別労働関係紛争
ジョブ型正社員

第 26回 H26.5.15 これまでのヒアリング等を踏まえた意見交換

【創業・IT等|ワーキング・グループ】
第 8回 H25.9.6 ・創業 ・IT等 ワーキング ・グループの今後の進め方、検討項目

第 9回 H25 9.30 クラウドメディアサービスの実現のための規制の見直し
ビッグデータ・ビジネスの普及

第 10回 仄
υ

う
乙

口
＝ 10. 10 食料品アクセス環境の改善

外国人技能実習制度の見直し

第 11回 H25 10.31 働きながら日本料理を学ぶための在留資格の要件緩和

国税関係書類の電子化保存に関する規制の見直 し

第 12回 H25.11.5 非対面サービスでの本人確認、年齢確認

第 13回
Ｅ
υ

う
乙

口
Ｈ

う
乙

０
４ ダンスに係る風営法見直し

金融商品契約の電子書面の交付の汎用化
「攻めの農林水産業」実現のための規制改革要望について

第 14回
Ｅ
υ

Ｏ
乙

ｕ
Π

０
乙

う
０ 日本におけるベンチャーキャピタルの現状と課題

国立大学によるベンチヤー育成のための環境整備等
エネルギー関連の重点的フォローアップ事項
IT関連の規制改革事項について

ビッグデータ ・ビジネスの普及

第 15回 H26.1.20 ダンスに係る風営法規制の見直し

第 16回 ＾
υ

●
乙

ロ
ロ 1 .

う
０ 研究設備等に関する高圧ガス規制の緩和

第 17回 H26.2.10 流通 ・取引慣行ガイ ドラインの見直し

第 18回 H26.2.24 一般集中規制の見直し

動産及び債権を担保にした資金調達の仕組みの改善
第 19回 H26.3.12 取引照会の一元化

第 20回 H26.3.31 ‐微量 PCB汚染電子機器等処理の加速化に向けた新たな仕組みの導入
・流通 ・取引慣行ガイ ドラインの見直し

第 21回 H26 4.14 ・国際先端テス ト結果報告

第 22回 H26.4.21 ・流通 ・取引慣行ガイ ドラインの見直 し

第 23回 H26.5.8 ・貨物自動車運送事業者によるレンタカー使用用途 ・期間制限の緩和
・流通 ・取引慣行ガイ ドラインの見直し
・国立大学によるベンチャー育成のための環境整備等
・ビッグデータ ・ビジネスの普及

第 24回 H26.5.21 口民法 (債権法)の 改正

第 25回 H26.6.9 ・タクシー規制

【農業ワーキングログループ】
第 1回 H25 9.10 農地中間管理機構(仮称)

農業ワーキング ・グループの今後の進め方

第 2回 H25 10.1 農地の活用 ・保全における農業委員会の在 り方

第 3回 H25 10.15 農業生産法人の要件緩和

農地の信託事業の民間開放
平成 21年改正法附則に規定された事項に係る検討状況

第 4回 H25 10.29 ・農業者 ・消費者に貢献する農業協同組合の在 り方

第 5回 H25.11.13 農地の活用 ・保全における農業委員会の在り方

農業者 ・消費者に貢献する農業協同組合の在 り方

第 6回 ‖25 11.18 農家レス トランの設置等の農地利用規制の見直し

農家への信用保証制度の適用

第 7回 H25.11.21 ・今後の農業改革の方向性について

第 8回 H26 2.3 ・農地の活用 ・保全における農業委員会の在 り方
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第 9回 H26.2 21 ・農業者 ・消費者に貢献する農業協同組合の在 り方

第 10回 H26.3.5 ・農業者 ・消費者に貢献する農業協同組合の在り方

第 11回 H26.3.11 ,農地の活用 ・保全における農業委員会の在 り方

第 12回 H26.3 20 ・農業者からヒアリング

第 13回 H26.4.2 ・農地の活用 ・保全における農業委員会の在 り方
・農業者 ・消費者に貢献する農業協同組合の在 り方

第 14回 H26.4.8 ・農業者 ・消費者に貢献する農業協同組合の在 り方
・農業改革の基本的視点

第 15回 H26.4.24 ・農業者 ・消費者に貢献する農業協同組合の在 り方
。現地視察報告

第 16回 H26.5.14 ・農業改革の方向性について

第 17回 H26.6.12 ・答申案について

貿易・投資等ワーキング・グループ
第 1回 H25,9.4 ・貿易 ・投資等ワーキング・グループの検討項目

第2回 H25 10.11 ・対日投資促進に関する外資系企業の規制改革要望
・日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等を設立する際の法人登記

等に関する規制改革要望

第 3回 H25.10.29 ,外国法事務弁護士制度に係る規制改革要望
・空港に係る規制改革要望

第4回 H25.11.7 ・電気通信機器の相互認証に係る規制改革要望
・輸入食品の年次分析の国際基準適合に係る規制改革要望

第 5回 ‖25.11.22 ・医療機器審査基準の国際整合化等に係る規制改革要望
・家庭用品品質表示の国際整合化等に係る規制改革要望

第 6回 H25.12.10 ・輸出入関係制度に係る規制改革要望

第 7回 H26.1.21 ・化粧品輸入時の手続きの簡素化に係る規制改革要望

第 8回 H26 2.8 ・訪日外国人観光客に対する入国審査手続きの簡素化 ・迅速化に係る規制改革

要望                        に
・在留資格及び高度外国人材ポイン ト制の利便性の向上に係る規制改革要望

第 9回 H26 3.4 ・異種 リスクの含まれないイスラム金融に該当する受与信取引等の銀行本体ヘ

の解禁に係る規制改革要望
・(独)日本貿易保険による貿易保険の付保対象契約拡大に係る規制改革要望

第 10回 H26.3.18 ・外国為替及び外国貿易法の事前届出制度に係る規制改革要望

第 11回 H26.4.2 クルーズ船入港時の入国審査手続きの見直しに係る規制改革要望
ISO規格コンテナ用 トレーラーに係る国内外基準の統一化

第 12回 H26.4.22 ・日本人女性の就労を促す外国人家事労働者に係る規制改革要望

第 13回 H26.5.19 ・日本人代理者を有 しない外国人の在留資格認定証明書交付申請に係る規制改

革要望
・在留外国人が扶養する配偶者の就労許可に係る規制改革要望

第 14回 H26.5.27 ・日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等を設立する際の法人登記
等に関する規制改革要望
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規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)
のフォローアップの結果について

平成26年3月31日現在

内閣府



1 目的、根拠

規制改革実施計画に盛り込まれた事項については、「規制改革実施計画(平成
25年6月14日閣議決定)」により、「内閣府は、本計画に定められた措置を積極的に

推進するとともに、毎年度末にその実施状況に関するフォローアップを行う。その結
果は、規制改革会議に報告するとともに、公表する。」とされている。

このため、本計画に盛り込まれている事項について、平成26年3月31日現在の所
管府省庁の実施状況を整理し、その結果を報告する。

概要

計画に盛り込まれた142項 目の概要は次のとおりである。

(1)措置が完了したもの ・口・89項 目             ′

(2)実現に向けた検討は終了したが、措置が完了していないもの 日「■ 17項 目

(3)実現に向けて検討中で、結論が得られていないもの 日■■35項 目

(4)平成26年度以降、具体的な検討を行うもの 日■●1項 目

※ 1項目に複数の実施時期を有するものは、すべての項目が措置された場合に「完了」とする。
※ (1)の「措置が完了したもの」89項目にういても、検討結果が実施計画の趣旨に沿つているか

については、今後検討を続ける。



目次

1  .

2.

エネルギT・環境分野

保育分野

健康・医療分野

雇用分野

倉1業等分野
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… ・

  1

・… 22
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・… 31

ロー 32

３

　

４

　

５

※ 措置区分の分類基準は次のとおりである。

:未措置 :計 画に定められた内容の実現に向けた検討は終了したが、措置が完了していないもの :

:検討中 1計 画に定められた内容の実現に向けた検討中で、結論が得られていないもの    :

:未検討 :計 画に定められた内容の実現に向けた検討が実施されなかつたもの        i



エネルギー・環境分野の実施状況等

規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

事項名 規制改革の内容 実施時期
置
況

措
状 これまでの実施内容

Dエネルギーの安定供給・エネルギーの地産地消
・石炭火力発電に対する環境アセスメントの明確化・迅速化

1

石炭火力発電に対す
る環境アセスメントの
明確化,迅速化

電力の安定供給の確保、燃料コストの削減、環境
保全に取り組むため、今後、石炭火力について
は、「東京電力の火力電源入札に関する関係局長
級会議取りまとめ」(4月25日経済産業省・環境省)
において明確化されたC02の取扱い等に基づき
対応するとともに、環境アセスメントの手続期間短
縮(従来3年程度かかる火力のリプレースを1年強
程度に短縮等)を着実に進める。

経済産業省
環境省 一部措置済

「東京電力の火力電源入本日こ関する関係局長級会議取りまと
め」(平成25年4月25日経済産業省・環境省)を含む、「燃料
調達コスト引下げに向けた当面のアクションプラン」(平成25

雰端堤装お買庭襲1多ずIIよ君菅詈著:利
用訛な最良

mlm鰈 躙 静
冨認暴鷺壽 ぽ

張詐濡彗お藁』了趾I堅霜喜鯰 稽蒻
発電所」)については、国と自治体の審査を同時並行で進め
ること等により実質的な審査期間を確保した上で、知事意見

2贅誕i催 蠍 鷺 繰 2皐 i:喜る予亀らよ語 1把 賜 ま
8日(従来30日程度)となっており、手続上、環境アセスメント
の審査期間の短縮が実現できている。

引き続き、手続き期間が短縮されるよう取り組む。

電カシステム改革

電カシステム改革

雇嵩肇鑑 発部 殺 !鞘 鑽 ダ
針」の内容に従い、(1)広域系統運用機関(仮称)
の設立、(2)電気の小売業への参入の全面自由
化、(3)法的分離による送配電部門の中立性の
一層の確保・電気の小売料金の全面自由化の3
本の柱を中心とした改革を進める。

(1)平成27
年を目途に
設立
(2)平成28
年を目途に
実施
(3)平成30
～32年まで
を目途に実
施

経済産業省 一部措置済

驚雰肇緊 錦 凝 響だ甜 薯欝酬 雛
する法律」(平成25年法律第74号)が平成25年11月に成立し
た。
また、(2)については、平成26年2月に電気の小売業への参
入の全面自由化を盛り込んだ「電気事業法等の一部を改正
する法律案」を国会に提出した。

篤 馴 牽 顆 傲 雰蕪基竃募」席 路 鯨 婁
員会制度設計ワーキンググループにて検討を進めている。

露渭趙 おム製需淵 翔銭鶴、
贈管閣嘱亀暢i努彦翼摯響墨麓露訳暑展婁貯機関

を設立予

藁を澄畠り竃泄理首〕霰湾
27年の通常国会に、必要な法律

・風力発電

風力発電の電気主任
技術者選任における
統括事業場の設置

電気事業法第52条第1項の「直接続括する事業
場」に関して、どのような場合に複数の風力発電
所:変電所を統括する事業場と認め得るかの基準
を明確化し、その認定を容易とすることについて検
討し、結論を得る。
基準の明確化に当たつては、設備規模や運用箇

所数、距離、技術員の配置状況、遠隔監視機能、
点検及び事故時の対応などの実態に基づき、具
体的な基準となるように検討する。

平成25年度
上期目途で
検討・結論・

措置

経済産業省 措置済

平成25年3月に開催した産業構造審議会保安分科会電力安

[蜆言⑤琲魃顆



規常1改革実施計画〈平成25年6月14日間議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

番号 事項名 規制改革の内容 実施時期
措置
状況

これまでの実施内容

風力発電設備の設置
に関する農地制度上
の取扱いの検討

優良農地の確保に支障を生じないことを前提とし、
地域の農業振興に資する場合における風力発電
設備の設置に関し、農地転用制度上の取扱いを
検討し、結論を得る。

平成25年度
検討。結論

農林水産省 未措置

「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネル
ギー電気の発電の促進に関する法律」が平成25年11月22日
に公布され、公布の日から起算して6月を超えない範囲で施

釉 漢規l蜘 輪鶴転爆醜撃
を

可能とする考え。

4、露尋荼賽脇発ぼ繁裡奮髯晏鯖″肇8靱
市町村が「再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する
区域」に含めることを可能とする考え。

鱚覇贔 ⑮粍錮爾磯肇い

法律の施行までに必要な措置を講じる予定。

,太陽光発電

5 電気主任技術者によ
る太陽光発電設備の
定期点検の在り方に
関する柔軟な検討

①パネルとパワーコンディショナーの点検頻度に
ついては現状(2回以上/年 )のままとする。

υ十 既 ZO年

度措置

経済産業省

措置済

経済産業省告示第249号の改正(平成25年6月28日施行・公

表)において明示した。

②全量買取制度での設備形態において新たに点
検頻度を設定する必要のある太陽電池発電所用
の受変電設備については、他の受変電設備と同
様の点検頻度(1回以上/1～ 3か月)の適用を平
成26年 3月末まで猶予する。

Э平成25
曳措置

年

措置済

経済産業省告示249号の改正(平成25年6月28日施行・公表)
において適用を平成26年3月末まで猶予した。

羅合奨憂醤護層器鵠響総 鋼 電黒器
受変電設備について、適切な点検頻度の在り方を
検討し、結論を得る。検討に際しては、他の受変
電設備との差異の有無、経年劣化による故障率、
遠隔監視技術等による保守点検の可能性、事業
者の負担などを考慮し、必要な保安水準を確保す
る最小限の点検頻度となるよう配慮する。

Э平成25年
検討・結論、
結論を得次
第措置

措置済 譴 靡 言欝 発 議 謡 鷺 農 鯨 炒 醜 f
検頻度を必要な保安水準が確保される範囲で、最小限となる
よう見直した。(平成26年3月公布)



規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

番潟 事項名 規制改革の内容 実施時期
置
況

措
状

これまでの実施内容

・地熱発電

バイナリー発電設備に
係るボイラー・タービン
主任技術者の選任及
び工事計画届出等の
不要化範囲の見直し

出力が300kW未満等のパイナリー発電設備であ
り、媒体が炭化水素ガス又はアンモニア水であり、
輻射熱又は大気圧相当の熱水・蒸気を利用する
ものについて、または、媒体が不活性ガス、炭酸
化水素ガス又はアンモニア水であり、大気圧以
上、100℃以上の熱水・蒸気を使用するものにつ
いて、既存の該当事例(例えば、九州における小
型蒸気発電や類似の機械である吸収式冷凍機
等)における実績等、今後、事業者等が保有する

露 錦 鶴 難 轟 鎌 鰐 肇 潔 湖 韮
技術者の選任、工事計画届出、溶接事業者検査
及び定期事業者検査の不要化につき検討する。
また、小型のフラッシュタイプ等の発電設備につい
ても、今後、必要なデータ等が得られれば規制の
見直しを検討する。

バイナリー

発電設備に
ついては平
成25年度検
討・結論、結
論を得次第
措置。小型
のフラツシユ
タイプ等の
発電設備に
ついては、
必要なデー

タ等が得ら
れ次第検討
開始

経済産業省 検討中

平成26年3月開催の産業構造審議会保安分科会電力安全小
委員会の審議を経て、バイナリー発電設備について、媒体が
不活性ガスのものについては、「大気圧において100℃以下
の水若しくは蒸気を用いたものであること」の要件を外すが、
媒体が炭化水素ガス又はアンモニア水である場合について
は、シミュレーションを行つた結果、周辺住民が強い異臭を感
じる、ガス検知器の警報が鳴る等の事象が引き起こされるレ
ベルの媒体の漏洩の可能性があることが確認されたことか
ら、現状維持とすることが妥当との結論を得た。

バイナリー発電設備については、現在、告示改正作業中(平
成26年4月以降施行・公表予定)。
なお、小型のフラツシユタイプ等の発電設備については、引き
続き検討を行う。   ‐

7

「温泉資源の保護に関
するガイドライン(地熱
発電関係)」の適用範
囲の明確化

温泉法第3条が温泉をゆう出させる目的で土地を
掘削しようとする者は許可が必要としていることを
踏まえ、許可が不要な掘削について類型化する。

平成25年度
検討開始、
平成26年度
結論、結論
を得次第措
置

環境省 検討中

有識者による検討会を設置し、検討中。「温泉法第3条に基づく掘削
許可の取扱いについて」を議題としてヒアリング等を実施した。
httpノ/www env goJp/nature/Onson/coundl/guide/03 html

平成25年度の議論を踏まえ引き続き検討し、平成26年度に結論を出
す予定

・小水力発電

8

慣行水利権が設定さ
れた水路に設置する
小水力発電の整理①
(短期間での水利使
用)

慣行水利権が明確化されるまでの措置として行わ
れる短期間の小水力発電の水利使用の許可につ
いて、許可を行う場合の要件を明確化する。

平成25年度
検討・結論、
結論を得次
第措置

国土交通省 措置済

慣行水利権を利用した従属発電の短期間の水利使用許可に
ついては、「慣行水利権に係る小水力発電の水利使用手続
の簡素化について」(平成25年12月11日国土交通省水管理・

国土保全局水政課水利調整室長及び河川環境課流水管理
室長通知)を発出し、周知済み。

9

慣行水利権が設定さ
れた水路に設置する
小水力発電の整理②
(新規の発電水利取
得)

υl員lTttTllCtて利l用した代局冗 竜笹法以上υノ宣
録制の対象とする場合に、取水量調査の期間を
短縮化することや取水量調査の頻度などを少なく
するなど地域の実情に応じて必要最小限の簡素
なものとするよう農林水産省と連携して整理し、周
知徹底する。
②慣行水利権の農業用水路を利用した新規の発
電許可について、地域の実情に応じて河川管理
者が調査した河川流量や河川環境のデータを活
用できるなどの簡素化措置について農林水産省と
連携して整理し、周知徹底する。
③地方整備局等において、上記簡素化措置にも
役立てるよう、河川流量や河川環境の調査を積極
的に行い、地方整備局等に設置している小水力発
電のプロジエクト形成を支援する窓口を通じて、事
業者の求めに応じて、その調査結果を積極的に提
供する。

平成25年度
検討・結論、
結論を得次
第措置

国土交通省 措置済

①、②、③については、「慣行水利権に係る小水力発電の水
利使用手続の簡素化について」(平成25年12月‖日国土交通
省水管理・国土保全局水政課水利調整室長及び河川環境課
流水管理室長通知)を発出し、周知済み。



規制改革実施計画(平成25年6月14日間議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

事項名 規制改革の内容 実施時期
置
況

措
状

これまでの実施内容

豊水時における小水
力発電施設の最大取
水量の増量

忌][[[ii][[!:][:き::ilfi
添付すれば足りることを周知徹底する。

平成25年度
早期措置

国土交通省 措置済

山間部の小規模な取
水施設に係る取水量
管理の簡素化 ::「肯il昔肯li]littil∫Iをi専「

果を周知する。

平成25年度
検討・結論、
結論を得次
第措置

国土交通省 措置済

発出し、周知済み。

非かんがい期等にお
ける発電水利権の取
得の簡素化について

Э小水力発電を促進するため、非かんがい期など
に新たに発電目的のために取水する場合につい
て
・地域の実情に応じて、生態系や景観への影響調
査を省略することができること
。地域の実情に応じて、取水施設等の構造図等を
省略することができること
・地域の実情に応じて、河川管理者が調査した河
川流量や河川環境のデータを活用できること
などの簡素化措置を講じる。

鉗 汚矯 場騒 lWmt
めに取水する場合の簡素化措置にも役立てるよ

謂 m/劉 脚 諒 観 躙 み
ヽ

ジェクト形成を支援する窓口を通じて、事業者の求
めに応じて、その調査結果を積極的に提供する。

Э平成25年
度早期検
討・結論・措
置
Э平成25年
度措置

国土交通省 措置済
ひ 鼎 ア 踊 浄 Л朦 騨 乳 監 翼 飩 纏 曹 菖f便
全局水政課水利調整室長及び河川環境課流水管理室長通
知)を発出し、周知済み。

小規模ダム水路主任
技術者選任の柔軟な
検討

詈言業}うま貫            ぢ
不要とするべく検討し、結論を得る。

[躙
討し、結論を得る。

平成25年度
検討・結論・

措置
経済産業省 措置済

言讐幾鶉内鯰琲卵予重

鑓獣潔 1雲協に熱普就梯鋼諏栞
路主任技術者の選任を不要とし、
②農業土木学の履修者を含め、土木に関する一定の学科を
修めた者については許可を行うことを明確化した。

小水力発電を運営す
る組織が親会社・子会
社の関係かの明確化

できることを周知する。

平成25年度
早期措置

経済産業省 措置済
平成25年6月24日に都道府県土地改良事業団体連合会の上
部組織である全国土地改良事業団体連合会に通知した。



規制改革実施計画(平成25年6月14日 閣議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

Ｅ
Ｔ
．

番 事項名 規制改革の内容 実施時期 措置
状況

これまでの実施内容

・バイオマス発電

バイオマス発電燃料に
係る廃棄物該当性の
半り断

①バイオマス発電燃料に係る廃棄物該当性の判
断方法について、一定の基準を通知する。具体的
には、                     |
・発電施設が求める品質を有すること
・需要に沿つて計画的に生産・出荷されること
・適切な保管や品質管理がなされていること
等を明示する。
②平成25年3月に、各自治体の判断に当たっての
参考材料となることを目的として、「バイオマス発
電燃料等に関する廃棄物該当性の判断事例集」
を作成し、自治体に送付するとともに、環境省ホー

ムページでも公表した。この判断事例集につい
て、ア)自治体に周知徹底するとともに、イ)判断事
例集をより充実した内容にすべく、今後とも継続的
な見直しを行い、都度周知する。
③各自治体において判断が大きく異なることのな
いように通知するとともに、事業者が相談できるよ
う、環境省に全国統一相談窓口を設置し、対応す
る。

①平成25年
6月中に措
置
②ア)平成
25年6月中
に措置
イ)継続的
に実施
③平成25年
6月中に措
置

環境省 措置済

躁 手雅 理 跳 推躍 零マ塀 騨 蓋認 轟 編 it
いて(平成25年6月23日付け環廃対発第1306231号、環廃産
発第1306281号)」(※1)により、バイオマス発電燃料に係る
廃棄物該当性の半u断方法及び判断基準等を自治体等に対し
示すとともに、改めて判断事,1集(※2)の周知を行つた。また
③について、バィォマス発電燃料の廃棄物該当性に関する事
業者等の全国相談窓口を環境省に設置した。
※1
http://www env gojp/recycle/waste/re&ref/nO_1306281 pdf
※2「バイオマス発電燃料等に関する廃棄物該当性の判断事
例集」(平成25年3月27日)
http://www env、gojp/recycle/repoパノh25-01 pdf

パイオマス資源の焼却
灰の有効活用

専焼ポイラーの燃料として活用されている間伐材
などを有効利用して製造された木質ペレットにつ
いては、それを燃焼した後の灰は、畑の融雪剤や
土地改良材等として有効活用されているものもあ
る。このように、有効活用が確実で、かつ不要物と
は判断されない灰は、産業廃棄物とはならない旨
各自治体に通知する。
また、自治体間において判断が異なるような場合
に事業者が相談できるよう、環境省に全国統一相
談窓口を設置し、対応する。

平成25年6
月中に措置

環境省 措置済

あ稿鶴閣麿ず鶏議摯有嬬胤γ蔭夢
第1306282号)」(※)により、木質ペレット又は木質チップを燃

震富          像警ili][篭fi言薯i孝言
え

※
http://www onv go」p/reCycle/waste/rearef/no_1306232 pdf

・再生可能エネルギー共通

再生可能エネルギー

発電設備における第
二種電気主任技術者
の確保の円滑化

再生可能エネルギー発電設備について、第二種
電気主任技術者の確保が困難であるとの意見を
踏まえ、第二種電気主任技術者の確保を容易と
するべく検討し、結論を得る。

平成25年度
検討・結論、
結論を得次
第措置

経済産業省 措置済

平成26年3月開催の産業構造審議会保安分科会電力安全小
委員会の審議を経て、
①選任範囲を明確化したQ&Aを 改正(平成26年3月31日公
表)することで、自社選任を行う場合の「従業員」の要件につ

饒彙軋鸞騨期 墨RT
て、経済産業省HPにて周知(平成26年3月31日公表)した。
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規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年3月31日時点)

番漏 事項名 規制改革の内容 実施時期
措置
績】兄 これまでの実施内容

変電所のバンク逆潮
流制限の緩和措置

バンク逆潮流を可能にするための設備投資に要
する費用負担について、合理的な在り方を整理す
る。

平成25年度
早期措置

経済産業省 措置済

配電用変電所のバンク逆潮流を可能とするため、「電力品質
確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」及び「電気設備の
技術基準の解釈」の改正を平成25年5月31日に実施した。
当該改正を受け、配電用変電所においてバンク逆潮流が発
生する場合に必要となる供給設備の工事費の費用負担につ
いては、接続する再生可能エネルギー発電設備からの出力
に比例した負担を設置者が行うという整理を行った。
具体的には、電気事業法第24条の3第2項ただし書の規定に
基づき、「託送供給約款以外の供給条件」として平成25年7月
22日付けで特例承認を一般電気事業者に対して行い、再生
可能エネルギー発電設備の受電電力1キロワットあたりのエ
事費負担額等を定めた。なお、当該供給条件は一般電気事
業者において同月23日より適用されている。

補助事業で取得した財
産の太陽光発電等ヘ
の活用

太陽光発電その他の再生可能エネルギーの普及
促進を図るため、補助事業者が補助事業等により
取得した施設について、補助事業者自ら再生可能
エネルギーの発電施設を設置し、又は再生可能エ
ネルギーの発電施設の設置のため第二者に有償
で設備の貸付(屋根貸し等)を行うに当たり、当該
財産処分が補助金等の交付の目的に反しないこ
ととなる場合をt各省のホームページ等を通じて
明らかにし、広く周知徹底する。

平成25年度 総務省
借置済

震踏覗鶉 毀T鶴 舞?翻畠ヨ緊
ホームページにて公開。
http://www soumu go」p/menu_yosan/81361_recyclable_energ
yht■l

文部科学省
措置済

補助事業等により取得した施設における再生可能エネルギー

発電施設の設置等の財産処分が補助金等の交付の目的に
反しないこととなる場合について、平成25年12月24日に当省
ホームページにて公開
httpノ/www mext gojp/a_menu/kalkei/kaizen/1342673.htm

厚生労働省
措置済 震識毀鶉 毀で鞘鋪β鍵艇〕

こ
ホームページにて公開
http://wN"゙mhlw gojp/topios/2014/02/di/tp0203-01 pdf

農林水産省
措置済 震識毀閻 毀Υ棚鋪霧網 磐

こ
ホームページに掲載し、周知した。
http:〃― ma‖gojp/」/aid/‖yo_syobun/index html

経済産業省 措置済

震識鴨薔猾 毀で卿 卿
的状況を踏まえ、ホームページ等を通じた周知を行つた(平成
25年12月25日付けで当省ホームページに掲載。
http://www.meti.go」p/infOrmation_2/downloadl!es/sub_pvpg`
pdf)



規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

番号 事項名 規制改革の内容 実施時期
置
況

措
状 これまでの実施内容

国土交通省 措置済

補助事業等により取得した施設における再生可能エネルギー

発電設備の設置等の財産処分が、補助金等の交付の目的に
反しないこととなる場合について、平成26年2月19日に当省
ホームページに掲載し、周知した。
http://www.m‖t.go」p/COmmon/001027968.pdf

環境省 措置済

補助事業等により取得した施設における再生可能エネルギー

発電設備の設置等の財産処分が、補助金等の交付の目的に

最望露 路 雪 根裏:こ
ついて 平ヽ成2 6銅月1 4日に当省

http://www env go」p/other/zaisan reS■index htmi

・環境アセスメント

風力・地熱発電に係る
環境影響評価の国に
よる審査期間の短縮
目標の設定

風力・地熱発電に係る環境影響評価における国
の審査期間について、火力発電所リプレースと同
様に、短縮目標(全体で45日程度に短縮)を明示
した上で、実効的な審査短縮策を請じる。

平成25年度
早期措置

経済産業省
環境省

措置済

(従来30日程度)、準備書の審査(実績1件)については、17
日(従来90日程度)で知事意見の提出から経済産業大臣の

帥象言キやど観聾署要発身辮 澳還お踊轟襲劉器目
の

需;提馨翠:事舒竜少
カリプレニスと同等の審査期間の短

引き続き、手続き期間が短縮されるよう取り組む。

風力発電に対する自
治体による環境影響
評価の審査期間短縮
に係る取組の促進

①環境影響評価法対象事業に係る個別案件の都
道府県による審査期間及び短縮化できている事
例の調査を実施し公表するとともに、最も短縮化
できている事例を目安として各都道府県が目標を
設定して審査期間の短縮に努めるよう促すための
技術的な助言(通知)を行う。
②国におけるこれまでの審査状況(審査のポイン
トや環境大臣意見の内容など)の紹介や「風力発
電施設の環境影響評価に関する参考事例集」の
作成・配布等により、様々な機会を通じて自治体
の審査期間短縮に係る取組を促す。

①平成25年
6月中に措
置
②逐次実施

経済産業省
環境省

措置済

2警湯艦昴婁橿妻鷲復 漱鑑激と選層ぞ翌
(技術的助言)」(平成25年 6月20日)を発出。

澤蔑銀請鍋歎曇す繁驚労鍵認躍襲訂

靴犠1断ぶ髪誰築剛蠍 鼎鼎著
行つた。

各自治体と、それぞれ取組状況の共有や課題の整理・解決
等の取組を引き続き実施する。

配慮書手続に先行す
る環境影響調査の実
施による環境アセスメ
ント期間の大幅な短縮
の促進

環境アセスメント期間を大幅に短縮させるため、事
業者による環境影響調査の前倒し。並行実施を促
進するための方策を検討し、必要な措置を講じ
る。

平成25年度
検討・結論、
結論を得次
第措置

経済産業省
環境省

措置済
虜夢『毅 ご嵩高 稗 割 纂 摯 凩 鯨 調 把ヒ』 、
そのための予算を経済産業省が措置。(平成26年度予算案
200億 円)。

速やかに予算の執行を行う。



規制改革実施計画(平成25年6月 14日間議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

番号 事項名 規制改革の内容 実施時期
置
況

措
状

これまでの実施内容

風力発電事業におけ
る環境調査が省略可
能となるモデル地区の
拡充

風力発電事業を行う場合、少なくとも1年以上を要
する環境調査が省略可能になる「風力発電等に係
る環境アセスメント基礎情報整備モデル事業」に
より、事業者が環境アセスメントにおいて活用でき
る環境基礎情報の収集整備を引き続き行う。ま
た、モデル地区の拡大、自治体からの公募等、事
業の拡充を検討する。

平成24年度
検討開始、
結論を得次
第措置

環境省 措置済

平成25年度「風力発電等に係る環境アセスメント基礎情報
整備モデル事業」において、事業者が環境アセスメントにおい
て活用できる環境基礎情報を収集整備するモデル地区を拡
大し、自治体からの公募を行いながら実施している。

平成26年度もら1き続きモデル事業を実施し、更なる環境基
礎情報の収集を行う。

風力・地熱発電の環境
アセスメントに係る情
報の利活用のための
環境整備

風力発電所及び地熱発電所の設置に係る環境影
響調査をさらに簡素化・迅速化すべく、環境基礎
情報や環境アセスメントに関する知見等について
統合的に利用できる具体的方策について検討し、
必要な措置を講じる。

平成25年度
検討・結論、
結論を得次
第措置

経済産業省
環境省 措置済

詈鰊 瑕 晰 鰹 翻 峰
提供するデータベースシステムを仮公開。平成26年度早々
に、本公開予定。
また、経済産業省において、前倒し調査に関する情報収集、
データベース化のための予算を措置(N。22参照)。

駅戟以戦憮 墓:癬認修轟蓬雲詐
るため、速やかに予算の執行を行う。

風力・地熱発電の特性
を踏まえた配慮書手続

「発電所に係る環境影響評価の手引き」等におい
て、地元調整と並行的に事業計画が立案され、立
地地点も制約されるなどの発電事業の事業特性
を踏まえつつ、配慮書手続における複数案・単一

案の考え方を明確4ヒする。

平成25年度
上期措置

経済産業省
環境省

措置済

平成26年9月30日に、配慮書手続における複数案・単一案
の考え方を記載した「発電所に係る環境影響評価の計画段階
環境配慮書における複数案等の考え方」を公表。
http://呻meJ.go」p/po‖oy/safety_security/industttaLSafet
y/sangyo/electnc/11。s/fukusuuan,pdf

地熱発電に係る数値
シミュレーションによる
風洞実験の省略

お警業罷晰 鵠奄露鶏喬端誰穏鴨
価

可能な数値シミュレーション技術の確立に向けた
検討を開始する。

平成25年度
検討開始、
結論を得次
第措置

経済産業省 検討中
躊 麒 贅翔 じ理希賜講 識 曇磐
業採択し、平成25年7月より研究開発を実施中。

平成27年度末までに研究開発を終了し、措置する。



規制改革実施計画(平成25年6月14日間議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

番男 事項名 規制改革の内容 実施時期
置
況

措
状

これまでの実施内容

・火力発電

溶接安全管理検査(火
力設備)制度の縮小

火力発電設備におけるボイラー等の電気工作物
の耐圧部分に係る溶接に関して、設置者に課せら
れてしヽる溶接事業者検査及び溶接安全管理審査
の内容の見直しにつき、設置者及び製造者の負
担軽減に資するよう、設置者、製造者、専門家等
の意見を踏まえつつ検討し、結論を得る。

平成25年度
検討・結論、
結論を得次
第措置

経済産業省 未措置
平成26年3月開催の産業構造審議会保安分科会電力安全小
委員会での審議を経て、溶接民間製品認証の活用による安
全管理審査の合理化等の見直しについて了承された。

現在、電気事業法に基づく内規の改正作業中。(平成26年6
月施行予定)

・マンション高圧―括受電

融
縄
帥

マンション高圧―括受電サービスの導入促進の観
点から、一般電気事業者が電力供給している既築
マンションを高圧―括受電に切り替える場合につ
いて、一般電気事業者資産の受変電設備等をマ
ンション管理組合または一括受電サービス事業者
からの求めに応じて、設備品目や買取価格等を含
め設備譲渡が公平に行われるよう一部の電力会
社が事業者等と調整を行つており、他電力会社も
同様の対応を行うこととなっているが、必要に応じ
てルール化を検討する。

平成25年度
早期措置

経済産業省 措置済

東京電力(株)において、複数のマンションー括受電サービス
事業者等との調整を行い、受変電設備等の設備譲波に必要
となる社内基準を整備し、平成25年 10月21日から適用して
いるところ。また、当該状況を踏まえ、他の電力会社において

淑璧黎 勝錯馴翻躍棄3mよ 、
適用している。

Oマ ンションー括受電に伴う設備譲渡に係る各社資料

|[i靱憮灘雛癬聯Ftthm
町 御"謂 ξttζ〕:11:だイξl:::夕製:昭留:,継編

/mT昴°中ntpび

四国:

螂 夕1撤麟 雛 椰 懺WS‐
n品″同αh制



規制改革実施計画(平成25年6月14日 間議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

番号 事項名 規制改革の内容 実施時期
措置
状況

これまでの実施内容

高圧―括受電するマン
ションの高圧部分に関
する点検

Э需要家の不1便性向上の観点から、高圧―括受
電するマンシヨンの停電を伴わない点検方法を認
めるなど必要な措置について事業者や専門家の
意見を踏まえつつ検討し、結論を得る。検討の結
果、その実現が困難である場合には、要望者から
の技術的アイデア等を踏まえ、点検間隔の延伸等
の可能性について検討し、結論を得る。

Э平成25年
度検討・結
論、結論を
得次第措置

経済産業省 措置済

平成26年3月開催の産業構造審議会保安分科会電力安全小

3暴 倉醤2轟 翼碁ξξ読は停電するが、各住戸の電気は停
止させない方法)での点検方法の一例((1)非常用発電機の
活用、(2)移動用電源の活用、(3)系統の二重化、(4)バイ
パスエ法)を明確化するとともに、
②点検間隔の延伸については、現時点において残る課題が
解決すれば延伸を行うことが可能な旨、了承された。
了承された資料等は、下記URLに て公表している。

http://www.meti.goJp/COmmitee/sankoushin/hoan/denryok
u_anzen/pdf/005_03_00 pdf

畠漆轟瞑躙 暦渡事謙製壼学IPる
技術的課

②高圧―括受電するマンションの保安管理を外部
委託により行う場合の受変電設備に対する停電
点検について、3年に1回とできる詳細要件を事業
者や専門家の意見を踏まえて明確化する。

Э平成25年
責上期措置

経済産業省 措置済

%群辮言艘鋪戦鼎 l錮̀ 輪纂:膚6

Eu■ 聘舗緞 r事尉難橘腑
業省HPに公表)
;胤網動鵬1,8」,`::::31粛嵩メ

CuⅢ/hdustlaLsatt

送配電工事ルールの
見直し

受電盤(キュービクル)の設置位置の変更などに
伴う電力会社側引込線等の工事における受発注
契約・出納・工事実施について、一般電気事業者
の営業部門と新電力との間でのイコールフッテイン
グや需要家の負担に留意しつつ検討を行い、その
結果を明確化する。

平成25年度
検討 結ヽ論、
結論を得次
第措置

経済産業省 措置済

鮮 瀧 調 龍 皐 覇 島 :纂 禦 盤 需 諄
般電気事業者の営業部門と新電力の間におけるイコールフッ
ティングや需要家の負担等に留意しつつ検討を実施。需要家
が新電力を介さず直接一般電気事業者と契約手続を行うこと
は、託送供給約款の契約主体と異なつてしまうことや新電力
の適切な情報把握が困難になること等の問題が発生するた

鼎卍 等 郷 じ7当翻 楷 離 れ 織 l l t t f
契約以外の行為は、需要家が直接一般電気事業者との間で
行うこと、かつ、当該対応を10電力会社において統一して実
施することとなった。
上記取扱については、一般社団法人電力系統利用協議会
(ESC」)の定例会(平成26年 2月19日開催)において関係
者(…般電気事業者、新電力等)の確認・了承を得た後に実
施されている。



規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

番鍔 事項名 規制改革の内容 実施時期
置
況

措
状

これまでの実施内容

・スマートコミュニティ

特定供給の許可基準
における自己保有電
源比率の撤廃

電カシステム改革により小売全面自由化されるま
での間、電力自由化を見据えた様々な事業者の
取組や分散型電源の更なる導入を後押しする観
点から、現行制度の枠の中で、自己電源保有比
率について事業者の軽減につながる方策を柔軟
に講じる。
具体的には、特定供給を検討する事業者等との
協議も踏まえ、例えば、「自ら電源を保有しなくと
も、特定の電源との契約により、需要家への電力

憔骨』罰う言Fを ∫」][『 fi魯 』言曽會屏
源とみなす」「燃料電池については自己電源とす

寡幕 易 5濫 :ス嘉 晴 雑 響 醍 讐ム
らず、今後も引き続き、特定供給を検討する事業
者等との協議を行い、必要に応じて当該ガイドライ
ンの見直しを行う。

平成25年度
検討・結論、
結論を得次
第措置

経済産業省 措置済

特定供給の許可基準における自己保有電源要件の緩和につ
いて、「電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査
基準等(平成12・05・29資第16号)」の改正を平成26年3月31
日に実施、施行した。

る。

高圧以上の需要家に
適用されるスマート
メーター仕様の見直し

需要家の選択肢拡大などスマートメーターの位置
付けは今後ますます重要になることから、自由化
対象となっている高圧以上の需要家のスマート
メーターについて、需要家側のインターフェース標
準化(3ルートのデジタルインターフェース化)の検
討を行う。

平成25年度
検討・結論、
結論を得次
第措置

経済産業省 措置済

実装の早期化の観点から、高圧以上の需要家のスマートメー

果を第14回スマートメーター制度検討会において公表した。

スマートメータの導入
整備に係る通信インフ
ラの調達・構築

スマートメーターの調達に付随する通信インフラの

フげな笏撞撃続ぜ繁鴨tF酉
己電部門に対してオー

平成25年度
検討・結論、
結論を得次
第措置

経済産業省 措置済
曾駆易延静勢鎖杯を肛1緻肉1器鋪の電気料金審査を厳正に行つてきたところ。
3聯暉鯰響轟}F:ざ香蹴重贅声
ProposJ)の実施等の具体的な調達実施計画を公表した。

・ガスパイプライン

河川横断するガス導
管敷設工事の渇水期
(11～5月)以外の施
工許可

河川横断するガス導管敷設工事について、地盤
等の状況を確認し、河川保全上問題がない場合
は、渇水期以外の期間に施工することが可能であ
ることを河川管理者に周知徹底する。

平成25年度
措置

国土交通省 措置済

河川横断するガス導管敷設工事の通年施工については、「河
川を積断する管類等の設置許可の運用について」(平成26年

璽 晰 善 鶉 蹴 需 翻 了
課剛 l保



規制改革実施計画(平成25年6月 14口 閣議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月 31日 時点)

番号 事項名 規制改革の内容 実施時期
置
況

借
状

これまでの実施内容

太陽熱利用給湯シス
テム設置時の水道直
結に係る規制の見直し

太陽熱給湯システムが給水装置として使用される
場合に備えるべき逆流防上の性有日こついて検討
を行い、結論を得る。また、太陽熱の蓄熱ユニット
から配管する温水と、水量の安定のための逆上弁
(必要に応じ更に減圧弁)をつけて水道から並行
配管する水を合流させてガス給湯器に接続する場
合の安全性を検証するとともに、逆流防止装置の
適切な配置やシステム全体として求められる装置
の新たな基準の設定の必要性についても検討を
行い、結論を得る。

平成24年度
検討開始、
平成25年度
結論、結論
を得次第措
置

厚生労働省 未措置

メーカーヒアリングや実機確認により現状を整理するととも
に、給水装置の構造材質基準・試験方法の見直しに関する検
討委員会において、太陽熱給湯システムの設置に係る技術
的課題や水道法との関係を議論し、水道事業者や関係団体
等の意見も踏まえ、厚生労働省としての見解を整理した。

整理した内容について、平成26年度当初に全国の水道事業
者に対し、課長通知により周知を図る。

・省エネ

環境負荷低減設備に
おける容積率制限緩
和に関する包括同意
基準整備の設定

ヒートポンプ等を設置する環境負荷低減設備にお
ける容積率制限緩和の許可基準について、許可
手続の円滑化、迅速化を図るため、各特定行政庁
に対し許可基準に関する要綱整備や包括的同意
基準を設定することが望ましい旨、改めて周知徹
底する。

平成25年度
措置

国土交通省 措置済

「建築基準法第52条第14項第1号の規定の運用等について
(技術的助言)(平成26年3月31日住宅局市街地建築課長通
知)」を発出し、あらかじめ建築審査会の包括的な了承を得る
ことにより、許可手続きの円滑化、迅速化に努めることが望ま
しい旨を通知したところ。

特定電気事業等の用
に供する施設の容積
率制限の特例の制定

特定電気事業、特定規模電気事業および特定供
給の用に供する開閉所及び変電所について、建
築基準法第52条第14項第1号に基づく特定行政
庁の許可による容積率の緩和対象であることにつ
いて技術的助言を発出し、周知徹底する。

度年２５成
置

平
措

国土交通省 措置済

「建築基準法第52条第14項第1号の規定の運用等について
(技術的助言)(平成26年3月31日住宅局市街地建築課長通
知)」を発出しtr建築基準法第52条第14項第1号の規定の運
用等について(技術的助言)(平成23年3月25日住宅局市街
地建築課長通知)」における建築基準法第52条第14項1号の
許可準則第1第1項(5)に規定する「電気事業の用に供する開
閉所および変電所」については、特定電気事業、特定規模電
気事業および特定供給の用に供する開閉所及び変電所も含
まれる旨を通知したところ。

。エネルギー供給・流通構造のレジリエンス

非常災害時における
カーフェリー等による
危険物(タンクローリ)
の輸送

5柵 鬱 盤 飼 響蟹 蘇 鼈 纏 辮 爆
の措置を講ずる)を確保していることが確認できれ
ば、地方運輸局長の許可手続は省略し得ることを
地方運輸局に通知するとともに、国土交通省ホー

ムページを通じて広く周知徹底する。

平成25年度
措置

国土交通省 措置済

「非常災害時におけるカーフエリー等による危険物(タンクロー

リー)の運送に係る危険物船舶運送及び貯蔵規則の取扱い
について」(平成26年3月27日国海査第491号 国土交通省海
事局検査測度課長通達)を発出することにより、地方運輸局
に対して周知済み。また、平成26年3月31日に当省ホーム
ページにて公開している。
http://www.m‖tgojp/maritime/ma面time_fr8p00013 html

非常災害時における
危険物の貯蔵・運搬

災害により危険物施設が被災する等により、平時
と同様の危険物の貯蔵・取扱いが困難な場合に
おける危険物の仮貯蔵・仮取扱いの運用が円滑
かつ適切に行われるよう、地方公共団体に対して
ガイドラインを通知する。

平成25年度
措置

総務省 措置済
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの運用が円滑
かつ適切に行われるよう、地方公共団体に対してガイドライン
を通知(平成25年10月3日)。
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規制改革実施計画(平成25年6月 14日閣議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

番愕 事項名 規制改革の内容 実施時期
置
況

措
状

これまでの実施内容

常用ガスタービン・ガス
機関・ディーゼル機関
発電機の停電・災害等
非常時における窒素
酸化物排出規制の緩
禾ロ

常用リト常用を兼用する発電機を非常時に使用す
る場合に、排出基準等に係る規定の適用を免除
するという運用を行つた場合における大気環境に
及ぼす影響等について評価・検討し、関係法令に
おける規制等との関係も整理した上で、本措置の
妥当性について検討し、結論を得る。

平成25年度
検討開始、
平成26年度
結論、結論
を得次第措
置

環境省 検討中

常用・非常用発電施設稼働時の大気環境への影響調査の基
礎資料として発生源情報が必要となることから、自治体へ非
常用発電施設等の届出情報の整理について依頼を行うととも
に、平成26年度の検討に資する予算措置を行つた。

平成26年度中に結論を得る。

「工事計画届出書」の
期間の短縮

コージェネレーションを設置する場合に必要となる
工事計画届について、電力需給逼迫時であつて、
過去において審査を通つている設備と同一仕様、
同―材料の設備に取替える場合においては、審
査期間の短縮が可能であることを明確化する。

平成25年度
措置

経済産業省 措置済

醸査期間の短縮が可能である旨、経済産業省のホームペー

ジで公表した。(平成25年6月28日公表)
nttpノ/www,mo■.go」p/po‖Cy/safety_secunty/industHaLsafet
′/oshirase/2013/06/250628-1.html

熱供給事業者の災害
時における供給条件
義務の緩和

天災その他の不可抗力により供給できない場合な
どにおしヽては、正当な理由に基づいて一部の需要
家に対しては熱の供給を停止する一方、一部の需
要家に対しては引き続き熱を供給することは可能
であり、仮にこのような行為を行つたとしても熱供
給事業法第14条2項4号の「不当な差別的取扱
い」にはあたらないことを熱供給事業者に周知す
る。

平成25年度
措置

経済産業省 措置済
(―社)日本熱供給事業協会(熱供給事業者などで構成)が

毎月発行している「会員誌」にて、当該内容を記載し、平成25
年7月4日に発行し、熱供給事業者に周知済み。

②次世代自動車の世界最速普及

・水素スタンド

液化水素スタンド基準
の整備①(高圧ガス保
安法)

液化水素スタンドを市街地にも建設できるよう、ド
イツ、米国等諸外国の事例を踏まえ、関係省庁、
高圧ガス保安協会及び事業者による検討会にお
いて検討し、一般高圧ガス保安規則に液化水素ス
タンドに係る技術上の基準を整備する。

平成25年度
検討・結論、
結論を得次
第措置

経済産業省 未措置

液化水素スタンドの技術上の基準の整備のため、液化水素
のリスク評価とその対応方針について検討を行い、平成26年

燿 懸 胃権 観 眸 短 暑編 2暦 離 野
離ヽ

当該結論を踏まえ、速やかに省令等の改正を行う予定。

液化水素スタンド基準
の整備②(消防法)

液化水素スタンドに関する高圧ガス保安法上の技
術基準が定められた場合は、それを踏まえて液化
水素スタンドと給油取扱所を併設する際の消防法
上の安全対策を検討し、結論を得る。

高圧ガス保
安法上の措
置がされ次
第速やかに
検討・結論、
結論を得次
第措置

総務省 検討中

経済産業省において、高圧ガス保安法上の液化水素スタンド
の技術上の基準の整備に関する検討結果が出たことを踏ま
え、液化水素スタンドで発生する可能性のある事故が給油取

:]f鷺 ITa蝋 顧 瘍 鵠 略 ll野 饉 教
き安全対策を検討するため、平成26年3月に「液化水素スタン
ドを給油取扱所に併設する場合の安全性に関する検討会」
(事務局:消防庁)を立ち上げたところ。

http://www.fdma gojp/neuter/about/shingi■entO/h25/eklka_
suiso/index.html

「液化水素スタンドを給油取扱所に併設する場合の安全性に
関する検討会」において、液化水素スタンドを給油取扱所に
併設する場合に講ずべき安全対策を検討し、結論を得次第、
必要な措置を講ずる予定。



規制改革実施計画(平成25年6月 14日 閣議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

番燿 事項名 規制改革の内容 実施時期
置
況

措
状

これまでの実施内容

液化水素スタンド基準
の整備③(建築基準
法)

彗霧鱗実お儀髭鼓語楊
助言を行う。

高圧ガス保
安法上の措
置がされ次
第速やかに
措置

国土交通省 検討中 糟酷青程総棋鰹羅識:だ鱗鮭8が
を通じて、必要な情報収集を行つているところ。

星牙ダ晨曇姦埜お繕誉策剛 言層誓子:写ξ

水素スタンドの使用可
能鋼材に係る性能基
準の整備

海外で使用実績のあるクロムモリブデン銅等の鋼
材を我が国の水素スタンドにおいても使用できる
よう、ドイツ、米国等諸外国の事例を踏まえ、使用
可能鋼材の拡大につき検討し、その結果に基づき
一般高圧ガス保安規則の例示基準を見直す。

平成25年度
検討開始、
平成25年度
以降平成27
年度までに
順次結論、
結論を得次
第順次措置

経済産業省 検討中 諄輻
た。

][
う予定。

水素スタンドに係る設
計係数の低い特定設
備、配管等の技術基
準適合手続の簡略化

水素スタンドに係る特定設備、配管等の設計係数
について、ドイツ、米国等諸外国の事例を踏まえ、
関係省庁、高圧ガス保安協会及び事業者による

簿嚇 憔 趙 鷲晶馨鮨 l
省令を改正する。

平成25年度
検討開始、
平成27年度
結論、結論
を得次第措
置

経済産業省 検討中

格作成団体に申請中。
晰

第二種製造者に相当
する小規模な圧縮水
素スタンド基準の整備
(高圧ガス保安法)

公共機関等の防災拠点や燃料電池自動車の販
売店等への小規模な圧縮水素スタンドの設置を
促進すべく、高圧ガス保安法上の第二種製造者で
あつて、製造に係る1日当たりの処理能力が30立
方メートル未満の圧縮水素スタンドに係る技術基
準の整備を行う。

平成25年度
検討開始.
平成26年度
結論、結論
を得次第措
置

経済産業省 検討中 夕 鼈 黎 `魃肯鑽
た。

農知 聰 ぎヽ』零撃雰義皇辮 堤P°
その

第二種製造者に相当
する小規模な圧縮水
素スタンド基準の整備
(建築基準法)

射罐饉彗:難騰震量妥鏑鷺
係る技術的助言を行う。

高圧ガス保
安法上の措
置がされ次
第速やかに
措置

国土交通省 検討中 需荏議秀寝壽1:‡:壇亀にこξ暑熙 毒勇鍵今月「う多る
ド

通じて、必要な情報収集をおこなつているところ。
屋牙ダ漂曇言埜お繕警無言膚興曇慰お渦言署暫子:早ξ

14



規制改革実施計画(平成25年6月14日 閣議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

事項名 規制改革の内容 実施時期
置
況

措
状 これまでの実施内容

高圧ガス保安法にお
ける水電解機能を有
する昇圧装置の位置
付けの明確化 瘍i顆褥沃冥鶉赫̈融鑓

平
検
結
第

経済産業省 措置済
需蟹蒼曇燿 轟靱 尋紺 酷 譜 為

魯P編彙搾締灘縛雲な繰繁足∫曇呼
当該設備については、当面、特認制度等を活用した上で特定
設備検査を行うことで安全性の確認を行う。

市街化調整区域への
水素スタンド設置許可
基準の設定

峰 鯖 鷲 蜃 彙 Itti排 虜
のであるなど安全性が確保されている圧縮水素ス
タンドについては、市街化調整区域にも建築でき

2輛‖目鍵 灘 奈響琥 摯
明確化する。

平成25年度
措置

国土交通省 措置済

確保されている圧縮水素スタンドを建築する目的で行う開発

¶曇i風葉尋[首撃:5互重潜藷畿量お譜顧帝警静混iま

市街地に設置される水
素スタンHこおける水素
保有量の増加 餘 こ界で子悸う篠目襲欲

踏まえ、上限の撤廃につき検討し、結論を得る。

平成25年度
検討・結論、
結論を得次
第措置

国土交通省 未措置 スモ                 漢 現 当該結論を踏まえ、速やかに必要な措置を講じる予定。

圧縮水素運送自動車
用複合容器に係る水
素充てん、保管、移動
時の上限温度の緩和

圧縮水素運送自動車による水素スタンドヘの効率
的な水素供給を可能とすべく、圧縮水素運送自動
車用複合容器について、充てん、保管、移動時の
上限温度を燃料電池自動車の燃料装置用容器と
同一の35℃に引き上げるよう検討し、結論を得
る。

平成25年度
検討開始、
平成26年度
結論、結論
を得次第措
置

経済産業省 検討 中 鵬朧慇幹空躙醜鯉
瓢酷議譜覇属鯨電饂蛹欝絆

割こ
|け

①平成26年度は、左記検討会に加えて、同時並行的に技術
基準案策定のための検討会を立ち上げ予定。
②当該検討結果を踏まえ、平成26年度中に結論を得る。その
後、必要に応じて速やかに省令等の改正を行う予定。

70MPa水素スタンドに対
応した技術上の基準や
例示基準の整備

翡 残Ⅷ 職λ輻 籠 臨
離の緩和につき検討し、結論を得る。
②複合容器蓄圧器について、水素スタンドヘの設
置の技術上の基準策定につき検討し、結論を得
る。

平成25年度
検討・結論、
結論を得次
第措置

経済産業省 未措置 魯ξ馨層警:ittt書暮莉 ざ当該結論を踏まえ、速やかに省令等の改正を行う予定。



規制改革実施計画(平成25年6月14日間議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年3月31日時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

酪鍔 事項名 規制改革の内容 実施時期
置
霊

措
壮

これまでの実施内容

・燃料電池自動車

圧縮水素自動車燃料
装置用容器の充てん
終了圧力の緩和

燃料電池自動車に係る圧縮水素自動車燃料装置
用容器(最高充てん圧力70MPaの容器)の充てん
終了圧力について、HFCV―まr(水素・燃料電池自
動車の世界統一技術基準)を踏まえ、35℃で
87 5MPaを可能とすべく、速やかに必要な措置を
講じる。

平成25年度
検討・結論、
結論を得次
第措置

経済産業省 未措置
モデ照案纂躍諷議棚服躍:F論卵措た
め、方向性について結論を得ているところ。

翌腿 駆 辱ま管翌稀 麟 督言醤辮 撃
定)。

圧縮水素自動車燃料
装置用容器及び圧縮
水素運送自動車用複
合容器に装置する熱
作動式容器安全弁の
許容

圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運
送自動車用複合容器に装置する容器安全弁につ
いて、例示基準においては、熱作動式容器安全弁
のうち溶栓式に限定しているところ、HFCV―gtr(水
素・燃料電池自動車の世界統一技術基準)を踏ま
え、当該方式以外の熱作動式安全弁を、例示基
準に取り入れるべく検討し、結論を得次第、例示
基準を改正する。

(圧縮水素
自動車燃料
装置用容
卓H詳)
平成25年度
検討・結論、
結論を得次
第措置

(圧縮水素
運送自動車
用複合容
卓器)
成25年度検
討開始、平
成26年度結
論、結論を
得次第措置

経済産業省 未措置
モ薇禦纂鶴諷諜硼鱗嵩,F論載措た
め、方向性について結論を得ているところ。

饉零晃螢:期鳴騨腎案誓刷滲
予定)

検討中 襲全性確認 こついて現在検
討中。 ftt11ヨ嘗雰装聾ξ季是『の

圧縮水素自動車燃料
装置用容器及びその
附属品の使用可能鋼
材に係る性能基準の
整備

瓶纂熙鯰 鷺ヒ畠辱船聾訛、
結論を得る。

HFCV―gtrの
フェーズ2で
当該テーマ
に関し各国

思鈴 詔
l

択され次第
措置

経済産業省 検討中
HFCV―gtrのフェーズ2に向けた検討体制について、事業者と
ともに検討しているところ。

暫娼沈護聾3子鷲島ё劃5愛曇藉沐 、に関略印で



規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

旨号 事項名 規制改革の内容 実施時期
置
況

措
状

これまでの実施内容

燃料電池自動車等の
車両と圧縮水素自動
車燃料装置用容器に
係る法規制のパッケー

ジ化

HFCV―gtr(水素・燃料電池自動車の世界統一枚
術基準)の国内法規への受け入れや、認証の相

量発雅 窪8凛 婁曇壁誕 遺8嬌 喬繁 辱
は、ドイツ、米国等諸外国の事例を踏まえ、経済
産業省、国土交通省及び事業者による検討会を
実施し、目指すべき選択肢として法規制のパッ
ケージ化につき検討する。

平成25年度
検討。結論、
結論を得次
第措置。国
連における
世界統一技
術基準の策
定や認証の
相互承認の
議論を踏ま
え、平成26
年度以降継
続的に検
討、結論を
得次第措置

経済産業省
未措置

平成25年6月27日、自動車基準調和世界フォーラムにおい
て、世界技術規lll(gtr)が採択されたため、方向性について
論を得ているところ。         /

結
gtrの国内法規への受け入れについては、現在、高圧ガス保
安法に受け入れるため容器保安規則等の改正作業等を行つ
ているところ(平成26年6月末目処に施行予定)。

検討中

認証の相互承認については、経済産業省、国土交通省及び
事業者による「燃料電池自動車に係る基準に関する検討会」
を実施し、具体的方策(道路運送車両法の保安基準と高圧ガ
ス保安法の技術基準)の整理の方策について結論を得た。

今後、国連における議論を踏まえ、平成26年度以降も継続的
に検討する。

国土交通省 措置済

平成25年6月、国連自動車基準調和世界フォーラム(WP29)
第160国会合において、燃料電池自動車の安全性に関する
HFCV―gtr(水素・燃料電池自動車の世界統一基準)が成立。
平成26年2月、燃料電池自動車に係る国内基準を世界統一

技術基準に合わせて改正した。

検討中

認証の相互承認については、国土交通省、経済産業省及び
事業者による「燃料電池自動車に係る基準に関する検討会」
を実施し、具体的方策(道路運送車両法の保安基準と高圧ガ
ス保安法の技術基準)の整理の方策について結論を得た。

今後、国連における議論を踏まえ、平成26年度以降も継続的
に検討する。

圧縮水素自動車燃料
装置用容器に係る年
号等の表示方法の統
一化

圧縮水素自動車燃料装置用容器及びその附属品
に係る「容器検査に合格した年月日」、「充てん可
能期限年月日」、「附属品検査に合格した年月
日」、「容器再検査の年月日J、「附属品再検査の
年月日の刻印」及び車載容器総括証票、容器再
検査合格証票の年月日の記載について、年号の
表示及び年月日の記載順の統一について検討
し、結論を得る。

平成25年度
検討・結論、
結論を得次
第措置

経済産業省 未措置
各年号の表示及び年月日の記載順については、統一すること
で結論を得た。

年号の表示及び年月日の記載順については、法令上、制限
を設けていない部分もあることから、措置の方法について関
係者と調整の上、速やかに措置する予定。



規制改革実施計画(平成25年6月14日 閣議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

番号 事項名 規制改革の内容 実施時期
措置
状況

これまでの実施内容

燃料電池自動車に係
る車両の継続検査と圧

誓沓馨皐詔暑撥醤芳
有効期限の整合

圧縮水素自動車燃料装置用容器の容器再検査
の有効期限について、自動車検査登録制度に基
づく車両の継続検査のサイクルを勘案し、2年1月
から2年2月に延長する。

平成25年度
措置

経済産業省 措置済

燃料電池自動車の自動車検査登録制度に基づく車両の継続
検査のサイクル及びその制度について調査し、平成26年3月
10日に開催した高圧ガス小委員会での審議を経て、容器再検
査のサイクルを延長しても安全上の問題がないと結論を得た
ところ。
当該結論を踏まえて、容器再検査のサイクルを延長するた
め、平成26年3月31日付けに容器保安規則(経済産業省令第
18号)を改正した。

車載容器総括証票に
対するガスの種類の
記載追加

①圧縮水素自動車燃料装置用容器にガス充てん
する際に確認すべき事項につき、使用者が車載容
器総括証票で全て確認できるよう、車載容器総括
証票にガスの種類を記載する項目を新設すべく検

8臨 票の記載事項をより確実かつ
簡便に確認できるよう、同票の一部にQRコード又
はパーコード等の新たな表示方法を導入すること
を検討し、結論を得る。

①平成25年
度措置
②平成25年
度検討開
始、平成26
年度結論、
結論を得次
第措置

経済産業省 ―部措置済

①については、平成26年3月10日に開催した高圧ガス小委員
会での審議を経て、車載容器総括証票にガスの種類を記載
する項目を追加することについて安全上の問題がないと結論
を得たところ。
当該結論を踏まえ、平成26年3月31日付けに「容器保安規則
に基づく表示等の細日、検査の方法等を定める告示」(経済
産業省告示第63号)を改正した。

②については、QRコード又はパーコード等の新たな表示に関
する読み取り方法やQRコード又はパーコードに入力する情報
等の技術的な課題等について業界団体に調査中。

①この事項は、規制強化の要望であるため、施行にあたって
は経過措置(平成26年6月30日迄)を設けている。

②については、平成26年度結論を得る。その後、必要に応じ
て速やかに省令等の改正を行う予定。

燃料電池自動車盗難
時の届出手続の簡素
化

警察へ燃料電池自動車の盗難被害届を提出する
際、当該自動車が高圧ガスを充てんするための容
器を登載していることを申告すれば、高圧ガス保
安法第63条第1項に規定する届出義務を履行した
ことになる旨を一般市民、関係団体及び警察官等
へ周知を図るなど必要な措置を講ずる。

平成25年度
措置

警察庁
措置済

警察庁は、「燃料電池自動車の盗難に係る被害届受理時の
対応について(通達)」(平成25年 8月1日付け警察庁丁保発
第112号 )により、警察へ燃料電池自動車の盗難被害届を提
出する際、当該自動車が高圧ガスを充てんするための容器を
登載していることを申告すれば、高圧ガス保安法第63条第1
項に規定する届出義務を履行したことになる旨を警察官に周
知するよう都道府県警察に通達した。

経済産業省 措置済

盗難被害届を警察へ提出する際に、高圧ガス容器が搭載さ
れている燃料電池自動車であることを申告すれば、高圧ガス
保安法第63条第1項に規定する届出義務を履行したことにな
る旨を平成26年3月に一般市民、関係団体等へ周知した。

http://www.meti.go」p/policy/safety_security/industrial_safet
y/oshirase/2014/03/260018-1.html

燃料電池自動車から
の一般住宅等への給
電(V2H)の実施に向
けた電気事業法の整
備

燃料電池自動車を活用して一般住宅等への給電
を行う場合において、安全性に関する技術的検証
を踏まえ、一定の出力未満の場合は燃料電池自
動車を小出力発電設備(一般用電気工作物)とし
て位置付ける検討を行い、必要に応じ法的環境整
備を行う。

平成25年度
検討・結論、
結論を得次
第措置

経済産業省 未措置

平成26年3月開催の産業構造審議会保安分科会電力安全小
委員会の審議を経て、10kW未満の燃料電池自動車を小出力
発電設備(一般用電気工作物)として位置づけることが妥当と
の結論を得た。

現在、電気事業法に基づく省令等を改正作業中。(平成26年
4月以降施行予定)



規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

番 号 事項名 規制改革の内容 実施時期
置
況

措
状 これまでの実施内容

電気自動車等からの
自家用電気工作物(高
圧需要場所等)への給
電(V2H)の実施に向
けた電気事業法の整
備の検討

電気自動車等から自家用電気工作物(高圧需要
場所等)へのV2H(自動車を電源として住宅等に給
電すること)を行う場合について、検討を行う。

平成25年度
検討・結論、
結論を得次
第措置

経済産業省 措置済

平成26年3月10日に開催された産業構造審議会保安分科会
電力安全小委員会での報告を踏まえ、現行制度で対応可能
である旨、「電気設備の技術基準解釈の解説」に追記するとと
もに、経済産業省ホームページで公表した。(平成26年3月19
日公表)
http://www.meti gojP/po‖cy/saFety_securlty/indust百aLsafet
y/oshirase/2014/03/260319-l html

試験車両に搭載する
圧縮水素自動車燃料
装置用容器の検査制
度の見直し

燃料電池自動車の開発を促進する観点から、公
道走行を行わない試験車両に搭載する圧縮水素
自動車燃料装置用容器及び容器附属品について

闇 瞥 鋼臨 憮 艦
など容器検査、附属品検査制度を見直す。

平成25年度
検討・結論、
結論を得次
第措置

経済産業省 措置済
倉濠籐 薯お婁基詩繁憲層蟹象 Iせ :軍晟〕ξ装攪記 呂
に開催した高圧ガス小委員会での審議を経て、高圧ガス保安
法第48条第5項、容器保安規則第23条に基づく現行の特別
充填制度を活用して対応する旨の結論を得た。

燃料電池二輪車の車
両及び圧IIt水素自動
車燃料装置用容器に
係る型式認定、認可制
度の整備

燃料電池二輪車の市場投入を促進するため、経
済産業省及び国土交通省は連携して、道路運送

認 酸 彗星躍 馨 錨 騎 経 耀 観 ]
に圧縮水素自動車燃料装置用容器及び容器附属
品の基準の追加の方策について検討し、結論を
得る。

平成25年度
検討開始、
平成2'年度
結論、結論
を得次第措
置

経済産業省
国土交通省 検討中

燃料電池二輪車の道路運送車両法の保安基準や高圧ガス
保安法の容器等の技術基準策定のための調査に必要な予算
を確保し、調査の手法について検討しているところ。

平成27年度末までに二輪車に係る保安基準の策定、型式認
定制度の整備並びに圧縮水素自動車燃料装置用容器及び
容器附属品の技術基準の追加の方策について検討し、結論
を得る。

事故に巻き込まれた燃
料電池自動車の圧縮
水素自動車燃料装置
用容器からのガス放出
に関する規定の整備

燃料電池自動車が事故に巻き込まれた場合な
ど、圧縮水素自動車燃料装置用容器より水素を
速やかに大気中に放出させる必要がある場合に、
容器安全弁を作動させることを含めた安全の確保
のための方策について検討の上、必要な措置を
講じる。

一飩一結論、結論一置

経済産業省 検討中 翼警踊御 機冒労星卍号R靱 料当該検討結果を踏まえ、平成26年度に結論を得る。その後、
必要に応じて、省令等の改正を行う予定。

・天然ガススタンド

天然ガス充てん設備を
併設した給油取扱所に
おける天然ガス自動車
とガソリン自動車の停
車スペースの共用化

消防庁は、天然ガス自動車の普及拡大を図るベ
く、ドイツ等諸外国の事例を踏まえ、天然ガス充て
ん設備を併設した給油取扱所において、天然ガス
充てんのための停車スペースと給油のための停
車スペースを共用化するための方策につき、経済
産業省及び事業者を含めた検討会において検討
し、結論を得る。

平成25年度
検討開始、
平成27年結
論、結論を
得次第措置

総務省
経済産業省

検討中
鰯 聯鵞   鯨
壁野錮期数客i躍甜蒲縣羅鍛迎ス
の共用化に係るドイツ等の状況調査を行うとともに、停車ス
ペースの共用化に伴つて想定される危険性等について検討し
た。

O平 成26年度においては、危険性に対する対策の具体化、
必要な安全措置・技術的な検証の要否の検討、要素技術レ
ベルでの技術的な検証等を実施する予定
0平 成27年においては、天然ガススタンド併設給油取扱所
の実際の運用や施設の具体的な状況に即した検証実験等に
よる事故リスクに対する対策の有効性・確実性の検証を実施
し、結論を得る予定



規牛1改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況く平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

番暑 事項名 規制改革の内容 実施時期
置
況

措
状

これまでの実施内容

天然ガススタンド・水素
スタンドに必要な保安
監督者の資格取得機
会の拡大

天然ガススタンド及び水素スタンドの整備を促進
するため、高圧ガス保安法における丙種化学(特
別試験科日)責任者免状に係る試験の実施方法
を見直し、資格取得機会を拡大することが望まし
い都道府県に対して、その旨周知徹底する。

平成25年度
措置

経済産業省 措置済

今後のスタンドの普及計画を踏まえ、資格取得機会を拡大す
ることが望ましい者「道府県として、東京都、愛知県、大阪府、
福岡県に対し、高圧ガス保安法における丙種化学(特別試験
科目)責任者免状に係る試験の実施方法の見直しについて、
平成26年3月に検討を要請した。

Э低炭素社会・循環型社会の実現

・排出係数

グリーン料金メニュー

等への対応に係る地
球温暖化対策推進法
上のC02排 出係数の
見直し

電気の使用を通じて002削減に貢献したいとの需
要家ニーズに対応するため、電気事業者において

籍翫 櫂 覗 饒 糀 蘊 g奮 鱚
踏まえつつ、温室効果ガス排出量の算定・報告・

公表制度において、電気事業者が、全電源平均
排出係数にカロえ、料金メニューに応じた002排 出
係数を算定・報告することや、需要家が料金メ
ニューに応じたC02排出係数を使用し自らの排出
量を算定・報告することについて検討し、必要な措
置を講じる。

平成25年度
検討開始、
平成26年度
結論

経済産業省
環境省

険討中

平成26年2月7日に「温対法に基づく事業者別排出係数の算
出方法等に係る検討会(第9回)」を開催し、料金メニューに応
じた002排出係数のあり方等について、検討を開始したとこ
ろ。

※検討会実施内容は以下URLのとおり。
http://ghg―santeikohyo env gojp/calo/kentO
httpノ/www meJ go」p/Committee/kenkyukai/enёrgLenviron
ment.html#meti0004568

平成26年度中に結論を得る。

・冷媒

冷凍空調機器への新
冷媒の使用基準の整
備

現在主に使われている冷媒に比べて、地球温暖
1ヒに対する影響が小さいHFC-32等のガスについ
て、冷凍空調機器の冷媒として円滑に使用できる
よう、技術的事項について検討し、検討を踏まえ
利用に伴う条件の緩和や適用除外の措置を講じ
ることについて検討し、結論を得る。

平成25年度
検討開始、
平成25年度
以降平成27
年度までに
順次結論、
結論を得次
第順次措置

経済産業省 検討中

現在主に使われている冷媒に比べて、地球温暖化に対する
影響が小さいHFC-32等のガスについて、欧米における規制
状況の調査を開始し、海外規制の法体系について取りまとめ
るとともに、国内法規との比較を行つた。
平成25年度には、委託事業で「冷凍機等への可燃性冷媒再
充填の安全性評価」を行い、検討を進めている。

:『          霞響響曇肇樗培F当縫
なお、平成26年度においても引き続き委託事業によつて検討
を行う予定。

・地中熱利用

オープンループ方式に
よる地中熱利用ヒート
ポンプの普及拡大

オープンループ方式を含む地中熱利用ヒートポン
プの利用拡大に向けて、国内外の導入事例及び
モニタリングデータの検証により地下水・地盤環境
への影響のリスク評価を行う。これを踏まえ「地中
熱利用にあたつてのガイドライン」の更新・改訂に
ついて検討を行い、必要な措置を講じる。

平成25年度
検討開始、
結論を得次
第措置

環境省 検討中
I齢需鵬鵠鰹晨?蹴 製嬢鯉螂鵜
報収集・整理等について、有識者を含めて検討を行つた。

「地中熱利用にあたつてのガイドライン」の更新・改訂を含め
て、引き続き平成25年度と同様に検討を行う。

20



規制改革実施計画(平成25年6月14日 間議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

事項名 規制改革の内容 実施時期
置
押

措
絆 これまでの実施内容

・リサイクル

プラスチック製容器包
装の再商品化及び入
札キ1度の在り方

容器包装リサイクル法を所管する府省において、
入札制度を含め、プラスチック製容器包装の再商
品化の在り方を根本から再検討する。その際、材
料リサイクル手法とケミカルリサイクル手法におけ
る環境負荷低減の効果、競争促進による経済コス
トの低下、再商品化製品の価値評価といつた観点
での検討が重要である。

平成25年度
検討開始、
平成26年度
結論を得次
第措置

経済産業省
環境省

食討中 県][讐暑鸞月霧[尋手誓署鷺増蒼尉
在り方も含めた、改正容器包装リサイクル法附則に基づく容
器包装リサイクル制度全体の施行状況の点検を行つている。

審議会の審議状況を踏まえて検討予定。

廃棄物の該当性判断
における取引価値の
解釈の明確化

廃棄物の該当性判断については、現行の課長通
知の定めにもかかわらず、「販売価格より運送費
が上回ることのみにより、取引価値はなく廃棄物
である」と解釈・判断する自治体があることから、
そうしたことを防止し産業副産物の有効利用を促
進するよう、「販売価格より運送費が上回ることの
みにより、経済合理性がなく取引価値がないと判
断するものではない」旨の文書を発出する。

平成25年度
上期措置

環境省 措置済

「「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月19日
閣議決定)において平成16年度中に講ずることとされた措置

県 譜 曜 霧 昌 翔 聞 誘橋 発 )Б酬 当 11躍 諄 晟
的な考え方を示した「規制改革通知に関するQ&A集 」(※)の
改訂(平成25年6月28日)により、廃棄物の占有者がその産業
廃棄物を、再生利用又は電気、熱若しくはガスのエネルギー

源として利用するために有償で譲り受ける者へ引き渡す場合

肇雹躙 腎議鼎擁鵡埋鷲鶴裡3露ン

躊 珈 雛世灘輔縦鷺
治体等に対して周知した。
※http//www.Onv.gO」p/recycie/waste/re【ref/⊆anこa pdF



保育分野の実施状況等

規制改革実施計画(平成25年6月14日間議決定)における実施内容

所管省庁

実施状況(平成26年 3月 31日 時点)

今後の予定(平成26年 3月 31日 時点)

番号 事項名 規制改革の内容 実施時期
置
況

措
状

これまでの実施内容

保育分野

1

保育所人の株式会
社 ・NPO法 人等の
参入拡大

経営形態にかかわらず、公平・公正な認可制度の
運用がなされるよう、厚生労働省は都道府県に通
知する。併せて、当骸通知の趣旨が市区町村に周
知徹底されるよう、都道府県に通知する。

措置済み 厚生労働省 措置済

2

「新制度を見据えた保育所の設置認可等につい
て」 (平成25年5月 15日雇児発0515第12号)発
出後の株式会社等多様な主体の参入状況につい
て調査を行い、公表する。

平成25年度
以降平成29
年度まで毎
年度措置

厚生労働省 措置済
O平 成25年4月現在の状況を調査
O調 査対象:都道府県、指定都市、中核市

平成26年度も同様に実施予定

利用者のニーズに応
えた保育拡充

5年間で認可保青所への移行を目指す認可外保育
施設は、改修費や運営費等の支援対象とする。

平成25年度
に措置し、
平成29年度
讃で措置を
行う。

厚生労働省 措置済 3峰稔鰤諄 続爾 難 膿 「待機児童解消加速化
プラン」に必要な経費を一体的に確保

引き続き待機児童解消加速化プランを推進

保育所の設置基準は、地方公共団体が条例におし`
て定めることとされているところであり、地方公共団
体における当該条例の制定状況や当該設置基準
の運用状況について、現行制度で保育計画を策定
することとされている地方公共団体に対し調査を行
い、公表する。

平成25年度
以降平成29
年度まで毎
年度措置

厚生労働省 措置済 8読馨鍛 闇 毅 瑾提亀課専中核市、保育計画策定市区町ιl自
治体)の計180自治体

平成26年度も同様に実施予定

5
保育の質の評価の拡
充

保育所に対する第二者評価について、平成25年度
中に評価機関と評価者の質の向上を図るための対
応を行う。

平成25年度
措置

厚生労働省 措置済 麟 箇 象橋晰 釧 事濡撃警撃馨」が
たマニュアルの改訂を実施。           ｀

鯖絆雰犠 鼎 期電稗諷県謙曜語
磁皇多勢′雫彎諄〕職豊〕}し暫ξオ淡龍彊艘糧

対
る。



規市1改革実施計画(平成25年6月14日間議決定)における実施内容

所管省庁

実施状況(平成26年 3月 31日 時点)

今後の予定(平成26年 3月31日 時点)
番手 事項名 規制改革の内容 実施時期 措置

状況
これまでの実施内容

6
保育の質の評価の拡
充

子ども・子育て支援新制度への移行に合わせて、

委冨孝警Fす
る第二者評価における受審率目標を

子ども・子育
て支援新制
度の施行ま
でに措置

厚生労働省 検討中 轟晟騨貶寮凛雹譲i驚瑞簾渕 蹴講引き続き、子ども・子育て会議において検討

7

保育所に対する第三者評価における受審のコスト

最湯f製寝罫31}:話言種を:子
育て支援新制度

子ども・子育
て支援新制
度の施行ま
でに検討・

結論

厚生労働省 検討中

轟輔堀墾纂勲撃箸勁お尋嘉慰厭 引き続き、子ども・子育て会議において検討

8 保育士数の増加
保育士試験において、合格科日の免除期間を3年

配な信看
程劇こ延長することについて検討し、結

平成25年度
中に検討・

結論
厚生労働省 措置済

黛身冨馨」碧]を 督
育施設等で働きながら保育士を目指す者の合格免

今後速やかに政省令等の整備を行う。

9

保育士登録の申請から登録証交付まで、現在約2
か月を要するが、緊急性に鑑み、その迅速化につ
いて検討し、結論を得る

平成25年度
中に検討・

結論
厚生労働省 措置済 8鼻 警罷薔昇展

する期間を7日短縮することで、申請から最短で3週鳳で

3僣藻意灘 郵 機 なェξ齋
営費割こ潮%一定の速やかに事務処理の見直しを行い実施

保育士不足の緊急性に鑑み、保育士試験の回数を
現行の年1回から年2回にすることについて検討
し、結論を得る。

平成25年度
中に検討・

結論
厚生労働省 措置済 潜在幼稚園教諭の保育士資格取得支援について、平成26年

度試験からの対応を予定



規制改革実施計画(平成25年6月14日 閣議決定)における実施内容

所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)

今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

番手 事項名 規制改革の内容 実施時期
置
況

措
状

これまでの実施内容

社会福祉法人の経営
情報の公表

全ての社会福祉法人について、平成25年度分以降
の財務諸表の公表を行う。公表がより効果的に行
われるための具体的な方策について検討し、結論
を得る。

平成25年中
に結論を得
て、平成26
年度当初か
ら措置

厚生労働省 未措置

O平 成25年度分以降の財務諸表については、
①財務諸表を電子データ化してインターネット上で公表することを義務化
②所轄庁への現況報告書の提出を電子データで行わせることを義務化
③ホームページが存在しない法人等については、所轄庁に提出された

財務諸表を所轄庁のホームページで公表
することを決定した。
Oその後、規+1改革会議より示された「介護・保育事業等における経営管
理の強化とイコールフッティングの確立に関する論点整理」を踏まえ、法人
の経営状況が明確となるような標準的な様式を整備し、規制改革会議に
報告するとともに、関係通知を改正するためパブリックコメントを平成26年
3月末まで実施。
O現 在、パブリックコメントにおける意見を踏まえた修正案を作業中であ

鮨 阜職調 き融 膀葬槽2群鈷計4に
所轄庁に対して、周知済みである。

O厚生労働省において、パプリックコメントにおける意見を踏ま
えた修正案の作業終了後直ちに関係通知の発出を予定。

平成24年度の財務諸表について公表を行うよう、
社会福祉法人に周知指導し、それによる社会福祉
法人の取組の状況について調査し、規制改革会議
に報告する。

平成25年9
月までに措
置

厚生労働省

措置済

0平 成25年5月に社会福祉法人に対して、平成24年度の財務諸表を積極
的に公表するよう指導及び所轄庁に対しても、所管する社会福祉法人の
平成24年度の財務諸表を所轄庁等のホームページ等で公表を行うよう協
力を要請。
O平 成25年6月に社会福祉法人及び所轄庁の取組状況について、各所
轄庁に対して調査依頼。
O平 成25年10月24日第18回規tll改革会議で取組状況を報告。万轄庁に対しても、所管する社会福祉法人の平成

24年度の財務諸表について、所轄庁等のホーム
ページ等で公表を行うよう協力を要請し、それによ
る所轄庁の取組の状況について調査し、規制改革
会議に報告する。

平成25年9
月までに措
置

厚生労働省

事業所内保育施設の
助成要件及び認可保
育所の設置基準にお
ける選難用の屋外階
段設置に係る見直し

事業所内保育施設を整備する際の助成要件及び
国が定める認可保青所の設置基準における避難
用の屋外階段設置(保育室が4階以上の場合)に
ついて、同等の安全性と代替手段を前提として緩和
がなされるよう、合理的な程度の避難基準の範囲
や代替手段について検討し、結論を得る。

平成25年度
中に検討・

結論
厚生労働省 措置済

○建築・消防に関する専門家等から構成された「保育所における屋外階
段設置要件に関する検討会」を開催し、検討。
03月 末に検討会の取りまとめを行い、4階以上に保育室等を設置する場
合には、現在認められている「屋外避難階段」だけでなく、「屋外傾斜路」、
「特月1避難階段に準じた屋内避難階段」(排煙設備等を有するもの)及び
「特別避難階段」が新たに認められることとされた。

今後速やかに省令改正を行う。



健康・医療分野の実施状況等

規制改革実施計画(平成25年6月14日 閣議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月 31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月 31日 時点)

番f 事項名 規制改革の内容 実施時期 措置
好 i中 これまでの実施内容

・健康・医療分野

Э再生医療の推進

1

細胞培養・加工の外部
委託に係る運用ルー

ルの整備

医療機関から企業等への細胞の培養・加工の外部
委託を円滑に進めるため、
・委託をする医療機関が、委託先の企業等が行う
細胞培養加工の全てに責任を負うことがないよう、

屋雰鮒圃量鵞馨程3m業
等の貴

・万が一健康被害が発生した場合に備えて、被害
者救済のための補償制度等を整備すること
などの運用のルール等を早期に整える。

再生医療等の安
全性の確保等に
関する法律案の
施行の際に措置

厚生労働省 検討中

再生医療等の安全性の確保等に関する法律が、平成25年 1
1月27日に公布(施行日:公布の日から一年を超えない範囲
内において政令で定める日)され、法の施行に伴い、細胞の
培養加工について外部への委託が可能となる。

毒後、鼎訓羅響見ま纂憩魔印護
いて規定しており、

本年、法の施行に向けて、政省令を準備中。

2

合理的かつ利用しやす
い「条件・期限付き承
認」の導入

「条件・期限付き承認」の導入に際しては、日本発・

世界初の再生医療等製品を生み出していく観点か
ら、
・最初の承認申請する時と、市販後(期限内)に再
度承認申請する時とで、求めるデータ等の重複を
避けること
・市販後に再度承認申請する時に求めるデータ等
は、内容に応じて最適なものとし、過剰なデータ収
集等を承認の条件としないこと
など、当該制度を合理的かつ利用しやすい制度と
する。

薬事法等の―部
を改正する法律
案の施行の際に
措置

厚生労働省 検討中
薬事法等の一部を改正する法律案については、平成25年11
月27日に公布され、1年以内に施行される予定となっている。

再生医療等製品の条件・期限付承認後の申請の際に添付さ
れる資料は、当該製品の有効性及び安全性が確認されること
を説明する上で必要かつ十分なデータの提出を求める予定で
ある。

3

伝
関

の
移

遺

に
度

の

遺伝子治療用医薬品については、再生医療製品と
の共通点も多くあることから、両者の間で指導監督
内容に餌館がないよう配慮する。今国会に提出さ
れた薬事法等の一部を改正する法律案において
「条件・期限付き承認」の対象として明確化されたと
ころだが、その確認申請制度についても再生医療
製品同様に薬事戦略相談で代替することを早急に
検討する。

平成25年度検
討・結論、結論を
得次第措置

厚生労働省 措置済 量瞼誦鏑髄蠅判
こ

なっている。

4 先進医療の大幅拡大

保険診療と保険外の安全な先進医療を幅広く併用
して受けられるようにするため、新たに外部機関等
による専門評価体制を創設し、評価の迅速化・効
率化を図る「最先端医療迅速評価制度(仮称)(先
進医療ハイウェイ構想)」を推進することにより、先
進医療の対象範囲を大幅に拡大する。このため、
本年秋をめどにまず抗がん剤から開始する。

本年秋をめどに
まず抗がん剤か
ら開夕台

厚生労働省 措置済
抗がん剤について新たな専門評価体制を創設し、平成25年11
月29日から運用を開始した。((独)国立がん研究センターに委
託)

覇 誓 ir認 霙喜 繍 棚 脳 騨翻 髭 仄
「先進医療ハイウェイ構想」に基づいて、抗がん剤に続き、再
生医療、医療機器についても、これら分野の審査に特化した
専F号評価組織を平成26年度中に立ち上げ、運用を開始するこ
ととしている。                   ・
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規制改革実施計画(平成25年6月14日間議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

番 f 事項名 規制改革の内容 実施時期
置
押

措
丼

これまでの実施内容

細胞入手の円滑化

倫理面への配慮を前提に、患者(及び家族)の同
意を条件として、手術等で摘出された組織より採取
された余rll細胞の研究活用が可能であることを、
医療機関と研究機関との連携等の実施例(実務的
な要件を含む。)とともに、周知する。
併せて、無償で提供された後の細胞を有効に活用
できるよう、事業として成り立つ仕組みを検討する。

検度昨
論

虚

・結
平
計 厚生労働省 措置済

本年1月に、研究機関に対し細胞の利用に関する医療機関と
研究機関との連携例について実態把握のための調査を実施
し、調査を踏まえ、再生医療等の安全性の確保等に関する法
律の施行とともに、同知を図つていくこととした。

また、再生医療等の安全性の確保等に関する法律において、

警彗卿 霞言糠ぶ畿職奮荒漏裏璽製
て、細胞の培養加工を行うことを可能とした。

調査結果を踏まえ、再生医療等の安全性の確保等に関する
法律の施行とともに、医療機関と研究機関の連携例を周知す

解鴇雛紫翻兜屁嶋翁誦魂諄冥夢暑7
省令で定める予定。

②医療機器に係る規制改革の推進

医療機器の特性をPEk
まえた認証基準の見慎
し

審査の迅速化・審査期間の予見可能性の向上を図
り、医療機器メーカーの開発インセンティプを促進
する観点から、医療機器の審査に当たり、その特
性を踏まえ、認証基準についてISO、lECなど国際
基準も活用することも含めて、安全性を満たしつ
つ、より必須な要件に絞つた基準を適用する。

平成25年度検
討'結論

厚生労働省 措置済

「部位限定XttCT診断装置等」、「常電導磁石式乳房用MR装
置等J及び「MR装置用高周波コイル」の認証基準に国際規格
である国際電気標準会議CEC)の規格を追加することについ
て、パブリックコメントの募集(H25年12月18日からH26年1月17
日まで)を行い、この結果を踏まえて本年3月に認証基準の改
正を行つた。

引き続き左記施策のための検討を進めていく。

医療機器に係る認証
基準の計画的な策定

暮5錯 顧 蠣 繕 ξ灘 乗鷺 状麟 ら
れる医療機器を優先的に、認証基準の整備計画を
策定。公表する。

薬事法等の一部
を改正する法律
案の施行までに
措置

厚生労働省 検討中

,「薬事法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第34号。
以下「改正法」という。)が平成25年11月27日に公布された。現
在、施行に向けて、認証基準に新たに定める具体的な移行品
目及び基準の内容について検討している。
・平成26年度予算において、高度管理医療機器認証基準の作
成に必要な独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
の職員5名分の人件費を計上している。

裂ま榎
き具体的な移行昴目や認証基準の内容の検討を進め

8

医療機器の開発インセ
ンティプを高める保険
制度

医療機器の保険償還価格については、医療機関
が患者に最適な医療機器を選択できるようにする
とともに、メーカーの開発インセンティブを高めるた
め、補正加算などにおけるイノベーションの適切な
評価を行うとともに、革新的な製品についての市場
の評価がより適切に反映されるよう、機能区分の
新設及び細分化を進める。

平成26年度診療
報酬改定に合わ
せて検討・結論

厚生労働省 措置済

平成26年度診療報酬改定に併せて保険医療材料制度の見直
しを行い、より革新性の高い医療材料についてのイノベーショ
ンの評価を行うために、迅速な保険導入に対する評価の継
続、画期性カロ算や有用性加算を受ける機能区分を新設した製
品(10%以上の補正加算を受けたものに限る)を対象とした機
能区分の特例、補正加算要件の追加等を行つた。また、既存
の機能区分に係る細分化等の手当を行つた。

弓|き続き、医療機器の適切な評価の方策について検討してい
く。

9
医療機器に係る登録
認証機関の能力向上

登録認証機関の業務規程について厚生労働大臣
の関与を強化することや、登録認証機関の能力向
上のためのプログラムを整備するなど、実質的な
審査能力を向上させる方策について検討する。

薬事法等の一部
を改正する法律
案の施行に合わ
せて結論、随時
措置

厚生労働省 検討中

登録認証機関の指導・監督業務の強化と審査員の力量の向
上を図るため、改正法において、登録認証機関の「業務規程」
について、厚生労働大臣への届出制から認可制にするととも
に、登録認証機関に対する指導・監督業務を、厚生労働省か
ら製品審査や適合性調査の専Pl性を有するPMDAに 委任で
きるようにした。

また、登録認証機関の審査体制の適正化と認証基準に対す
る基準適合性審査の考え方などを共有するための研修会の
開催を検討している。

以上の対応を行うため、平成26年度予算において、PMDA職
員4名分の人件費及び事務経費を計上している。

引き続き左記施策のための検討を進めていく。
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規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月 31日 時点)

番f 事項名 規制改革の内容 実施時期
置
絆 これまでの実施内容

中古の高度管理医療
機器等の販売等に係
る事前通知の合理化

又は特定保守管理医療

平成25年度検
討・結論

厚生労働省 措置済

。事前通知制度の効率化については、製造販売業者による中
古医療機器に関する指示を受ける販売業者等にとって予見が

引き続き、左記の検討を進めていく。

1 1

電気医療機器に使用さ
れる部品等への電気
用品安全法適用の見
直し

電気的に作動する医療機器に使用される部品(AC
アダプタ等)について、薬事法に基づく承認や認証
において求める電気的な安全基準及びその適合
性確認の手続に関して、電気用品安全法が求める
ものと同等以上の水準が確保できた場合は、電気
用品安全法に基づく検査を省略する等の簡素化を
検討する。

平成25年度検
討・結論

省
省

業
働

産
労

済
生

経
厚 措置済

塾 誅 懇 壽 鋒 判 閾 堪 魏 鷲 l鶉 肌
が確認できたため、電気用品安全法の規制対象から除外す
る。

高度管理医療機器及び管理医療機器の内、電気的な安全基

銑 留
剛 」測 2等を適用し‐ mア ダプタ報 流

平成26年度秋頃 電気用品安全法施行令等の整備

③一般健康食品の機能性表示を可能とする仕組みの整備

いわゆる健康食品をは
じめとする保健機能を
有する成分を含む加工
食品及び農林水産物
の機能性表示の容認

特定保健用食品、栄養機能食品以外のいわゆる
健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を
含む加工食品及び農林水産物について、機育ヒ性の
表示を容認する新たな方策をそれぞれ検討し、結
論を得る。なお、その具体的な方策については、民
間が有しているノウハウを活用する観点から、その
食品の機能1生について、国ではなく企業等が自ら
その科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を
表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示
制度を参考にし、企業等の責任において科学的根
拠のもとに機能性を表示できるものとし、かつ、一

定のルールの下で加工食品及び農林水産物それ
ぞれについて、安全性の確保(生産、製造及び品
質の管理、健康被害情報の収集)も含めた運用が
可能な仕組みとすることを念頭に検討を行う。

平成25年度検
討、平成26年度
結論・措置(加工
食品、農林水産
物とも)

消費者庁
厚生労働省
農林水産省

検討中 i敬霧顎驚ヽド鍾蝙裔滓畢曹
検討会については、月1回程度の頻度で開催し、平成26年の
夏頃を目途に検討会の報告書を取りまとめ、その後、これを踏
まえ、必要な法令等の改正、制度の周知を行う予定。

特定保健用食品制度
におけるサプリメント等
の形状規制の廃上の
周知徹底

現行の特定保健用食品制度において、錠剤、カプ
セル等形状の食品(サプリメントを含む。)を認める
ことを改めて明確にするとともに、指導等の内容に
朗館がないよう各都道府県、各保健所設置市、各
特別区の衛生主管部(局)に対して周知徹底を図
る。

平成25年度措置 消費者庁 措置済 平成26年3月31日付け消食表第54号にて再周知した。
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規tll改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

番= 事項名 規制改革の内容 実施時期 置
況

措
状 これまでの実施内容

食品表示に関する指
導上、無承認無許可医
薬品の指導取締りの
対象としない明らかに
食品と認識される物の
範囲の周知徹底

食品表示に関する指導において、薬事法における
「無承認無許可医薬品の指導取締り」の対象としな
い「明らかに食品と認識される物」の範囲を運用上
も明確にするため、厚生労働省は、その範囲につ
いて周知徹底する。併せて食品表示に関する規制
における虚偽誇大な表示等に該当するものの指導
の際に、薬事法における指導取締りとの団館がな
いよう、消費者庁は、各都道府県、各保健所設置
市、各特別区の衛生主管部(局)に上記の「明らか
に食品と認識される物」の範囲及び虚偽誇大な表
示等に該当するものの指導の根拠等について周知
徹底する。

平成25年度措置 消費者庁
厚生労働省

未措置

消費者庁では、いわゆる健康食品における景品表示法上の
不当表示(優良誤認)及び健康増進法上の虚偽誇大広告に関
する考え方や判断基準を明示するため、「いわゆる健康食品
に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項」を作成
し、平成25年12月24日に公表した。
また、消費者庁では、いわゆる健康食品の表示に係る不当表
示(優良誤認)事案として、平成25年度において3件の措置命
令を行つた。
なお、「明らかに食品と認識される物」の範囲は、厚生労働省
が、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭和46年6
月1日 薬発第476号)」を発出しているところ、周知徹底を行う
ため平成26年3月31日に同通知を再度各都道府県・保健所設
置市・特別区宛てに発出した。

平成26年5月16日、消費者庁は、「『明らかに食品と認識され
る物』の範囲及び虚偽誇大な表示等に該当するものの指導の
根拠等について(平成26年5月16日 消表対第244号)」を、各
都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部局及び各都
道府県の消費者行政主管部局に発出した。

消費者にわかりやすい
表示への見直し

特定保健用食品や栄養機能食品においても、適切
な摂取を促すとともに、消費者の選択に資する分
かりやすい表示について検討の上、早期に見直し
を図る。併せて、表示を行う事業者等が、表示に関
するルール(広告等との違いを含む。)を的確に理
解でき、適切な表示(及び広告等)がなされるよう、
現在、法・制度ごとにあるガイドラインやパンフレッ
ト等を、医薬品との判別も含めて、食品表示全般に
係るものとして一本化する。

平成25年度検
討・結論、平成
26年度上期措置

消費者庁
厚生労働省 未措置

特定保健用食品については、適切な摂取を促すための表示
等について審査基準の通知に盛り込むこととした。
栄養機能食品については、消費者にとつて分かりやすい表示
に係る課題整理を行つた。

特定保健用食品については、「16特 定保健用食品の許可申
請手続きの合理化、迅速化」にあわせて措置を行う予定。
栄養機能食品については、厚生労働省で策定される次期食事
摂取基準等も踏まえ、見直しを行う予定。
これらの措置にあわせて、消費者、事業者双方にとって、表示
に関するルールが的確に理解できるよう、必要な措置を行う
予定。

特定保健用食品の許
可申請手続きの合理
化、迅速化

特定保健用食品の許可申請手続きについて、有効
性及び安全性の確認を前提として、審査工程の見
直しを行うことで審査の合理化、迅速化を図り、申
請企業の負担を軽減する。これに当たり、これまで
申請されたものの許可に至らなかつた件数(申請者
が取り下げたケースも含む。)や、手続きの負担
(費用、期間等)がその要因と考えられる事例等を
把握し、改善点を明確にし、審査内容、手続きの透
明化も含め、見直しに至るまでの具体的な工程表
を策定。公表する。

平成25年度上期
工程表策定・公
表、平成25年度
検討。結論、平
成26年度措置

消費者庁
厚生労働省
内閣府 未措置

特定保健用食品の表示許可申請に係るヒト試験のデザインを
より明確に提示するため、特定保使用食品の審査基準の通知
の改正案を作成した。現在、措置に向け、関係する審議会の
意見を聴取しているところ。

関係する審議会からの意見も参考にしつつ、速やかに措置を
行う予定。

栄養機能食品の対象
拡大

栄養表示基準や食事摂取基準との整合を図るとと
もに、海外の事例も参考に、栄養機能を表示できる
対象成分を拡大する。

平成25年度検
討、26年度結
論・措置

消費者庁 検討中 対象成分の追加に係る課題整理を進めている。
厚生労働省で策定される次期食事摂取基準の内容を踏まえ、
対象成分を追加する予定。



規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日時点)
今後の予定(平成26年 3月31日時点)

事項名 規制改革の内容 実施時期
置
況

措
状 これまでの実施内容

Э医療のlTC化の推進

18

一般用医薬品のイン
ターネット販売

一般用医薬品については、インターネット販売を認
めることとする。その際、消費者の安全性を確保し
つつ、適切なルールの下で行うこととする。
ただし、「スィッチ直後品目」及び「劇薬指定品目」
については、他の一般用医薬品とはその性質が異

剛 稲引ギ錮7賢甲讐訂篠現で雷使

羹曇 炉卿 霧鋭櫂庸
・

碧魯2)  ま
でに結論を得て、所要の制度的な

繁乳赫語墨ぶ 轟酷駆諺裡聴とする。

本年秋頃までに
結論を得て、所
要の命1度的な措
置を講じる

厚生労働省 措置済

一般用医薬品の適切な販売ルール等を整備する「薬事法及
び薬剤師法の一部を改正する法律」(平成25年法律第103
号)、「薬事法施行令の一部を改正する政令」(平成20年政令
第25号)及び蝶 事法施行規則等の一部を改正する省令」(平
成26年厚生労働省令第8号)がそれぞれ平成25年12月13日、
平成26年2月5日及び同月10日に公布され、同年6月12日か、
ら施行することとなった。また、この改正により、一般用医薬品
のインターネット販売が認められることとなる。

平成26年6月12日の施行に向けて、都道府県等や関係団体
への周知を図っていく。

医療1青報の利活用の
ための工程表の策定

医療における国民の満足度と効率を飛躍的に高め
るために、医療ICT化を本格的に加速化する。地域
の医療提供体制の状況等を踏まえた医療機関の
機能分化と連携・大規模集約化、個人及び保険者
による健康管理・医療費管理の促進、匿名化され
た医療データの利活用など、規制、制度改革を含
む我が国医療の課題に対応するために、厚生労働
省が主体となって高度情報通信ネットワーク社会
推進戦略本部(「総合戦略本部)等と連携して、医
療のICT化の全体構想(5年後・10年後)とその実現
に必要な工程表を早急に策定する。

平成25年度措置
内閣官房

厚生労働省
措置済

平成26年3月31日に、厚生労働省Webサィトにおいて「健康・

医療・介護分野におけるiCT化の推進について」等を公表し
た。

(参考)
http://www mhlw gojp/stf/selsakunitsuite/bunya/000004250
0 html

遠隔医療の推進①

村面診療と組み合わせた遠隔診療において、安全
と、有効性等についてのエビデンスが得られたも
つから、特定疾患治療管理料、在宅療養指導管理
料等について診療報酬の算定を認めることを中央
l■会保険医療協議会において検討する。また、遠
幅診療を行う際に処方せん料の算定が可能となる
場合を明確化する。

平成26年度診療
報酬改定に合わ
せて検討・結論

厚生労働省 措置済

会におい
におけ 患療養

ついて をイテつ

平成25年12月11日の中央社会
て、対面診療と組み合わせ
管理料、在宅療養指導管理|
たところ、対面診療と組み合
えているものの、現在、
定疾患療養管理料、在宅療
ことについては、安全性、有

対面診療と組み合わせた遠隔診療における特定疾患療養管
理料、在宅療養指導管理料等の算定については、安全性、有
効性等に関するエビデンスが十分に収集された場合に対応を
検討する。
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規制改革実施計画(平成25年6月14日間議決定)における実施内容
所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日時点)
今後の予定(平成26年 3月31日 時点)

番= 事項名 規lll改革の内容 実施時期
措置 これまでの実施内容

遠隔医療の推進②

心臓ペースメーカー指導管理料(遠隔モニタリング
による場合)については、4ヶ月に1度に限り対面診
療を行つた際に算定することとされているところ、安
全性、有効性等についてのエビデンスが得られて
いることを確認した上で、対面診療を行うべき間隔
を延長すること、併せて、一定期間ごとに分割して
の算定を可能とすること等を中央社会保険医療協
議会において検討する。

平成26年度診療
報酬改定に合わ
せて検討・結論

厚生労働省 措置済

平成25年12月11日の中央社会保険医療協議会総会におい
て、遠隔モニタリングによる心臓ペースメーカー指導管理料の
対面診療の頻度、非来院時の指導管理の評価について検討
を行つたところ、ペースメーカーの添付文書に数か月毎のフォ
ローアップ(電池の消耗、合併症発現の有無等の確認)が必
要であると記載されており、対面診療の間隔の延長について
は、安全性、有効性等に関するエビデンスが十分に収集され
た場合に対応することとした。また、非来院時の指導管理の評
価については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施
上の留意事項について」(平成26年3月5日付け保医発0305
第3号)において、遠隔モニタリングによる心臓ペースメーカー

指導管理料は、非来院時の指導管理の評価も含めて点数が
設定されていることを明確化した。

暑γ読鵠″[套鶴膝雇霰茎缶覇謬世£乳
エビデンスが十分に収集された場合に対応を検討する。

カルテ等の電子化
カルテに貼付け等することとされている各種文書に
ついて、電子媒体での管理のみでよいことを明確
化する。

平成25年7月ま
でに措置

厚生労働省 措置済

「診療録に貼付等する書面の電磁的記録による保存につい
て」(平成25年7月 30日付け厚生労働省保険局医療課事務連
絡)において、電磁的記録により保存した書面を、診療録に貼
付等された書面とみなして取り扱うことが可能であることを明
確化した。

処方箋の電子化

処方箋の電子化の実現に向けた具体的な工程表
を策定する。この際、処方箋の電子1ヒを実現する
医療ネットワークの構築に当たっては、社会保障・

税番号制度に基づく個人番号カードの普及を踏ま
えた上で当該カードを最大限に活用するものとす
る。(特に、医療機関受診の際に複数枚のICカード
等を持参する必要がないようにする。)

平成25年度上期
に措置

厚生労働省 措置済

平成25年9月30日に、厚生労働省Webサィトにおいて「電子処
方箋の実現に向けた工程表」を公表した。

(参考)
httpノ/www mhiw go」p/Stf/Shingi/0000022903 html
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雇用分野の実施状況等

規制改革実施計画(平成25年6月 14日閣議決定)における実施内容

所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)

今後の予定(平成26年 3月31日 時点)
番号 事項名 規制改革の内容 実施時期

置
況

措
状

これまでの実施内容

・雇用分野

1
ジョブ型正社員の雇
用ルールの整備

懺務等に着目した「多様な正社員」モデルの普及・

に進を図るため、労働条件の明示等、雇用管理上
の留意点について取りまとめ、周知を図る。

平成25年度
検討開始、
平成26年度
措置

厚生労働省 検討中

○平成25年9月から「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇談
会」を設置し、これまで8回開催。多様な正社員制度を導入している企業8
社や労使団体からヒアリングを実施し、制度導入のメリット、処遇、転換制
度、労働条件明示等を議論。

平成26年年央をメドに、多様な正社員の活用に当たっての雇用管理上の留意点をと
りまとめる。なお、今年度、多様な正社員のモデルとなる好事例等を幅広く収集し、雇
弔管理上の留意点と併せて、周知を図る。

2

企画業務型裁量労働
制やフレックスタイム
市1等労働時間法制の
見直し

企画業務型裁量労働制やフレックスタイム制をはじ
め、労働時間法制について、ワークライフバランス
や労働生産性の向上の観点から、労働政策審議会
で総合的に検討する。労働政策審議会での検討の
基礎資料を得るべく、平成25年上期に企業における
実態調査・分析を実施し、平成25年秋に労働政策
審議会で検討を開始し、結論を得次第措置を講じ
る。

平成25年上
期調査開
始、平成25
年秋検討開
始、1年を目
途に結論、
結論を得次
第措置

厚生労働省 検討中

O平成25年9月27日から労働政策審議会労働条件分科会で検討を開
始 。

010月 30日の労働条件分科会において、時間外・休日労働等の実態把
握調査の結果を報告。
Oデ ータ分析糸吉果に基づく議論を年内で一巡し、平成26年1月から具体
的議論。1月15日は弾力的労働時間制度について、2月3日は割増資金、
長時間労働対策等について議論し、2月25日は、これまでの議論の状況
を整理。

議論の状況の整理を踏まえ、平成26年秋に結論を得るべく、4月以降さらに議論を
果めてぃ〈予定。

3
肯料職業紹介事業の
現制改革

民間人材ビジネスの活用によるマッチング機能強化
の観点から、利用者の立場に立った有料職業紹介
制度の在り方について引き続き問題意識を持ちつ
つ、当面、求職者からの職業紹介手数料徴収が可
能な職業の拡大について検討する。

平成25年度
検討開始、
平成26年度
早期に結論

厚生労働省 検討中
Э紹介事業者、求人企業、求職者を対象とした調査や関係者へのヒアリ
ングを行うなど、現状把握を進めているところ。

平成26年度早期に結論を得るべく、引き続き検討を進めていく。

労働者派遣制度の見
直し

労働者派遣制度については、下記の事項を含め、
平成25年秋以降、労働政策審議会において議論を
開始する。

①派遣期間の在り方(専門26業務に該当するかどう
かによつて派遣期間が異なる現行制度)
②派遣労働者のキヤリアアップ措置
③派遣労働者の均衡待遇の在り方

平成25年検
討・結論、結
論を得次第
措置

厚生労働省 措置済

○平成24年10月より、学識経験者からなる研究会を開催し、労働者派遣
制度の今後の在り方について検討を行い、平成25年8月20日に報告書を
とりまとめた。
Oその後、平成25年8月30日より、労働政策審議会職業安定分科会労働
力需給制度部会において検討が開始され、平成26年1月29日に報告書が
とりまとめられ、同日厚生労働大臣に建議された。
○当該建議に基づき、労働者派遣法改正法案を作成し、平成26年3月,1
日に閣議決定され、同日国会に提出されたところ。



倉I業等分野の実施状況等

規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)における実施内容

所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)

今後の予定(平成26年3月31日時点)

番号 事項名 規制改革の内容 実施時期 措置
状況

これまでの実施内容

・創業等分野

①リスクマネー供給による起業・新規ビジネスの創出

1
クラウド・フアンディング
の活用

新興・成長企業へのリスクマネー供給を促進する
観点から、金融仲介機能の充実を図る取組として、
株式形態を含め、インターネット等を通じた資本調
達(クラウド・フアンディング)の枠組みの整備につ
いて検討を行い、結論を得る。

平成25年度
検討・結論

金融庁 措置済

金融審議会に「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関する
ワーキング・グループ」を設置。同審議会において、クラウドフアンデイングの
利用促進について検討が行われ、下記①、②を盛り込んだ報告書が取りまと
められた(平成25年12月25日公表)。
①投資型クラウドフアンディングを取り扱う業者について参入要件を緩和す
る。
②投資者保護のためのルールを整備する。

舎鷲哀言2曇同色齢薩機 廃輻
出したところ(平成26年3月14日)。

2
新規上場時の企業情
報開示の合理化

新規上場のコストを低減させる観点から、有価証券
届出書において提供が求められる財務諸表の年
数限定や、内部統制報告書の提出に係る負担を一

定期間軽減するなど企業情報開示の合理化につ
いて検討を行い、結論を得る。

平成25年度
検討・結論

金融庁 措置済

金融審議会に「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関する
ワーキング・グループ」を設置。同審議会において、下記①、②を盛り込んだ
報告書が取りまとめられた(平成25年12月25日公表)。
①新規上場時に提出する有価証券届出書における財務諸表を、過去5事業
年度分から過去2事業年度分に軽減する。
②新規上場後3年間に限り、内部統キ1報告書に対する公認会計士監査の免
除を選択可能とする。

本報告書の提言を踏まえ、必要な制度整備を行う。
法改正が必要な事項(②)については、同事項を盛り込んだ金
融商品取引法等の一部を改正する法律案を第186回国会に
提出したところ(平成26年3月14日)。

3
グリーンシート制度の
見直し

グリーンシート制度の在り方を見直し、地域に根ざ
した企業等について、企業の会社情報の定期的な
開示義務や適時開示義務、インサイダー取引規制
の面で上場企業等に比べてより簡易な手続きでの
資本調達・換金を可能とする枠組みについて検討
を行い、結論を得る。

平成25年度
検討・結論

金融庁 措置済

金融審議会に「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関する
ワーキング・グループ」を設置。同審議会において、非上場株式の取引・換金
のための枠組みについて検討が行われ、非上場株式の一定の取引・換金
ニーズに応えるために新たな非上場株式の取引ホ1度を整備することを盛り込
んだ報告書が取りまとめられた(平成25年12月25日公表)。

本報告書の提言を踏まえ、必要な改正事項を盛り込んだ金融
商品取引法等の一部を改正する法律案を第186回国会に提
出したところ(平成26年3月14日)。

プレ・マーケテイング等
の概念の整理

諸外国における規制の状況を踏まえつつ、有価証
券届出書の提出前の市場ニーズ調査等のための
投資家への接触に係る規制の在り方について検討
を行い、結論を得る。

平成25年度
検討・結論

金融庁 措置済

金融審議会に『新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関する
ワーキング・グループ」を設置。同審議会において、「届出前勧誘」に該当しな
い行為の明確化について検討が行われ、ガイドラインにおいて勧誘に該当し
ない行為を明確化することを盛り込んだ報告書が取りまとめられた(平成25年
12月25日公表)。

本報告書の提言を踏まえ、「企業内容等の開示に関する留意
事項について」(企業内容等開示ガイドライン)の改正を行う。



規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)における実施内容

所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)

今後の予定(平成26年3月 31日 時点)
番号 事項名 規制改革の内容 実施時期

置
況

措
状 これまでの実施内容

5

新規上場時における
最低株主数基準など
の緩和

新興市場における新規上場を容易にする観点か
ら、上場時に取引所が要求する株主数などの形式
基準の見直しの方向性について、取引所におい
て、一定の流動性の確保に留意しつつ検討を行
い、結論を得るよう要請する。

平成25年度
検討・結論

金融庁 措置済

3輻 .り湯 は 、籠霧聴マ祠 錦淵絶
断『臨 蒜紺蝿 ;翡齢磐珊璧お乱
|;当ll:讐」Fl」ζ』liT錯黒]「折フ支“籠勝馴珈これヽ働31FI
看肇8据ガラ懸 腎″島靴纂Б頼醜羞義讃昇雛へと引き下げられた。

6
有価証券発行までの
期間の短縮等 贈 鱚 需繁翻 躍 副鎌

書類の効力発生期間を短縮する等の検討を行い、

平成25年度
検討・結論

金融庁 措置済

3野弥易t%爆暫籠郵鶏ピ鸞敷滉霞曜灘
報告書が取りまとめられた(平成25年12月25日公表)。
①発行登録書を提出した企業について、有価証券報告書等が提出されたこと
に係る訂正発行登録書の提出を不要とする。

2躙 懲簿縫昆讐3蒲脇鍵弔晶鰍 f下
に行う有価可券の募集

・売出

本報告書の提言を踏まえ、必要な制度整備を行う。法改正が
必要な事項(①)については、これを盛り込んだ金融商品取引
法等の一部を改正する法律案を第186回国会に提出したとこ
ろ(平成26年3月14日)。

7
虚偽記載等に係る賠
償責任の見直し

新興・成長企業等が新規上場を躊躇することがな
いよう、重要な事項について虚偽の記載のある有
価証券報告書等を提出した会社が負担する、流通
市場で有価証券を取得した者に対する賠償責任に
ついて、無過失責任となっていることが適切か検討
を行い、結論を得る。

平成25年度
検討・結論

金融庁 措置済
9諄 諄 .易t%爆 蓄 饂 蜀 鶏 ピ 鶴 鰈 理 魂
企業が流通時の投資者に負う金融商品取引法上の損害賠償責任を「無過失
責任」から「過失責任」に変更すること等を盛り込んだ報告書が取りまとめられ
た(平成25年12月25日公表)。

本報告書の提言を踏まえ、必要な改正事項を盛り込んだ金融
商品取引法等の一部を改正する法律案を第186回国会に提
出したところ(平成26年3月14日)。

8
大量保有報告制度の
見直し

大量保有報告制度について、証券市場の公正性
や透明性に留意しつつ、例えば、自己株式を大量
保有報告書の対象有価証券から除外する、提出者
が個人である場合における記載事項を見直すなど
大量保有報告書の提出者の負担軽減を図る方策
について検討を行い、結論を得る。

平成25年度
検討・結論

金融庁 措置済

9輩芳蹴%鶴 蛾籠屏戴ピ電膠機 弓脱亀
報告書が取りまとめられたく平成25年12月25日公表)。
①大量保有報告ホ1度の対象となる株券等から自己株式を除外する。
②大量保有報告書の提出者等が個人である場合の記載事項について、住所
における「番地」の記載、「生年月日」の記載を、公衆縦覧の対象から除外す

告の記載事項について、「僅少な株券等の議渡先」こ関す

の同時提出義務を廃止する。
に対する大量保有報告書等`
)て代替)とする。

5大量保有報告書等の写しの送付義務を不要(EDINET
)とする。
従覧期間の末日を、訂正の基礎である大量保有報告書⑤訂正報肯書の公衆縦覧期間の末日を、訂正の基礎である大量保有報告書

等の公衆縦覧期間の末日と同―にする。

本報告書の提言を踏まえ、必要な制度整備を行う。法改正が
必要な事項(①、③、④、⑤、⑥)については、これを盛り込ん
だ金融商品取引法等の一部を改正する法律案を第186回国
会に提出したところ(平成26年3月14日)。



規制改革実施計画(平成25年6月14日 閣議決定)における実施内容

所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)

今後の予定(平成26年3月31日 時点)
番号 事項名 規制改革の内容 実施時期

置
況

措
状

これまでの実施内容

9
総合取引所の実現に
向けた取組の促進

昨年9月に成立した改正金商法の着実な実施を始
め、総合的な取引所の実現に向けて所要の整備に
積極的に取り組む。

平成25年度
検討。結論

金融庁
農林水産省
経済産業省

検討中
総合取引所の実現に向けた規定を盛り込んだ「『金融商品取引法等の一部を
改正する法律』(平成24年法律第86号】こ係る関係政府令等(行為規制に係る
部分を除く)」を整備したところ(本法と合わせて平成26年3月11日に施行)`

引き続き、総合的な取引所の実現に向けて所要の整備に積
llT的に取り組む。

行為規制の整備
行為規キ1については、垣根を取り払い横断的に市
場環境を整備するとの基本的な考え方の下で、関
係法令を整備する。

平成25年度
検討・結論

省
省

庁
産
業

融
水
産

金
林
済

農
経

検討中 総合取引所における商品デリバティブ取引に係る行為規制のあり方につい
て、31き続き検討を行つているところ。 早期に結論が出るよう、引き続き検討を進める。

ヘッジ会計指針の明確
イヒ

商品先物取引について、ヘッジ会計における実務
指針に関する具体的なニーズを調査・把握し、所要
の対応を検討する。

平成25年度
検討・結論

金融庁
農林水産省
経済産業省

措置済

ヘッジ会計における実務指針について、関係企業からニーズを調査・把握し、
企業会計基準委員会に要望を提出した。これを受けて、平成26年3月18日の
公益財団法人財務会計基準機構「基準諮問会議」において、企業会計基準
委員会において検討を進めることが了承された。

企業会計基準委員会において、要望を受けた具体的な対応
が検討される予定。

顧客勧誘時の適合性
原則の見直し等

「商品先物取引業者等の監督の基本的な指針」
において、適合性の原則の確認に関し、年齢、収
入、資産等の具体的な考慮要素を踏まえ、総合的
な判断を合理的に行えることを明確化する。また、
勘誘等における禁止事項について、顧客保護に留
意しつつ市場活性化の観点から検討を行う。

平成25年度
措置

農林水産省
経済産業省

検討中

商品先物取引法施行規則及び商品先物取引業者等の監督の基本的な指針
の改正について検討を行つた。
※改正案に関するパブリックコメントを平成26年4月より実施。

ブヾリックコメント等を踏まえながら、検討を進める。

Эインフラの整備・開発に係るビジネスチヤンスの倉1出・拡大

容積率の緩和(特例制
度活用事例の調査)

老朽化したマンションや既存不適格マンションの建
替えが円滑に進むよう、容積率制限を緩和する特
lal制度の活用により、老朽化したマンション等の建
替えが行われた事例について調査・検証し、その
結果を公表する。

平成25年度
措置

国土交通省 措置済

老朽化マンション等の建替えにあたって、総合設計制度を活用して容積率を
緩和した10事例について調査・検証を行い、建替えにあたって容積率の緩和
によリマンションの戸数を増やすなど区分所有者の費用負担が軽減されたこ
とが、建替えが可能となつた要因の1つとなつたこと、また、うち2事lalでは、東
京都が導入した「共同住宅建替誘導型総合設計制度」を活用したことでより建
替えが容易になつたこと等について公表した。



規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)における実施内容

所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)

今後の予定(平成26年3月31日 時点)
番号 事項名 規制改革の内容 実施時期 措置

状況
これまでの実施内容

老朽化マンションの建
替え等の促進について

糞難紹 殿翫蒲動詳婚縮
瓢解置蹴彎翻瀦点らこ麗島塊討を行い、結論を得る。

平成25年度
検討・結論

法務省
国土交通省

措置済

国土交通省において、耐震性不足のマンション及びその敷地の売却を多数決
により行うことを可能とする制度の創設や、耐震性不足の認定を受けたマン
ションの建替えの際の容積率制限の緩和措置を内容とする「マンション建替え
の円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案」を第186回通常国会へ提
出したところ(平成26年2月28日間議決定)。加えて、国土交通省において、予
算措置として、専門家による相談体制等を構築するための予算を平成26年度
当初予算に計上したところ。

先進自動車の公道走
行試験に係る手続の
迅速化①(手続期間の
短縮)

先進自動車の公道走行試験に係る大臣認定手続
の簡素化・迅速化を図ることにより、大臣認定の取
得に係る手続期間を概ね6週間とし、その旨を認
定要領に記載する。

平成25年度
措置

国土交通省 措置済

平成26年2月12日に「道路運送車両の保安基準第56条第4項の規定によ
る試験自動車の認定要領」(平成14年10月25日付け国自審883号 )の―

部を改正・施行し、大臣認定の取得に係る手続期間を原則6週間とする旨明
記した。

先進自動車の公道走
行試験に係る手続の
迅速化②(軽微な変更
の事後届出の検討)

―旦、大臣認定を取得した後に、車両の一部や試
験計画を変更する場合において、変更内容が軽微
なものについては、事前承認を要することとせず事
後届出とすることについて、事業者の意見も踏まえ
検討し、検討結果について関係者に周知する。

平成25年度
措置

国土交通省 措置済

事業者の意見も踏まえ、平成26年 2月12日に「道路運送車両の保安基準第
56条第4項の規定による試験自動車の認定要領」(平成14年10月25日付
け国自審883号 )の一部を改正・施行し、大臣認定の取得後に軽微な変更を
行つた場合には、事前承認を要することとせず事後届出で良いとする旨明記
し、事業者に周知した。

Э国民の利便性の確保や事業の効率化・低コスト化による最適なビジネス環境の整備

ビッグデータ・ビジネス
の普及(匿名化情報の
取扱い)①

1日人情報の保護を確保しつつ、ビッグデータ・ビジ
ネスの普及を図る観点から、規制改革会議・倉り業
等ワーキング・グループ報告書(平成25年6月5日

舗基蒙譜括農冤おF8りぜ階
酬早暑f鳥臭暑晶晃是髭ξぁ陽 I護

法に
平成25年度
上期措置

消費者庁 措置済
「個人情報保護法に関するよくある疑間と回答」に、個人情報の匿名化に関

する4つの質問及び回答を追加し、消費者庁ウェプサイトにおいて公表した。

ビッグデータ・ビジネス
の普及(匿名化情報の
取扱い)②

個人情報の保護を確保しつつ、ビッグデニタ・ビジ
ネスの普及を図る観点から、各省庁が策定してい
る事業等分野ごとのガイドライン(※)で活用できる
よう、どの程度データの加工等を行えば「氏名、生
年月日その他の記述等により特定の個人を識別す
ることができるもの(他の情報と容易に照合するこ
とができ、それにより特定の個人を識別することが
できることとなるものを含む。)」には当たらない情

経統亀甥島fず碧惧集ξtt「F措
置m容を明

(※)27分野40ガイドライン

平成26年上
期措置

房
庁

官
者

閣
費

内
消 検討中 ガ=発生『ti靱 奈象碕粥識堵祠 花嵩進だ

ついて検討を行つた。

技術検討ワーキンググループにおける検討結果を踏まえつ
つ、引き続き検討を行う。



規制改革実施計画(平成25年6月 14日間議決定)における実施内容

所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)

今後の予定(平成26年3月31日 時点)

番号 事項名 規制改革の内容 実施時期
置
況

措
状 これまでの実施内容

ッグデータ・ビジネス
普及(匿名化情報の
扱い)③

個人情報の保護を確保しつつ、ビッグデータ・ビジ
ネスの普及を図る観点から、各事業等分野におい
て、どの程度データの加工等を行えば「氏名、生年
月日その他の記述等により特定の個人を識別する
ことができるもの(他の情報と容易に照合すること
ができ、それにより特定の個人を識別することがで
きることとなるものを含む。)Jには当たらない情報
となるのか等、合理的な匿名化措置の内容につい
て、事業等分野ごとのガイドライン等において明確
化する:

平成26年措
置 警察庁 検討中

担当部署において検計を開始したが、規制改革実施計画(平成25年6月14日
閣議決定)に基づき策定されることとなつている合理的な匿名化措置の内容を
明確化したガイドラインを踏まえ検討を要するところ、未だ当該ガイドラインが
策定されていないことから最終的な結論には達していない。 .

合理的な匿名化措置の内容を明確化したガイドラインが策定
された後、その内容を踏まえつつ、速やかに所管ガイドライン
の改定を行う。

金融庁 未検討
規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)に基づき策定されることと
なっている、合理的な匿名化措置の内容を明確化したガイドラインを踏まえて
検討するため、現時点では検討は行つていない。

合理的な匿名化措置の内容を明確化したガイドラインの策定
後、その内容を踏まえつつ、当庁のガイドライン等の改訂につ

いて検討を行う。

総務省 検討中

【電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン】
平成25年11月より、「緊急時等における位置情報の取扱いに関する検討会」
において、プライバシー等への適切な配慮の下で、電気通信事業者が取り扱
う位置情報のビジネス利活用を促進するにあたっての課題と方策について検
討しているところ。

纂 麗糠卿 甜鏑書翻
消費者庁における合理的な匿名化措置の内容を明確化した
だ1〒猫備駆難許務瀑帰観魂麗電
いて検討を行う。

未検討

【上記以外のガイドライン等】
規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)に基づき内閣官房及び消
費者庁において策定されることとなつている、合理的な匿名化措置の内容を
明確化したガイドラインを踏まえて検討するため、当該ガイドラインが未策定
の現時点では検討は行つていない。

【上記以外のガイドライン等】
内閣官房及び消費者庁における合理的な匿名化措置の内容
を明確化したガイドラインの策定後、当該ガイドラインを踏ま
え、当省のガイドライン等における合理的な匿名化措置の明
確化について検討を行う。

法務省 未検討
規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)に基づき策定されることと
なっている.合理的な匿名化措置の内容を明確化したガイドラインを踏まえて
検討するため,現時点では検討は行つていない。

合理的な匿名化措置の内容を明確化したガイドラインの策定
後,その内容を踏まえつつ.当省のガイドライン等の改訂につ
いて,検討を行う。

外務省 未検討
規制改革実施計画(平成25年6月14日間議決定)に基づき策定されることに
なっている,合理的な匿名化措置の内容を明確化したガイドラインを踏まえて
検討するため,現時点では検討は行つていない。

合理的な匿名化措置の内容を明確化したガイドラインの策定
後,その内容を踏まえつつ,当省のガイドライン等の改訂につ
いて検討を行う。

財務省 未検討
規制改革実施計画(平成25年6月14日間議決定)に基づき策定されることと
なっている、合理的な匿名化措置の内容を明確イヒしたガイドラインを踏まえて
検討するため、現時点では検討を行つていない。

合理的な匿名化措置の内容を明確化したガイドラインの策定

後を製警嵯舞gFまえ
つつ、当省のガイドライン等の改訂につ



規制改革実施計画(平成25年6月14日間議決定)における実施内容

所管省庁

実施状況(平成26年 3月 31日 時点)

今後の予定(平成26年3月31日 時点)
番号 事項名 規制改革の内容 実施時期

置
況

措
状 これまでの実施内容

文部科学省 未検討
規制改革実施計画(平成25年6月14日間議決定)に基づき策定されることと
なつている、合理的な匿名化措置の内容を明確化したガイドラインを踏まえて
険討するため、現時点では検討は行つていない。

合理的な匿名化措置の内容を明確化したガイドラインの策定
後、その内容を踏まえつつ、当省のガイドライン等の改訂につ
いて検討を行う。

厚生労働省 未検討
現制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)に基づき策定されることと
なつている、合理的な匿名化措置の内容を明確化したガイドラインを踏まえて
険討するため、現時点では検討は行つていない。

合理的な匿名化措置の内容を明確化したガイドラインの策定
後、その内容を踏まえつつ、当省のガイドライン等の改訂につ
いて検討を行う。

農林水産省
未検討

晩制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)に基づき策定されることと

換鮒慶凛雛裸絲鵠織奪鰐Rヒ
したガイドラインを踏まえて

合理的な匿名化措置の内容を明確化したガイドラインの策定
後、その内容を踏まえつつ、当省のガイドライン等の改言Tにつ
いて検討を行う。

経済産業省 未検討
規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)に基づき策定されることと
なつている、合理的な匿名化措置の内容を明確化したガイドラインを踏まえて
検討するため、現時点では検討は行つていない。     ｀

合理的な匿名化措置の内容を明確化したガイドラインの策定
後、その内容を踏まえつつ、当省のガイドライン等の改訂につ
いて検討を行う。

国土交通省 未検討
呪市1改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)に基づき策定されることと

換冨写嵯n」負電暑導『晋霞雖 魚恐配
ヒしたガイドラインを踏まえて

合理的な匿名化措置の内容を明確化したガイドラインの策定
後、その内容を踏まえつつ:当省のガイドライン等の改訂につ
いて検討を行う。

環境省 未検討

規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)に基づき、平成26年上期に
内閣官房及び消費者庁が策定することとなつている、合理的な匿名イヒ措置の
内容を明確化したガイドラインを踏まえて検討する必要があり、現時点では検
討は行つていない。

合理的な匿名化措置の内容を明確化したガイドラインの策定
後、その内容を踏まえつつ、当省のガイドライン等の改訂につ
いて検討を行う予定。

防衛省 未検討

規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)に基づき策定されることと
なつている、合理的な匿名化措置の内容を明確化したガイドラインを踏まえて
検討するため、現時点では検討は行つていない。

合理的な匿名化措置の内容を明確化したガイドラインの策定
後、その内容を踏まえつつ、当省のガイドラインの改訂につい
て検討を行う。



規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)における実施内容

所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)

今後の予定(平成26年3月31日 時点)

番号 事項名 規制改革の内容 実施時期
置
況

措
状 これまでの実施内容

信書便市場の競争促
進

郵便・信書便分野における健全な競争による多様
なサービス創出を促進する観点から、信書の送達
のユニバーサルサービスを確保した上で、一般信
書便事業の参入要件の明確1ヒや特定信書便事業
の業務範囲(特定信書便事業者が扱える信書便の
大きさや重量、送違時rel及び料金に係る限定)の
在り方等、郵便・信書便市場における競争促進や
更なる活性化の方策について、市場参入を検討す
る者や特定信書便事業者の意見を踏まえつつ、検
討を行い、結論を得る。

平成25年度
検討・結論

総務省 措置済

平成25年10月に情報通信審議会に規制改革実施計画で定められた一般信
書便事業の参入要件の明確化等を含む郵便・信書便市場の活性化方策の在
り方について諮問。関係事業者へのヒアリングを行いつつ検討を進め、平成
26年3月12日の中ral答申において、結論を得たところ。
<中間答申の概要>

に報儒慶輩?魔謡轟警期 ヒ冴刷肥課硝慨S:♂
べき点について具体的な要望は出されなかった。
②特定信書便事業の業務範囲の在り方

濯 譲 摯 歴 黄 β驚 聾 舅:勒 こ:祟II馴屈言2』
バーサルサービスに与える影響の検証を行つた上で、見直しに向けて具体的
な検討に入ることが適当。

%錯 錮 掃 5竃 歴 盪躊 檬 ゃ金融サービスとの連携等、事業
領域を広くとらえてサービスの多様化・高度化を図り、新たな付加価値を生み
出すことが、事業者に期待される。

事房裏墨墓馨著[淵 =層套覆茎業務葉轟裂酪み硝鼈諮
に向けて具体的な検討を進める予定。

産業用ロボッHこ係る
規制の見直し

国際規格(ISO規格)を参考として、産業用ロボット
と人間との協働作業が可能であることを明確1ヒす
べく、以下の内容を関連通知において記載し、周知
する。
※一部(協働作業の条件のうち、力制限の方法)は
平成25年措置に代えてISO規格確定後早期に措
置

①産業用ロボットのユーザーが、リスクアセスメント
に基づく措置等を取り、産業用ロボツトに接触する
ことにより労働者に危険の生ずるおそれが無くなつ
たときには、労働安全衛生規則第150条の4に規定
する措置を講ずる必要がないこと。

2篭 譴 ぎ 諾 βttI鵠 場 肇ビご ξよ摯
険を防止するために必要な措置(労働安全衛生規
則第150条の4)を講じたものと認められること。

平成25年措
置

厚生労働省 措置済

『 も曇審 創:猶 即 着 殿 製 務1聟智 12腋 辮 竃蓬穏
働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(昭和58年6月28
日1寸け基発第339号)」)を改正し、①及び②の内容を記載するとともに、関係
団体等に周知した。
なお、上記改正により、「平成25年措置に代えてISO規格確定後早期に措置」
としていた、「協働作業の条件のうち、力制限の方法」についても、ISO規格が
確定すれば、左記に掲げるリスクアセスメンHこ基づく措置等が可能となり、自
動的に措置されることになる。

市外局番(OAB―」番
号)取得に係る品質要
件の見直し

賃翼錮聯 みg響婁観賞護僣]どち亀
品質要件の要否を含め検討を行い、結論を得る。

平成25年検
討開始、26
年結論、そ
の後措置

総務省 検討中
暑畠薫瞥漏唐易壕謝菅指記璃亀事請ξg鼎魔弱響爵る研究会」を立ち上げ。平成25年12月25日に第1回研究会を開催し、品質要
施鰐鰈轟錯勁酬躍誦穫鮨薔筆峯麗群謎
要事業者の見解や見直しに向けた提案についてヒアリングを行つたところ。

第2回「OAB―J IP電話の品質要件の在り方に関する研究会」
における事業者からのヒアリング結果をとりまとめ、OAB―」IP

5雷RI踏離駆踊墾篇鼈漑躍31輪
を行い、平成26年中に結論を得た上で、必要な措置を講じる。

化学物質審査申1度の
見直し①(少最新規化
学物質確認制度等の
総量規制の見直し)

箸融 ][υ 譜 認 螺 踊 事選婁コ糧
を確保しながら、事業者の新規化学物質の製造・

輸入に係る予見可能性を担保する仕組みとするた
め、低生産量新規化学物質に係る特例枠(10トン)
との関係を考慮しつつ、一社単位で確認を行うこと
について検討し、結論を得る。

平成25年度
検討・結論

厚生労働省
経済産業省
環境省

措置済

香徹 額 縮 t聖理範 滉鼎 蜘
入を認めることができ、確認の申出の受付頻度も随時とできる旨結論を得た。

i舗鞘撃騨曇鷲翼奮[:吻亦彙醜封維
いる。本制度改正については、平成26年5月公布、同年10月施行予定。



規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)における実施内容

所管省庁

実施状況(平成26年 3月31日 時点)

今後の予定(平成26年3月31日 時点)
番号 事項名 規制改革の内容 実施時期 措置

状況
これまでの実施内容

化学物質審査制度の
見直し②(少量新規化
学物質確認制度の受
付頻度の見直し)

事業者が事業機会を逃すことなく競争力を高める
ことを可能とする観点から、事業者の実情を踏まえ
て、少量新規化学物質の確認の申出の受付頻度
を増加させることについて検討し、結論を得る。

平成25年度
検討・結論

厚生労働省
経済産業省
環境省

措置済

予定されている取扱いの方法等からみてその新規化学物質による環境の汚
染が生じるおそれがないものと確認できる場合(中間物及び輸出専用品の場
合)には、総量規制に代えて、一事業者あたリー年度に1トン以下の製造・輸
入を認めることができ、確認の申出の受付頻度も随時とできる旨結論を得た。
現在、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和49年
厚生省・通商産業省令第1号)を改正し、所要の手続を定めるため、行政手続
法(平成5年11月12日法律第88号)第39条第1項に基づき意見公事を実施して
いる。本制度改正については、平成26年5月公布、同年10月施行予定。

イヒ学物質審査制度の
見直し③(化学物質の
用途等を考慮した審査
制度の構築)

安全性と新規化学物質の開発に要する費用や期
間の効率化との両立を図りつつ、化学物質の用
途・曝露可能性等を考慮して人の健康及び生態系
への影響を評価する新規化学物質の審査制度の

端 奇躍 輛 ミ珊 鳴 帽 繕欝ξ習:ル
・ ｀

平成25年度
検討・結論

厚生労働省
経済産業省
環境省

措置済

予定されている取扱いの方法等からみてその新規化学物質による環境の汚
築が生じるおそれがないものと確認できる場合(中閥物及び輸出専用品の場
合)には、総量規制に代えて、一事業者あたリー年度に1トン以下の製造・輸
入を認めることができ、確認の申出の受付頻度も随時とできる旨結論を得た。
現在、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和49年
厚生省・通商産業省令第1号)を改正し、所要の手続を定めるため、行政手続
法(平成5年11月12日法律第88号)第39条第1項に基づき意見公募を実施して
いる。本制度改正については、平成26年5月公布、同年10月施行予定。

輸蝸ヅ岬巽剛獄権硫驚叡憫 聾躍景窪副籠関する事業者向けマニュアルを改正し、実用的な製法で分離が困難であれば
漫拿惚iZ瑠編 だ7難 S球裏躍臨 卍窯購勁署膚
ついて、構造が類似し生物蓄積性が低い既知の化学物質がある場合にはQ
SAR(定量的構造活性相関)の推計結果等から高蓄積性でないと判定できる
仕組みなどを導入した。③事業者による重複試験を肖1減する観点から公示済
みの新規化学物質等の判定結果を順次公表することとした。

輸出通関申告官署の
自由化

通関手続におけるIT利用推進に係る工程表を作成
し、広〈関係先の意見を聞きながら、通関手続の
ペーパレス化を実現するとともに、平成29年度の
NACcs更改時には、少なくとも特定輸出申告につ
いて、船積地にかかわらず―元的にNACCSに 申
告することによって輸出通関が完了するよう検討を
行い、結論を得る。

平成25年度
検討・結論
(平成29年
度まで順次
実施)

財務省 措置済

財務省関税局において、広く関係先の意見を聞きつつ、平成29年度のNACC
S更改時における通関手続の電子化・ペーパーレス化に向けた取組みを踏ま
えて、輸出申告について一元的にNACCSに 申告することを可能とするため
の施策について検討を行つた。これに加え、輸入申告についても申告官署の
自由化について検討を行い、以下を基本的な方向性とすることとした。

①平成29年度までに、AEO輸 出者に係る輸出申告については、申告官署を
自由化する(NACCSに より全国いずれかの税関官署に申告することによつて
通関が可能となる。)。
②平成29年度までに、AEO輸 入者に係る輸入申告及びAEO通 関業者が取
り扱う輸出入申告についても、申告官署を自由イヒする(NACCSにより全国い
ずれかの税関官署に申告することによって通関が可能となる。)。
③上記①及び②と併せて、通関業者の営業区域制限を廃止する。

申告官署の自由化については、通関手続におけるlT利用推
進に係る別添の工程表を踏まえつつ、平成29年度までに実施
する。

Эその他

短期ビザの発給要件
の緩和

今後訪日旅行の高い伸びが見込まれるASEAN諸
国からの観光客の査証発給要件について、日・AS
EAN友 好協力40周年を契機として、治安への十
分な酉]慮を前提としつつ、夏までに、タイ及びマ
レーシア向けのビザ免除、ベトナム及びフィリピン
向けの数次ビザ化並びにインドネシアの数次ビザ
に係る滞在期間延長を行う。

平成25年夏
までに措置 外務省 措置済

平成25年7月1日より,タイ及びマレーシア国民に対し短期滞在ビザ免除の

圏嬉腎 辮 魂 翻 艦      讐 ご訛
最長30日)を実施した。
また,平成25年 11月18日より,カンボジア及びラオス国民に対し短期滞在
数次ビザの発給を開始,平成26年 1月15日よリミャンマー国民に対し短期滞
在数次ビザの発給を開始した。


